
第 6章 稲単{乍地郁における企業の展開と兼業就業形態の変化

一宮山県、黒部市を対象としてー

はじめに

|昭和30年代から始まった高度経済成長も、構造的不況によって終えんを告げ、

低成長時代に入った。その過程で生成皮肉してきたいわゆる農村工業と農村労

働市場の地域的広がりも伝機を迎えた。このことは農村工業化によって変化し

てきた農業及び燐村の方向にも影響を与えている。以上のような変化を、北陸

地方の代表的な大工業地帯富山湾沿岸に立地する大企業後背地の笑態から、 I切

らかにすることが本章の課題である。課題への銭近の方法として、農村地帯に

立地し地域支配的な大企業に成長した機械工業の立地展開過程をまず明らかに

し、そ れとの関わりで地減農業の変化と兼業農家の性格を解明することとして

いる。

調査対象地域である黒苦ISifJは富山県の呉東地区にあり、呉西地区と比べ近年

の地続開発や工業化の遅れた地域であるが、 1954年(昭和29年)に市制になっ

て以来急激に工業都市化し、当時誘致したY工業(株式会社)が定着し飛践的

に発展した地域である。また黒部市の農業は、稲作の反収でみる限りこの間著

しく向上し富山県下でも高い水準にあるが、兼業化の進展とあいまって黒部川

右岸の入善町とは異なり、農業の多面的な展開の事例の少い地域となっている。

Y工業はファスナ一生産では世界的な規模の市場を有する独占的大企業であ

り、機械紡綴や電気化学工業のような原料 ・電力立地的企業の多い富山県工業

の中では特異な位置を占め、労働力を求めて農村地域に立地した企業としては

先駆的存在であり、その企業形態及び展開の仕方はいわゆる近代的農村工場の

1つの典型的事例としてみることができる。

第 i節 Y工業の立地 ・展開過程の諸特徴

( 1 ) 企業展開の段階区分とその特徴

Y工業の創業から現代までの約半世紀にわたる企業としての形成皮肉過程を、

主要な生産構造の変化を基準にして 4期に区分し、それぞれの段階の特徴点を

撃却する。(表 6-1 及び凶 6-1参照)

① 第-JlJJは1934年(昭和日年)の創業から終戦直後の生産展開=戦前の生産

水準を越え、ファスナ一生産業界のトップ企業になるまでとする。
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表 G-1 Y T紫の年次Zリ従業員数及び製品売上額の推移
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この閣の基本的な生産構造上の特徴は、ファスナーの生産が都市地域の婦女

子あるいはがJ年労働に依拠した労働集約的な手労働=田J工場段階にあったこと

である。プレスで打ち彼かれたムシを布ヒモに植えつける作業は、 13人が一組

みとなった協業作業体制lをとり、作業は若干の熱線を要するが、基本的に手作

業で仕事は細かく根気の続くととが第一条件というような労働状況であった。

戦前の段階1936年(昭和11年)にすでに製品輸出を開始し、それが戦時下で

禁止されると軍関係の取引に答り戦時中の生産の持続 ・拡大に成功している。

戦後は東京の小松HI_[場を、疎開先である富山県の魚津市(経営者の郷里)に

移し、これが富山県での生産開始の出発点となる。戦後の生産再開と同時に、

全国カパン業者との取引きで業績をのばし、 1946年(昭和21年)には公定価格

制度下でファスナー業界トップの成績を上げ、同年に全国ファスナー協会を自

ら設立し、その業界85*.:1を代表する会長を擁する企業となっている。そして19

49il' (昭和24年)には、戦前の輸出巌高水準の年生産量60万本を越えて 63万本

にまで回復し輸出ものばしている。戦後の経済の混乱期に独自技術で“二つ山

スライダー"を開発し、国・内外の販路を磯保し他社よりも優位に立っていた

ことが、次期の機械生産段階への飛躍の基盤となっている。

② 第二期は、ファスナーの機械生産への移行から始まり、原材料の自社生産

化及びファスナー自動製造機であるチェーンマシーンの量産化達成(一貫生産

体制の確立)までの期間で、昭和20年代の半ばから昭和30年代後半までとする。

1) ファスナーの機械生産への移行は、まず試験的にアメリカからチェーン

マシンを 4 台輸入した 19 50年から始まる。そして 195 1 ~53年の問に国産化され

たチェーンマシン)01台を導入し、本絡的な機械生産はすでに魚津工場の段階

で縦立する。ファスナーのムシの植え付け手作業は1952年に本社では解消して

いる。

2) 原材料の自社生産化はチェーンマシーン導入を機に本格化するが、それ

以前の1.949年にすでに企業内に伸銅工場及び織物工場を建設し、まずファスナ

ーの強度を決める銅合金とムシを締え付げる布ヒモの良質化を図るために製品

初料の自社生産化が試みられている。さらに 1954年の黒部工場建設を機にして、

ファスナーの新材料 r56S合金」生産のためにアルミ合金溶解工場が新設され、

1958年にそのi量産化に成功している。その結果、コス トを一段と下げて輸出を

さらに拡大している。その上1957年の黒部市・生地工場建設に伴い、紡鍛工場

や染色工場まで新設し、原綿から布ヒモまでの社内生産体制が整い、さらに 19
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62年には機械工場を増設し、チェーンマシーンの本絡的な自;佐内量産化をもっ

てファスナーのー資生産体制が完成 したとみることができる。

この時期に開業他社の一部をY工業の代碍!底として吸収し国内における独占

的な~tm ・ 販売体制が確立し た。

③ つぎの第三期は、高度経済成長の波に乗った企業生産の鉱張期として、昭

和30年代後半からl昭和40年代の半ばまでとする。ファスナーの一貫生産体制の

完成を基盤として、樹脂ファスナーの生産などファスナ一生産品目の多様化を

図り、海外での生産工場の建設に着手し、そしてさらにアルミ合金技術と設備

を生かしてアルミ建材生産へ進出して、企業として飛践的に成長した時期とし

て位置づけられる。

1) ファスナ一生産の海外工場建設は、自社生産化したチェーンマシーンの

持ち込みを武穏として、まず開発途上国に進出し(1959年インドカルカツタに

合弁会社設立)さらにアメリカや EC自由貿易圏にまで生産網を拡げる。(19

64.年アメ リカニューヨーク工場、同年オランダ工場建設)

2) アル ミー鎗材生産は1961年から開始され、当初は工場の建築資材として自

社内で使っていた古久 1964年から本格的に売りだし特に住宅用サッシで販売実

績をのばし、 1912年には同業大手のFサッシを追い抜き売り上げ高で業界第一

位となっている。同時にアルミ建材の販売網をつくるため、yi1草業という販売

子会社を全国各地につくる。 子会社第一号は1963年に設立された北陸Y産業で、

その後全国350ヶ所にI脅えその総従業員数も 3000余名となり、これだけでも一大

商社といえる規模となっている。

③ 第四l絹は昭和40年代半ばから昭和50年代はじめまでの高度経液成長の末期

に対応する時期で、企業としての戦略的拡充期である。ファスナー ・アルミ建

材等の生産は、販売市場に対応した現地生産方式に替え、生地工場はチェーン

マシーン及びアルミ建材製造機の生産部門のウェイトを相対的に高め、圏内だ

けでなく国際的広がりをもった地域間分業・協業体制が確立するi時期である。

1) 生地工場の機械製作部門には、 CN C (コンビューター付きの数値制御

工作機械)が約 300台設置され、チェーンマシーン等の生産用機織を月に約10

00台生産しており、工作機械工場としても当工場は全国の 5指のなかに入ると

いわれる穏で、生産用機総生産体制の確立が市場における価格競争において、

他社にない強みを発機できる基悠となっている。

2) 最終製品であるファスナ一生産部門はますます海外生産のウェイトを高
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め、 1977iF(昭和52年)には海外工場の生産額が国内生産額(輸出額も含めて)

を上まわっている。その生産方式もアメリカのメーコン工場のように、 l原材料

となるj原綿も現地調達し、現地一貫生産体制をとる方向にある。また、稀国に

は輸出専門の工場が建設され多国籍企業的な性格も強めている。

3) アルミ建材についても、園内市場を 4つに地域分割し、 1972年の三菱化

成の四国坂出進出とタイアップして問所にサッシプラント工場を建設したのを

始めとして、東北や九州にも広大な新鋭工場を建設した。さらに国外でも ]976

年にシンガポールに初めてのアルミ建材工場を完成させ、業界でも先駆的な海

外進出を実現している。

( 2) 企業展開と生産諸条件

前項でY工業の企業展開の爾期を生産構造の変化を中心にみてきたが、本項

ではそれを可能にした資金調達や工業用地取得の方法、労働力対策など生産諸

条件の特徴点を地域との関わりで整理する。

① 資金調達について

第一の特徴点は、戦後の復興期及びその後の工場の近代化の時期に、国の輸

出復興政策のもとで国家資金が直緩融資され、そのことが近代工業形成の基礎

になっていることである。 1945年の疎開先の魚津工場建設も日銀からの21万円

の融資で可能となり、また 1949年の仰銅・織物工場増設の際にも興銀より復興

資金として 450万円の融資をうけ、さらに1950年のチェーンマシーン 4台の輸

入も輸出産業振興という理由で、興銀より特別の外貨枠で 1200万円の融資を受

けている。このような特別な資金供給があっていち早くファスナーの機械生産

化と生産拡大を達成することが出来たのである。

第二に近代工場の建設及び拡張期には、株式を上場せずに社員持株制度と社

内貯金という自社内での資金調達方法をとってきたことが、安定 した企業経営
l司 例 7 iit.、

の縛讃として、大きな役割を果してきた。 r入社して半年たつと給料の 1割、

ボーナス手取りの半分を社内預金に向ける。…こうして 10万円以上の社内預金

をもっとY工業の株を買う資絡ができる J (毎日新聞 資料 NO.(1)。また「

Y工業では在籍 5年以上になると、社員は自社株を額商(1株 l万円)で取得

.，る資格ができる。そのかわり退社する時には額面で譲渡 していく ように決め

である J (rYKKの経営 JP. 77)。そ して実際に個人の持株比率は85%で従

業員株主数は3445名となり、社長関係の持株も 30%弱にもなるが、平均すると
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株主一人当り 157株となり、年間当も昭和51年実績 18%とよい。(毎日新聞 資

料NO.t1，)このようにこの持株制度は従業員定着のための労務管理策的意味を

もち、 Y工業独得のものとなっている。しかし次第に従業員数の楠加と繰式数

にアンパランスが生じ、株の社員購入は悶幾になっており、代りにY産業の株

を社内募集している。また会社の銀行等からの借入金の方が急速に増加して 7

50億円にもなり、社内預金総額23億円の意義も低下してきている(ry KKの

産業 j P.2451。世界企業段隙に至った|時点で持株制度のもつ労務管理策とし

ての意義も薄らいできた。

② 工場用地取得について

工場の新規立地に際して、その地における広大な用地取得及び将来にわたる

工場拡張の可能な土地のあることが重要な立地条件の lつである。 Y工業が黒

部市内に l30lJa近い広大な工場用地を比較的スムーズに取得しえたのは、後述

するような立地当時の一般的な背震だけでなく、それを前提にして行政的な直

後的仲介と関係農村での積極的な誘致運動があったからである。波 1) その

結果Y工業は然部工場周ffillObaをまったく無償で取得することができた。注 2)

生地工場用地については、昭和30年代初頭から現在まで数次にEって、有償

で買収が行われているが、泉街1mの仲介で農家から買収する方法をとっている。

(表 6-2参照)この際に用地質収に直援関係する村機地区で全農家が、代替

地も含めて「土地 1;ljiJ提供」という形で用地買収に応じる体制をつくり、その

代i貨の 1つとして Y工業への就職という条件がつけられて、工場誘致への全面

的な協力体制がつくられていった。代替地は当初全商積が貿収にかかった吉田

新田部議の一括移転の他はほとんどなかったが、 2次買収以降は村橋地区内の

他都港ヘ、一部は黒部川河川敷へ、さらに 1965年(昭和40年)以降は地区外の

良地が 2次代替地も含めて代替地として買い求められている。そのため村繕地

区内の農地は20%程減少し、一戸当りの水田商積も全体としては縮小している

が、代替地取得によって大幅な減少は一応くいとめられている。(表 6-2参

照)

③ 従業員総成の変化

1) 生産精進の変化及び拡大に従い従業員構成も変化してきている。まず、

予の変化を生産諸顧問ごとに検討する(図 6-2参照)0 ~ 1期のファスナー

の手工業段階には、都市の女子労働者さらには幼年者が労働力の主な給源とな

っている。生産の機械化された第 2期には、男子工が当初婚加したが、それも
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?iG-2 Y 工業主の工場用地取得過程 (黒部 ・ 生地工 L~，問 1糸)
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次第に若年女子労働者に轡り、同時に手労働部分は下請 ・内織の仕事となって

I曽加する。その労働力給源が市街地及び漁村の主婦労働力であったことが特徴

的である。

アルミ建材生態も加わり生産規模の拡大、内容の多様化してくる第 3期には

農村労働者が急速に憎加してくる。それは主に生産拡大に伴う追加的労働力と

して、若年女子労働力の相対的不足を補う形で、ライン工や内職下請労働者と

して増え、さらに生産の機械化・自動化に伴う二 ・三交代要因や、梁色 ・メッ

キ等の「よごれ仕事」に中高年農村録業労働者があてられる。また生産のーl時

的精加に対応して季節工が大鼠に雇用されるが、それは近症の漁業労働力の冬

期間の兼業先となっている。さらに、儀械生腹部門の相対的拡充やアルミ建材

部門の新設等で男子労働力の需要が下請部門にまでわたって増えてくる。

第4則には、工場における基本的な生産構造及び労働力構成は、第 3苅!の傾

向の延長線上にみるととができるが、祭器i・生地工題関係の生産綴模が全体的

にみて縮小してくるのに対して、県外 ・海外工湯の従業員がそれにもi目して増

えつづけている。ぞれもサッシ部門の鉱充に伴い若年男子労働力の増加となっ

て現われているのが特徴的である。また販売部門の独立した Y産業が全国各地

に広がり、営祭部門を主体とした従業員がY工業全従業員の 1/3にも増大して

きている。

2) つぎに部門別従業員構成を表 6-3でみると、女子従業員の多いのはフ

ァスナ一部門だけで、工機やアルミ建材部門では男子工の方が圧倒的に多いこ

と。また、準社員等の本社員ではない従業員数は構成比で12%と全体として少

いが、直妓生産部門では 2WiJ jl[くを占めていることが特徴点として上げられる。

3) 従業員の年飴織成の変化を表 6-4でみると、第 2期に入る J959年 (1昭

和34年)当時は25餓までの若年労働者が80%以上を占め、その半数は20歳前の

女子労働者であり、当時の紡績工場のような従業員構成をとっていたことがわ

かる。しかし第 3矧には急速な生産拡張に伴い、従業員の年併構成も全体的に

高まってきていることが、 1969年 (1昭和44年)の構成をみて明らかである。そ

のおもな要因は、新卒採用者が生産の機械化・自動化とともに中卒の女子から

商事者へ替ってきたことだ11でなく、農村労働力の中途採用での雇用増加]によ

{;>o第 4j切には第 31切での従業員の高年齢化傾向に歯どめがかかり、 40歳以上

の中高年前官者が減少し再び20歳台の、それも男手工を中心に術成比が高まって

きている。その原因は前述したように、県外に新規立地したアルミ建材専門工

14，'; 



表G-3 吉HF1>.JIJ従業員欽(架部 ・生地工均.5.52)

六二二 実数 iムi
部FZ喝さ(量動蓉正社員 準社員等

管 ま笠 243 ( 121) 99 ( 65) 5 54 29 

技術研究 222 ( 61) 2 ( 2) 3 28 

工 4決 1296 ( 415) 93 ( 53) 21 34 7 

アルミ建材 1642 ( 44 1) 280 (1]6) 30 15 

ファスナー 2239 (1335) 304 (2 tO) 39 61 12 

そのf也 60 ( 53) 8・( 6) 87 12 

言十 5702 (2426) 786 (472) 100 45 12 

(注)同社資料 より。( )は女子従業員数
ファスナ一部門には部品製造部門も含む。
準社員等には臨時及び嘱託の従業員を含む。
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場に新規従業員として若年男子労働力が加わったためである。ちなみに黒部・

生地工場だけでみると、 40歳以上の従業員比率は 18%にもなり、依然として高

年俗化が進行している。従って県外工騒の新設がたんに市場分割のためだけで

なく、従業員磁保対策としても怠味のあったことをこの事実はうかがわせる。

4) 次に従業員の住居地別人数の推移を黒部・生地工場についてみると、表

6-5のようになる。 1961年 (1昭和初年)から 1971年(昭和46年)までの生産

拡張武Hには、周辺農村部(入善・宇奈月・朝日目'J)からの増加が著ししまた

「その他県内Jが上回えている。当社独自の大型パス運行等により通勤闘力久主

に宮山市までの呉東地区を中心として県下全域に広がっていった。しかし、ぞ

れ以降IS71年(昭和46年)から 1977年(昭和52年)までの時期には全体の従業

員数は治加していない。なかでも 「その他県内」からの通勤者がほぼ半減し、

再度県内通勤閣の縮少がみられる一方、会社施設(察)を利用した県外出身の

従業員数が士宮えているのが特徴的である。注 3) 

5) なお従業員の学歴別構成は、 1971年(昭和46年)時点では大卒 41J名(

術成比 6.3%)、高卒2，826名(岡43.0%)中卒 3，329(同50.7%)と、中卒者

がまだ過半を占めていた。しかし、中途採用者の減少とともに中卒者が減少し

ている。新規学卒採用者の構成は、 1973-77年の 5ヶ年平均で中卒78名(構成比

10% )高卒 468名(同60%)大卒 239名(同30%)となっているように、中卒

者が激減しそれに代って高卒者が増え、さらに大卒者の雇用も年々増えてきて

いる。注 4) 

(3 ) 下請分工場の展開過程

① 下請分工場の形成

Y工業の主要な製品はファスナーとアルミ建材であるが、いずれも製品その

ものの構造は単純であり、基本的な生産工程及び部品点数も多いものではない。

したがって原材料及び製品の品質の良否と、効率的な大量生産システムが企業

間紛争の重要なフアクターとなっている。 Y工業は前述のような段階を経て、

原材料加工だけでなくもっとも主要な生産手段であるチェーンマシーンまで自

社生産化に成功し、ファスナーについては社内一環生産体制を完成させたので

ある。以上のような企業生産の性格から、その下請工場は篭気機械産業のよう

な飾品加工・組立やブロック完成品納入の下請工場と奨なり、主要生産工程の

うち単純な手作業を必要とする部分的工程(例えばファスナーの仕上げ検査包
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袋、アルミ建材の数点の部品取付け)に組み入れられているのであり、まさに

分工場的な下請工場という性絡が強くなる。 Y工業の下請分工場のうちいわゆ

る部品加工場は非常に少く、その総力1I工費支払いに占める加工費割合は11-2 

%に過ぎない。また下請分工場の作業はほとんど手作業であり、簡便な機械も

本社から貸与され、本社から受Uとるのは委託加工賃だけであり、下請け分工

場の企業としての自立的性摘は、技術的にみてもまた経治的にみても鋸めて希

薄である。

② 下請け分工場数の増加と地域的展開(図 6-2参照)

下請分工場の展開は前述したY工業の企業展開に伴って内容的に変化しつつ

用加してきた。近代工業形成期とした昭和30年代後半までの第 2矧には、 Y工

業自体がチェーンマシン導入によってファスナーの主要工程を機械化し、大量

生産体制を整え、その他の多くの手作業の工程はすべて下請工場にだされてい

る。したがってこの時期には、下請内臓者数が本工場従業員の 2-3倍にも鴻

大してきている。(表日 -1参照)

1965年 ( 1昭和 40~jニ)前後の第 3 刻lには、生産の機械化が一層進み下請にださ

れる労働集約的な工程数は減ったが、それ以上に生産還の増加があり、樹脂フ

ァスナーの開発やファッシヨンファスナーのi首加による生産工程の多様化が進

み、作業の単純化された手作業(主に仕上げ包装、ファスナーテープの色わけ)

はJ百大する。下請分工場の農村部への本絡的な立地はこの頃からである。それ

以前は下請分工場はほとんど周辺の市街地(黒部市三日市地区等)や漁村の人

口密集地(黒部市の石岡、生地地区等)に多く、市街地の労働者や潟村の主婦

が主な労働力資源、であった。(表 6-6) 

さらにこの第 3期には、アルミ建材関係の下務作業がファスナー下請?と兼蛍

で始められたため下請分工場の数が増加する。建材下請けの作業内容は住宅用

サッシとピル用サッシに分かれるが、後者は部品取りつけだけでなく組立ても

あるので、技術、設備、人員の点で前者よりも規模が大きい。いずれにしても

作業は数点の部品をサッシワクに取りつける手作業が主内容を成している。

建材下請分工場展開iの特徴は、第 1にファスナーに比べ一分工場当りの従業

員数が多く、 しかも男子比寧が高いことである。そして内職者数は非常に少な

い (表 6-7参照)。第 2に地域的にみると、アルミ建材は運送コストがかか

るので近在の黒部や魚津の岡市に集中しており、ファスナーのように周辺農村

11!l 
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~G-7 下請分工j拐のJUl域別従業員数 (8.45)

1-竺 ~[~I I~~~ 従来筒数 内職者
一工~語あたり

i盆極主 l \l距~R

J乏で し人2子市)jU) :33 505 (45) 649 (5) 15 20 
Jξ~ 苦H 凸1 615(54) 1037 (3) 10 17 

#1 ~':fIl. 54 54凸(凸11) 1682 (1) 10 31 

滑)11以i!IJ 112 478(46) 983(7) 11 23 

}it;j召11r'l 31 796 (162) 105(2) 26 3 

言1 221 2568 (371 ) 4456(18) 12 20 

(注)水島踊x(1972)の徐4表ょっ弓|周加工.
( )は男子数

151 



部への展開は顕著でない。またアルミ建材の生産鉱大につれて、下諮けにだす

鐙材質関係の総JJU_[~に占める割合も年々高まり、 ~O%近くにまで増大してき
ている。

以上のように増加lの一途をたどってきた下請分工場は、 1973年(昭和48年)

をピークに減少し、本社従業員数の方が下請 ・内職者数を上まわる結巣となっ

ている。下務付工場数の減少は、ファスナーからアルミ建材へと下請けされる

作業内容の変化によって、またアルミ建材部門については、新規に擦業した県

外工場では、量産化された製品の生産を主体として、生地工場にオーダー品生

産部門を残したので、態材下宮古分工場の減少は多少緩慢になっているが、それ

以上に下請従業員及び内職数が大申請に減少したことがその主要因となっている。

その原因としては、県外・海外工場の本格的傑業に伴う黒部生地工場の生産シ

ェアーの相対的低下と、生産ラインの自動化に伴う下請的作業の工場内への引

き|ニげを指嫡することができる。またこの!時期に本社工場内のファッシヨン性

の強いファスナー関係の生産ラインが、そのまま下請企業にまかされる(いわ

ゆる祉外工制度の導入)という形態が出現するのも特徴である。さらにこの時

期の不況の影響もあって本相で機械化されえていないにもかかわらず、いまま

で下請けにilJされていた作業がそのまま本社に引き上げられるという事例もで

できている。

このように下請分工場は当初において本社の機繊化された生産を補う存在か

仏製品の多様化に伴う少ロット製品の噌大に対応した存在に変化する。その

ことによって下翁け工場数は摺大しつづげてきたが、世界企業的展開期には結

局下務分工場の仕事は減少していく。下請分工場に支払われる加工貿総額の総

売上忽iに占める比率はl昭和40年代には5%認であったのが、 1975年(昭和50年)

頃には 1%台に低下してきている。このような下請分工場の減少はたんに不況

抑!の一時的現象としてではな〈、世界企業化した段階の独占的大企業の“地域

ばなれ"の 1つの現れとみることができる。

③ 下請分工場の実態

当該地域の下務分工場の経営の特徴は、図 6-3の調査事例から、以下のよ

うに整理できる。

1) 創業契機及び経営の変化

生地工場周辺の下請分工窃の経営主は以前は農家で、 Y工業の用地買収に協

l!i 2 
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カして農地を減らしそれを機に創業したケースが多い。生地工場の立地する村

傍地区には過去 5か所の下請分工湯があったが、 2工場はファスナーの下請の

仕事がなくなってきた昭和47.8年に廃業したため、その後 3工場がアルミ建材

関係の下請工場として残っている。廃業した下請け工場のうち 1件は現在食堂

経営に変わり、他 1(4:は主人が本社勤務となっている。

下請分工場の経営内容は、親企業の緩営変化に伴って短期間に大きく変化し

てきた。ファスナーの仕上げ検査の下諮けから始め、アルミ建材の部品取りつ

けの仕事が加わった段階で工場を拡張し、本格的な下請分工場となったという

のが一般的ケースである。しかしその直後昭和48年のオイルショック i時にファ

スナーの仕事が途切れ、その後さらに建材関係の仕事も減り 廃業せず工場を維

持するためには、事例にみるように速く石川県の加賀市から弱電関係の下請仕

事をもってこなければならず、それも円高によって下請単価の切下げにあい仕

事量自体が不安定化してきている。

2) 経営上の問m点

下官官工上最経営にとって最大の問題は、従業員数にみ合った仕事量の修保と下

請単価iの問題である。仕事I誌は月によりまた日によって変化する。夏期はピル

tH建材の仕事は比較的暇で住宅用が忙しくなるというように需要の季節性が月

別仕事録に影響してくる。しかしそれ以上に日々の仕事量の変化が激しく、下

請工場の生産の計画は緩めて立てにくくなる。需婆の多い製品は本社でE在庫に

移されるから、 F詩げには結局小ロットのものがバラバラに入ってくることに

なる。 A 工場の場合、ロット数は1.0~2000ロットで平均 200ロットと小さく、

1 日のうちに 10~J5緩類の異なった仕事をしている。その仕事も朝本社へ仕事

を取りにいってみないとわからないという場合が多い。一方製品の納期は厳し

くなっている。 したがって従業員も日によって仕事がなくなって昼で帰る人も

いれば、また自によっては残業する日もあり、賃金もその時はl時間払いとなり

従業員の所得も不安定となってくる。

下請け加工貨の算出基礎となる分単価は、 Y工業の下請協力会と本社との問

で決められる。年 1~2 回その交渉があるが、 1977年度は据え置きとなってい

る。そして個々の作業単価の決め方は、不況以前は 1日の仕事でいくらとなっ

ていたが、不況後は本社の者ーがきて作業1時間を昔十り厳密に単価を決定する RH

方式が採用され、結果的に単価の切下げとなっている。下請工場の仕事量と下

15.1 



部単側虫11何は、自立的な経営カをもたない下請工場ではストレートに従業員の

労働条件に影響してくるしくみになっている。調査事例のB工場では、以前よ

り従業員が 2-3名減ったが逆に仕事量は地加し加工貨が上らない。したがっ

て従業員の賃金収入は、 ]人当りの仕事量を増やして労働時間の延長でカバー

されるということになる。

下請工場の従業員の採用に当たっては、ほとんど近在の主婦であるが以前は

春秋 1週間位とられていた農繁期!の休みが減ったとはいえ、やはり農家主婦は

敬遠されている。以前仕事屋の多かった時には春と秋に仕事によって、 Aラン

ク=人の手だけの仕事 B=半分機械による仕事 c=内職に出すような仕事

と、作業の難易度によってランク分けされ、月間の総加工貨の10-30%の生産

奨励金がついていたが、そのしくみも不況後は廃止されている(その時も機械

のみでやる仕事や建材の仕事にはつかなかったが)。従業員の勤続年数は比較

的長くて定着している。賃金水準は地域で決められた最低賃金水準であり、ぞ

れが支払えなければ、従業員を解雇するよりも会社自体が廃業せざるをえない

という状況にある。調査事例のA、B商工場とも経営者は農業経営を残してい

るが、その経営方向は現状維持である。 A工場の場合は、残された水図面積も

小さく飯米の確保が目的で、下請工場の経営のあい問に農作業をすることが可

能である。 B工場の場合は、多少荷積は広くても稲単作だから農業般械を整え

ればやっていけるし、 「年よりのf士事で健康にもよい」と経務的には農業経営

を続けている怠l床は消極的である。しかし農地そのものの所有については、 「

もし工場の方がダメになったら」という場合の“保険"として位置づけら れて

いる。

rt: ] ) 黒部市は 1954年 (1昭和29年)に市となると同時に、工場誘致条例を

施行し、市政の基本を工業都市化の方向に求めた。そのために誘致すべき工場

を求めて、 「名古屋の方まで般しにいった」ほどの努力を してきている。企業

誘致に際しては、市で定めた誘致条例以上の特典を企業に与え、このこともー

悶となって市の財政が破たんし、赤字再建団体に指定されたことがある。 ry

工業誘致のための特別会討をつくり、ヤミ起債をするなど…大半が金融機関か

らの借金である。その結果、金利に金利がかさんで市の財政は完全にパンクし

た。昭和42年から 47年まで財政再建団体になった」が r7億円の不良債務を一

掃、いまでは富山県きつての財政力豊かな市である。(1975年度の財政力指数

15 r， 



は 0.974と宮山県第一位) J (毎日新聞)

黒部rl'iのfIi制純行当時に誘致された工場は、日本鉱業三日市製錬所(1956年

創業.資本金 4億円)、北陵製措置工業 K. K (1957年創業，資本金 5億円)と

Y工業の 3社である。しかしこのうち北陸製塩は倒産し、 三日市製錬所はカド

ミ公害問題をひきおこして設備は近代化されたが生産規模はあまり伸びておら

ず、 Y工業の成長だけが目ざましい。また、 1967年の富山工業の誘致の際にも

その用地4万坪が市の仲介で準備され、有償だが市が1/2補填している。

現在の代表的企業は、 Y工業(従業員数6570名)、 三日市製錬所( 450名)

北毘ゴム工業( 280名)、宮山工業 (180名)、東洋化成( 110名)であるが、

Y工業-*1:でその下請分工場も含めれば黒部市の工鉱業従業員総数の80%を占

めている。

注 2) 黒gjl工場用地買収及び造成費用は総額6000:万円となっている。その

用地買収には市が直媛あたり、 Y工業には2000万円で払い下げ、同時に2000万

円の融資をしていることになっている(当時の情況については巻末に載せた村

岡 ・金III論文に詳しい)。しかし他の資料によると、 lOhaの工場用地の無償提

供を受けた Y工業が、 「それではあまりにも申し訳ないので、そのお返しと し

て市の総合運動場 i万呼の費用として1000万円を寄付した J となっている。(

ry KKの絞首 JP. J 48) 

注 3)通勤手段として会社所有の大型パス25台等が、会社の出退社時間に合

わせて独自の運行計画表に従い、通勤 1時間圏内の近在農村地域をくまなく走

り回っている。また会社の独身寮には女子約 500名，男子炉~ 700名の計 1，200

名が入居しそこから通勤 している。

注 4) 1971年(昭和46年)の数値は大懸論文(1973年)より引用。 1973-77年

の数値は|可社資料に拠る。なお短大・工専卒者は大学に含めた。

新規中卒採用者は望号に入り、会社では週替りニ交代制で就業する一方、社内

にある昼間定時制高校に在学している。現在生徒数は 216名で出身県別にみる

と新潟 Il6名、富山47名、秋田28名、青森12名、北海道10名、山形 2名、岐阜

l名で、新潟をはじめとして日本海沿岸の東北出身者が多い。(同社の入社案

内参照)

第2節 兼業農家の就業構造と農業経営

( 1 ) 対象集落の概要
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調査対象集奮はY工業生地工場の立地する患部市村椿地区内にあり、 “黒部

凶十八ヶ瀬"といわれたほどの黒部川の氾渚議ゐ中にあって、河口近くに位置

している純段村である(以下 A集落と略称)。この村徳地区は築部市内の{自の

地域と比較しても 1965年(昭和40年)頃までは水稲生産力の低い地峻であった

(ri?/6 -4参照)。このことが工場誘致に対して積僚的になり、地区内全農家

の「用地 1割提供」という地域ぐるみの運動となった一因と考えられる。

この稲作生産力の停滞、低収1立性のj原因は、製部川の治水・水平'1問題及び戦

前にまでさかのぼる地主小作関係にあったとされている。注 1)黒部川の治水

事業は 1934年(昭和 9年)の大水害後に始められた国嘗治水対策事業(昭和J2

年 ~35年)により着手され、 1960年代末には一応終ったとみることができる(

表 6-8参照)。注 2)水田の用水関係については、 1932年(昭和 71[.e)に完

了した黒部川友俸の合口事業により、水不足解消の基礎的条件が形成された。

さらに1934年 (1昭和 9年)の大水害の復興事業で耕地整理も行われ、それらの

成果が符i1t収震の1国大となってあらわれている(表 6-9参照)。 しかし合口

以後にも残された地域の治水問題や、砂質浅耕土で老朽化した水田での秋落ち

問題により、 I奴皐水準は1恭平均を大きく下まわったままであった。それが1955

年 (1昭布130年)前後に事業化された画期的な「流水客土事業」により、水田の

水持ちが良くなり、水稲J収鼠の安定性は飛践的に高まった。そのうえ砂質浅耕

土という土壌条件がきめ翻!かなI/Et宮管理技術によって逆に生かされ、県下でも

トップクラスの71<稲高収1草地帯fに変わった。 t主3) 表 6-10にみるように、

村借地区の農家戸数はこの間ほとんど減少せずに総経営耕地商積が減少してい

るため、零細な兼業農家が一方的に増加している。

A集活は位置からして Y工業生地工場の用地買収には直按関わっていないが、

代普地提供は多かった。農家の中には専業的な葉タバコ栽培者がおり、農業が

比較的俊んな集落であるが、策議全体で農業指向が強いということではない。

農家の鎚業経営状況は表 6-11にみるように、規模拡大した専業的タバコ作

農家と稲作兼業農家(その中の一部には中高年者が中心となった西瓜や大根の

小規模複合経営を含む)とに両極への分解を遂げている点に特徴がある。

A集落の悶場は砂質浅耕土で10a区画の ところが多いが、一部の闘場は近隣

φ大規綴闘場箆倫事業に加わり 30a区画に豊富備されている。また一部にはまっ

たく未整備の湿田が、 Y工業の用地買収を見込んで残されている。 Y工業の用

地買収のl侍の代替地提供によって、猿存小作地の引き上げもあり、紙耕地は減
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WG-(l 村街地区の土地改良事業lIl3-史

T，I5黒白合口用水町村組合 (10ヶ町村)結成

付師日 S ， 2~7 県営かんがい排水事業

8，7黒部川用水合口完成

※このころ堤問Jn.)誕地の開望進む

8 ， 3~9 石田地区((~湿地)耕地盤理

I()年代 S，9大水苔て耕地の2/3流出 S.13出島地先に新堤防880m.'蓄工

8， 1 2~35 黒部)1/国営治水対策事業(第一期)

※県の7/'1.害復興指定村と して耕地主吾程を行い2ヶ年て復興

(村椿地区10a.区画)

8，15令口用水復旧完成

20年代 8 ， 20 大水害(前後2~3年つづく)

S， 25~35 (県営)汚泥かんがい事業

※付帯事業で村俸の一部区画受理(l{)a区画)

8， 27~3 1 (県営)祈)1/海岸地帯排水事業

8，27大水害

30年代 S，29黒部市制 YKK用地買収開始

8，32黒昔fl)1/下流出島本堤完成

8，34冷水問題解決(関西電力と)

8，36黒四ダム完成

(※タバコ作導入)

40年代 8，44大水害

(8， 46~ 米作減反)

※このころ問パて河川敏迩倫 (49年廃)1/足切ナj

S， 45~52 県営団場墜備「荻若」

， ※杓徳の一部も 3Da区画となる

50年代 S， 49~50 r飛紫」駒場整備事業 (28ha)
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;~G -0 戦再ilの干'J借地区の7]¥稲反収量等の推移

-------一
S.J S.6 S. 7 S. 10 S. I1 S.I3 

7i¥liiif乍イマII~J 'ti'i (IHT) 381 387 384 322 360 434 

ノjt.宇治反以 (合) 1380 1250 1230 13凸8 1797 1932 

(同県斗と均) 2100 1730 1818 2040 2138 20m 

〆j、f乍j也4-'; (%) 32.1 32. 7 8. 7 4.0 38.2 42.8 

(/百j県平明) 51.8 57.4 55.6 55.8 55.2 55.2 

「富山県統計書J各年次版より。

~G-" 八集落の耕地面積階層別総括表

~ 総 もと分家玉写楽的 主主的 平均所作性面積

ご~f主主叫新設農家般家有醐稲 その他

J 12∞a --1 1 01'" 1 21'" 1 1 戸川~)r :1'" I 223 a I lod' I 91 +JZ 

JI I 13) ~ I 13 I 3 I 2 育苗 1I r 7 I 174 I 164 I 8 

同 100~ 115 13 I1 養豚 1 1 6 I 1 19 I 1 03 I 5 

IV 1 m ~ 1 22 1 1 1 9 Ij発鶏 1 I 1 I 73 I 73 I 3 

V I 5J来椅 7 ー凸一 一 28 1 25 ー

Vll ~J=;浅家 4 1- 1 3 一一 一ーー
ト一一一一一

言1-(平均) 1 71 1 9 122 1 9 1 16 1 121 1 97 2+ok l 

手元G-12 ^集ft;i宍家世帯員の主な就業形態別人数

!三Il2~ 総人数 農業 土建 賃 労働 峨員 非就業 (議)
22 (7) 17(4) 2(1) 

ー一一一』
寸E了一2 

11 150 ~ 29 (13) 3(9) 4 (2) 13 6 3 (2) 6 

m 100 ~ 32 (13) 3(5) 、5 18 (1) 3 3(7) 1 1 (1 ) 

/V 50 -- 4.' (15) 8(凸) 5 (2) 9 (1) 13 9 (6) 7 

V 50未満 14 ( 5) I (2) 一(1 ) 9(1) 2 2 (1) 3 

W 非農家 8 ( 1) 4 3 (1) 3 
←一一一ー卜一一一一一】

言1- 149 (54) 32 (26) 17(凸) 55 (3) 25 20 (19) 30( 1) 

注 : ()数1;1.56才以ょの人数

t60 



;，r， 6-10 経宮耕地規模別農家数の推移.他(集部市 ・村繕地区)

-----------ー

S.3 S.7 S.13 S.30 S.35 8.40 8.45 S.50 
農家総数 310 302 324 384 374 359 358 339 u"JI 

経 0・2ι未満 20 16 42 70 75 78 80 88 
営 0.5 ~ 50 40 82 114 107 108 112 116 3ヲト

1.0 へJ 130 122 164 i 181 173 154 143 99 t也
規 2.0 ~ 95 114 34 19 19 18 23 26 キ莫

3.0 ---- 15 10 2 Zリ

結耕!也面積 410 415 456 369 361 332(ゐ

1戸 当勘横 1 132 137 141 103 101 98 (~ 
水回 率 。92.8 93.4 95.3 97.8 197.9 99.1 (弘

専業農家 250 118 134 50 11 26 17 ((') 

兼 177 172 191 154 101 36 
1 兼 29 78 133 194 231 286 

「富山県統計書J r農林業センサス」
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少したが、 l昭和30年代に黒部川の河川敷の一部がが関田区画整理されたため、

集落全体の経営耕地はそれほど減少していない。

稲作に関しては前述したように、昭和40年代に生産力の高まった地橋である

が、現在の経営分化の主要因は、 タバコ作の導入と他方での兼業深化とにある

とみることができる。

昭和30年前後までは黒部西瓜で知られる商瓜栽絡が商品作物として多かった

が、連作隊筈で品質低下を来し、また栽培規模を拡大するには労力が足りない

ため、jI_1j瓜に代わって奨タバコが導入されるようになった。水はけのよい水聞

を利用してのタバコ栽矯は現金収入を求める農家にとって魅力ある新作目とな

り、農家農家戸数は巌盛時には部落の半数近くになった。しかし、 1967年(昭

和42年)頃のタバコの生路調繋j切に、経営赤字を規模鉱大で乗りきった農家と、

タバコ栽培を止めて兼業化してしまった農家とに分化し、さらに 1971年(昭和

46年)から始まった稲作の生産調重喜朗には、数戸に減少してしまった。 しかし

そのことは同時に、残った専業的タバコ作農家にとっては、策業mi家との問の

良地貸借や交換耕作による経営商磁の拡大の条件ともなった。(表 6-11参

照)

農家世情員の就業構成は、表日一 12のとおり経営耕地面積階層別にみると、

タバコ主主主育者の多い農業専業者は第 H皆層のみに多いことがわかる。それ以下

の階層では就業形態のきわだった遣いはみられない。しかし年齢別にみると 35

才未満の若年者については、農業経営規綴の階層性はほとんどみられず、職員

や:it労働者が多い。 36-55歳層については、 70a~ 2haでは農業や土産量関係が、

70 a未満では職員や恒常的賃労働者が多く、農業経営規模が燦外就業形態にも

影響しているといえる。

兼業築業者の勤め先は、 Y工業生地工場に勤める者は表日ー 12にみるよう

に31名にもなり、農外就業者総数の 3割近くを占める。この生地工場立地の直

接的影響以外に、昭和140年頃には集落内にY工業系列の建設会社ができ、そこ

の日履いで勤める者も少なくなく間後的な雇用増加もある。しかもいずれも通

勤距隊が概めて近く、工場誘致が通勤兼業による兼業農家成立の大きな要件と

なったといえる。

(2 ) 兼業農家世帯員の就業と農業経蛍

次に個別経営の実態調査から、兼業農家の就業構造、兼業農家の農業経営、
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及ぴ兼業農家と集務内の専業農家との関係について特徴点を整理する。(表白

-J 3参照)注 4)

まず調査縫家の経営概況と農地の現況・移動についてみると、調査農家10戸

のうち農業尊重喜農家は上位 2戸で、 NO.l農家はタバコ作を中心に裏作に大根・

白菜さらに稲作をくわえた複合緩営農家であり、同集落内の専業的タバコ燦家

グループ 6戸の一員である。当地は富山県の標本タバコ栽培地になっており、

また日戸とも照の寄付20位までに入る程高度な技術水準に逮している専業農家

である。 NO.2農家は集穏で唯一の稲作専業農家である。一時は農作業受託で経

営規機の初、大を企図したが、大規模育苗施設(稲箇)を持ち育荷受託を経嘗の

中心にして農業専業形態を維持している。その他 8戸は規模I二関わりなくいず

れも稲単作兼業農家である。しかし稲単作といっても、 lOa未満の水田で西瓜

一大級を栽J宮しているのも共通した特徴となっている。

耕地の所有 ・移動については表 6-1 4のとおりである。集落の所有耕地の

大小関係はすでに農地改革|時にほぼ決っており、 NO.9. 10農家のように小規模

農家は戦後の分家であることを示している。また残存小作地もそのまま残って

いる事例が多い。戦後の農地の移動をみると、 Y工業用地貿収時の代替地に係

わる事例が多い。また 1965年 (1昭和40年)以降は、上層Rll.2戸を中心に借地や

JJ;I作業受委託関係が主になり、農地の売買事例は減少しているのが特徴点であ

る。

① 兼業農家世帯員の就業上の特徴

NO.3農家以下の策業農家について就業上の第一の特徴は、世帯員のうち高年

勝者を除き男女ともにほとんどが自家路業以外の仕事についており、典型的な

多就業形態をとっていることである。そのうち世帯主及び後継者についてのみ

農外就業歴及び就業状況を整理すると表 6-15のとおりであるが、とくに後

継者の転職Uターンを顕著な傾向としてみることができる (NO.6. 7. 8. 9農

家。 NO..10は養子)。その転職転入理由は、 NO.7は実家に残った長男が交通事

故でなくなったため10年前Iに東京から戻り、 NO.8は農家を継ぐために同じ農林

行政の職極のまま 3年前に県から市に異動し、 NO.9は名古屋の勤め先が倒産し

たため 2年前に帰省しY工業の季節工になったが、本社員になれる見通しがな

1、ので一年前に現職に変っている。このようにいずれも主婆な転入理由は、農

業を継ぐためというよりは親のいる農家を継ぐことであった。またNO.3，4， 5 

番厳家のように経営i面積の比較的大きい農家の後継者は、学校卒業後すぐに通

16.1 



表6-):1調査農家の農業経営概要

農家 経営面移 f乍イ出y自 主主産業機械 平均

幸福 その他 lflffltl) ~- 晴元L|望 反収

No. 1 23汽65) 70 QIタノてコ115657U o 148 I 49 I 47 I 0 10 t表手品ふま

2 210(10) 200 1 (育苗経営 - 1 43 1 46 1 43 1 4凸 9 

31200 200 。47 48 45 。10 

41193 173 西瓜J10 48 48 45 。? 大根
51150 150 同 3 49 50 48 48 8.5 

611JO 120 同 10 42 51 50 49 51 q 

71 100 ( 5) 95 同 5 。52 50 50 51 

8184 75 同 5 40 f首45イ音47 イ~49 40 8~9 

9166 凸O 同 4 39 51 i 51! 46 8~9 

10 50 (10) 50 首42 49 151詰。9 

1.経営面積 の( )は借地。ただし残存ノj、イ乍地は含まない。

2.農 業機械の数字は導入年次を示す。
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稿作受委託

3ua(53t2吾年tの司

lOa受託

育苗 14000箱

21a交換耕作

出荷委託

出荷委託

52まて苗購入

笛購入，51ま

て耕払委託



おり - 1~ 農地の現状と売買事 1釘 ( A 集落実玄農家)

喫家 経営
現況耕地@:t望
r.:FJr有 然~N下.~ f首i也 その{也 l繁;~充実急伊IJ (戦後)

トb 237ι 175 65 楠経営受託50 S.25.は吋色(治療費) 8.33. 1 18 
f交換耕作40 貨(屋敷裏) S.34.河川敷問団
ウラ小作貨10 S.45.交換;f.J十{乍4ca虫色 S. 38. 2a. 

賀(屋敷横) S.46.借地658始
8.52.受託508(1年のみ)

~h 2 210 200 10 8.29，3ca売(吉田工業誘致委員
のため代替地提供)8.40，叩a
借地 (8.43"-48， 2h8余作業受託)

トh 3 200 200 農地改革て.g.jiiさデト Iha解放
S. 45， 17a売 (YKK代替工合，代 金 家
屋改修安)

ト10. 4 193 173 20 交換耕作21 S.34，河川敷問団6Ca 8.42，10 
a寅 S.52，交換何十作21a(1年IT(，与);

ぬ 5 150 150 政改10a終2丈 S.45，2Ga貨問<K
代替地提供のための代替地)

トh 6 130 ~l 50 
(¥¥). 7 100 95 ! ーー 5 8.33，3Oa小作地引上(沼'<K用地に

関i亙して)

トb. 8 84 64 20 S. 38， 258売(結婚資金)

No. 9 66 ∞ (8.21，本家から贈与4枚，/J、作地
2枚で分家)8.27，小作土也208実

30 10 10 (8.21，本家からR曽与208，小作地
108て分家)S. 23， 1 (氾小作
8.28，小 作 地 108貫 .J. 
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五G-l!i 拘:貧農家 世帯員の就業形態

I~f:!. 寺{ 最克lf有 I見在の主な就業 原タト就業lJl: f也の家族員

~42 廃業専業(タパコ他) (一時期出稼) 父66，母 63，妻39共産量業

2 I主1)5 I食業専業側面育苗) 日鉱下請勤務 (S41 ~49 奏41専業

3 主54 y I .~ (臨時. 日履) 戦前教員S47まで農業 委50農業
(タバコイ乍)

f，~' 30 市役所(職 員) 新卒採用 (S . 4か~ ) 線20保育所

'(&41 Y J:制係長，二交代) 新卒採用 (8.30~ ) 
十委。ー家一一ー53一一51Y土ーー工ーー業ー建ー，一主臨一ーー時6ー8ー『ーーーーーーーー一一

5 ミヒ57 Y 1:喰(臨時，三交代) タバコイ乍を.il:めS.47
北1 '.金製 1鼠S . 48~

f灸24 電話局職員 主rr卒採用 (8.48~) 

凸 砂6 Y O~ (三交代) 新卒後自術巴 S. 45~ 主的，委60農 業，。家29Y_工業

7 防32 Y工業(祉員日勤) 新卒後東京の会社 主78牛乳配迷，奏 67
S . 43~ 京家27Y工業

戸 ー 一 一一一一

事;8 土建 回線(冬20日位) 8. 2 1 ~ 日稼
市役所織員 8. 38~49白家公務員 綜29(育児)

(金沢)s. 49~ 

⑩ 9 勺 食品会社(本工三交 新卒後北陸製塩8.48 嫁3凸食品会社，主的
十'e) 建設(名古屋)S.50 

Y 工業季節工 S.52~

10 主63 土建 (日雇臨時) S . 2 1 ~市職員S. 45~ 妻 56
~f37 Y O!(本工自動) 新卒採用 (8.34~ ) 嫁36洋裁内臓

養子

注 「主」 は戸主、 「後」は後継者のことでいずれも男子である。

年次の~はf克服の就業開始時を示す。

0 印は転聡転 入 者
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動できるところに勤めるという傾向がみられる。また中高年齢者については、

NO .3， 5農家の事例のようにタバコ作経営を止めて数年前にY工業の臨時麗いに

なったり、小規模農家ではNO.IO農家のように、定年で職員を退峨した後土建の

仕事に臨時履いで勤め始めるというケースのように、 65歳頃までは再就聡等の

方法で銭外就業につくことがすでに一般化している。

次にj良外での就業形態についてであるが、恒常的賃労働として Y工業等の民

間企業に勤める男子 8名中 4名が、通常勤務ではなくて三交代の勤務形態をと

っている点に特徴がみられる(NO.4， 5， 6， 9農家)。また農繁期における勤

め先との関係であるが、回答のあった11名中年休等をとって年間 3-4日休む

者 5名、 「休まない J 4名「忙しくて休めないJ 2名となっている。このよう

に兼業就業と言っても自家農作業の都合で勤め先を休むということは、必ずし

も一般的ではなくなってきている。したがって天候不順な秋の燦繁期の省力対

策としてコンパインを購入して休みをとらなくなったとする者が少くない。ま

た、 三交代勤務の 4名中 3名が農繁期にも休暇をとっていないのは、 1 週間交

代でまわってくる夜勤や準夜勤は、昼間勤めに出なくてもよいので農作業がし

やすいためだという。

稲作労働は省力化されたとはいえ、短い農作業適期には機織のオベレーター

として男子11・働力を必要とするのであり、段家の後継者たちの兼業形態は年間

就業化しているが、 兼業稲作を維持していくよで重要な存在となっている。し

たがってできるだけ勤務先が近く、時間が自由になる公務員等の臓程、三交代

勤務などの就業形態を選ぶ傾向がみられる。

② 兼業農家の滋業経営

つぎにこれらの旅築燦家の厳禁経営についてであるが、家族世帯員の農作業

分犯の状況を見ると表 6-16のように、後継者が勤めにでながら稲作機械の

オベレーターをし、父母 とその妻が補助的作業を受けもっという分担関係が一

般的にできあがっている。また主要な稲作機械の所有 ・利用状況については、

同表のとおりであるが、とくに小規模農家の機械導入が進み、 50aの農家も含

めすべてのJJIIc家が回節機やコンパインを利用するようになっている。その導入

経過をみると、例えば NO.I0農家ではコンパインを無理して購入した理由とし

7亡、勤めに出ている後継者が勤め先で農繁期に休みをとりづらくなったことを

あげている。また緋うんについては、馬耕段階から耕うん機に代わってもずっ

と妥の実家に貿耕してもらっていたが、 1977年から耕うん機を借りてきて後継
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表 R-Hi 稿作作業の分担

新語え
湾首/i司王家lHか雪

月巴i音管理 イ 刈取り

事|:聞|山)
主(綜，父) 主(鯨)

主(萎) |主(奏) |主(萎)

注: r主」主人，r委」 主人の妻，r後J後継者，r熔」後継者の萎の略

0印=兼業主の者， ( ) =補助者
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者が自分でオベレートするようになっている。そのかわりコンパインを貸して

やり、さらに刈り取りのできない忙しい日は実家の人にやってもらうというよ

うに、労働と機械について親類関係にある農家間の相互の協力関係が出来てい

ることがわかる。作業委託をしている事例は翻査農家の中にはほとんどみられ

ない。前を農協から腕入している農家 2戸 (NO.9. 10)、米の出荷を委託して

いる路家 2戸 (NO.5， 7)だけである。 しかも NO.9農家は今まで苗を買ってい

たのを 1978年度は隣りの農家との共同育簡に変えている。

このように員長業燦家では、兼業深化に対応して稲作の省力機織化がすすんで

いる。当地域では稲作の秋作業にコンパインを利用する前は、パインダ一段階

が無く、手刈りだった農家が多い。自家農業については家族労働力ですべてを

やりくりする傾向が、兼業深化にも|刻わらず省力機械の導入によって強まって

さえいる。しかしこのような機械化を、経営的にみて明らかに過剰投資である

と承知lしていながら、やらねばならないというところに兼業稲作経営の技術的

な問題点を指摘することができる。 r以前は反収を上げるように自分でも努力

したが、今では指務員のいうと おりやっていれば間違いないというようになっ

てきた」という。砂質浅耕土という土墳条件であるが散に、宅周密な肥培管理を

施すことによって、多収良質米生産が可能となった。コシヒカリ ・越路早生が

8 j!pJJ[くを占めている。そのような作業技術は農協や普及所の細かい指導の結

果、兼業農家にも定着してきたのである。しかし、厳外就業が中心になってき

た殺業農家にとって、勤めながらますます短かくなってきた適期作業を励行す

るには、作業機械を自ら所有しなければ稲作の生産水準を維持できなくなって

きているのである。

稲作の機械化の一方、西瓜や大根という商品作物の小規模栽培の根強い残存

にも注目する必要がある。兼業農家でもほとんどの農家で 5aから 10aくらい

の規模で50歳を越えた父母が栽熔を続けており、粗収益で40-50万円の金にな

るという。西瓜は高いうねを作ったりするため手間がかかる。しかも敷わらを

10aにつき稲30a分ぐらいのワラを必要とするから、コンパイン化されたあと、

ワラ集めにさらに手間がかかるようになったが、止める農家は非常に少ない。

③ 兼業農家と専業幾家との関係

，m三に集落内の専業農家と兼業農家の燥業経営聞の対抗・補完関係の変容を

述べる。事例NO.lのタバコ作を中心とした専業農家が規模拡大できたのは、借

地と交換耕作による。自作地 175a (そのうち交換緋作40a)、借地65a計 2
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40 aに1971年 (1昭和52年)度は稲70a、タバコ 167a、その裏作で大根 ・白菜

等 150a、計 387aの作付をし、 その上50aの稲作全部作業受託もやっている。

特にタバコは水悶 3年輪作(2年稲、 i年タバコ)体系をとり毎年踊場を替え

てっくり、富山県下でも最上位の成綴をあげている。そのため稲単作農家との

3年に l聞の交換耕作は連作陣筈を避けつつ規模拡大を図る一石二鳥の手段と

して非常に有効な方法であった。しかし交換耕作も難し 4なってきている。交

換緋作ではタバコを一年作ることによって残効肥料分が増し、雑草は駆除され

畑地土犠化し、稲単作の相手方にとっても米の反収が一後増す程のメリットが

あった。ところが兼業化が進み画一的な稲づくりに変わってきた稲単作兼業農

家にとっては、タバコ跡の水聞は「肥料がどれほど入っているやらわからず作

りづらししかも水もちが惑くなり手聞がかかる J (NO. 4農家)ということで、

もう止めたいという農家がでてきている。稲作の収量をあげる条件が、兼業農

家にとっては逆に隊害となっているのである。

一方タバコ作雌家による借地は、水回転作政策との関係で 1970年(昭和45年)

以降ふえてきた。しかし借地の縦続位に不安があり、借地の単位商積が小さい

ためそれほど鳩加lしていない。さらに、タバコ農家にとっては耕作面積をふや

した分だけ乾燥施設等の1曽設に新たな投資を しなければならず、そのもとをと

るのに少なくとも 5年はかかるから、その期間以上の借地の見通しがないと借

りられない。このようにますます設備投資が必要となってきているタバコ農家

にとって、借地関係の安定化が必要とされているが現実には貸し手の兼業態家

の都合で農地の賃貸借は進んでいる。

つぎに稲作の受委託による規模拡大の可能性についてであるが、事例は少な

い。 NO.2の専業農家は 2haの自作地をもとに稲作専業経嘗を続けてきた数少な

い事例の lつである。村内では 1978年(昭和43年)に最も早くトラクター(17 

馬力)とコンパイン(2条刈)を導入した積栃的な農家であった。当時は鋭う

ん作業の受託も 2ha程あったが、それも小型乗用トラクターの普及で早くも 3，

4年でなくなってしまった。そこで1976年(昭和51年)に兼業農家の回継機普

及を見越して l万5千箱の育商能力の施設をつくり育苗の作業受託を始めた。

農協が注文・配達する方法をとり 1976年には 5千箱、 77年には l万4千符の実

綴を上げ、需要町では経営のメドがついてきている。しかし育苗受託の問題点

は顧客が圧倒的に零細兼業農家であることにある。 1977年(52年)は兼業農家

の5月のi!I!休中の田植作業に間に合うように、前年よりも箇出しを一週間早め、
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農協の出荷計画に合わせて準備した。ところがこの年は天候が良かったため作

業が早まり、 4月の下旬のうちに代を強いて待っているからと、首を取りにく

る兼業農家も現れた。苗としてはまだ早すぎるために根の張りが惑い。かとい

ってさらに一週間も笛出しを早めるには、 3月のまだ寒い時期に無理な嬬極作

業を実施しなければならず、苗の品質を保隊しかねることになる。このように

小規綴兼業農家は自分の都合で勝手な時期に首を取りにくる。そのうえ地域機

関の指導もあって早稲品積、その中でも比較的っくりやすく銘柄米となる越路

早生の注文が集中的に増えるため、育笛受託経営にとっては路設の利用効率が

惑く良い剖もそろわない。また回航徽が定着してくると、自家育苗する者もふ

えてくる可能性もあり、今後の注文に安定性がないという不安が残っている。

この他に作業受委託の関係では刈り取り作業の委託がとくに少ない。という

のは、この地帯?では秋の天候が非常に不順でコンパインの作業適期が短〈、受

委託者双方できらうからである。このように、作業受委託については受け手が

いないわけではないが、 I首えていない。それは以ヒのような原因にもよるが、

その他の短大の理由は、大型機械の効率的利用に隊筈となる閣場条件にある。

集務の水田のほとんどが未だ10a区画で、しかも各農家の耕地の分散度合も大

きく作祭能$、は側めて惑い。しかし岡場毅備事業の実施についても専業農家と

兼業農家の利害の対立がある。専業農家にとっては、間場条件が惑いために大

型のトラクターも入らず作業能率が低下するので、受託しても高い地代を払え

ない。 NO.2農家は現在10aの借地に対して反収 9{表のところ1.5俵の地代しか

支払えず、これでは受託者もふえないという。一方兼業農家は現在のところ大

規模な区画の閲場繁備に消極的である。整備資用の負担問題等もあるが、小規

機農家ほど分家関係が多く残存小作地が多いことや、また前述のように兼業農

家には中高年齢者の担当する西瓜や大根の 5~10a の耕作があり、それらの作

物の述作際筈を避けて闘場を倹えるために lOa区画のままの方がっくりやすい。

ということなどの寝泊がある。農道整備については、機械が入るように拡帽す

る必要があるので、専業兼業農家両者の利害が一致している。

このように、同じ集落内の専業廃家と兼業農家では、J}1l業経営の仕方、土地

利用の方法に相違があるだけでなく、経営としてめざすところも追ってきてい

る。また専業農家にとっては、兼業農家との問に利害関係の相違が顕在化して

きており、多数を占める部落内の兼業農家と無関係には経営を拡大することは

できず、兼業農家と妥協しながら経営を維持しなければならなくなっている。
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注 1) 戦前の農業構造については「富山県農業の皮肉と経済成長 J (北陸

燐政局・昭和43年)に詳しい。 そこでは富山県の明治維新期からの小作地率の

高さが、常HlI的な氾湯原であった扇状地における地'1flJ制度との関連で述べられ

ると同時に、県内でも償行小作権の強い呉酋(東砺波部)と地主権力の強かっ

た呉東(新川郡)とを対比させ、前者を「近畿 J的、後者を「東北」的な構造

として特徴づりているo

注 2) しかし終戦前後及ぴ戦後も数回破堤による水害に見舞われている。

また黒凶ダム(昭和36年完成)以降においても 1969年(昭和44年)に史上庫大

の洪水があり、 1975年(昭和50年)には計画高水量のみなおしがされ、新たな

治水事業が始まっている。

注 3) 宮山県下の稲作収I立の地域性は、磁波市を中心とする呉西地区の停

退と、後発上昇かつ収量の高い呉東地区(入善 ・黒部市)とに特徴づけられる。

(~6 -5参照)その主要な要因は、土地改良事業の進展度合一般にあるので

はなく、兼業化による専業的農業就業の減少と、その地減に適合した稲作技術

の開発定着との関連で説明されている。(r富山県における水稲生産力のすう

勢とその要因」昭和53年宮山統計情報事務所)しかし、同じ呉東地区内の平坦

稲作地帯でも黒部川|をはさんで、農業を地域の基幹的産業とするの入善町と“

工業化"した黒部市とでは、図 6-4に見るように稲作収量の絡差が歴然とし

てきている。

t主4) 調査対象農家の選定はA集落の全農家67戸のうち経蛍耕地規模別に

分類した各階層より 2~3 戸主Illil し、特に兼業農家については吉田工業への勤

務者のいる農家を優先的に選定した。

第 3節 小括と婆約

本報告は農業地峻にとって外在的な存在でしかない工業(企業)が現地(農

村)にいかに融合し定着してい〈かを、北陸の純農村地帯の事例によって明ら

かにしようとしたものである。地域的な農業 ・農村の危機の時期に政策的スロ

ーガンとして掲げられた“燦工両全"“安定兼業"のその具体的な内容の検討

をここでは目的としている。その際とくに企業の立地展開と地域(厳業)との

関係を、企業の展開過程に対応させて解明することが必要である。

1.農村に立地する企業の展開過程と兼業就業構造の変化
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① 工業生産の展開の基本的な指標を製品市場の拡大と技術革新という条件

下で、手工業段階から機傾倒工業へさらにその発展(自動化)過程としてとら

えるとき、 Y工業の企業としての展開を 4期に区分することができる。その生

産構造の変化に伴い労働の様式も異なり、さらに需要される労働力の“質"も

変化してきているとみることができる。

しかしこのような生産機構の必然的な展開は、関I企業としての康開過程では

ない。生産諸要因の歴史的な存在がその制約条件としてあるからであり、その

条件との関係で始めて企業の展開がありえ、具体的には企業の立地時期;及び地

理的条件により規定されてくると考えられる。

儀級制生産を蜘酬とした近代工業確立・拡張期(n→ III期)にあって、その

広大な工業用地と労働力確保は自治体の r10万坪無償提供」という積磁的な工

業誘致運動と、とにかく地場での就業先を求める農家の次・三男労働力の実状

とによって現実化したものであった。また工場内生産では間に合わない程の需

要拡大畑には周辺農・漁村の農閑期労働力を、生産割増金をつけて下務納屋工

場にl吸引し、次期の自動機械による大量生産体系に引きつぐことができたので

ある。

このような企業としての生産拡大が地元との“一体的努力"によって果さ れ

たその結果が第W矧に世界企業的な展開を可能としたといえる。 しかしこの段

階に至ると、生産の増大・拡大が地元の雇用増大という以前のようなメカニズ

ムで展開しなくなる。世界的な(サッシ建初部門は全悶的な)線校・で展開する

企業のもとでは、すでに地場の生産詩要因も相対化され東南アジアの労働者、

あるいは九州の農村労働者との比較において初めて就業が可能となるのである。

したがって地場での絶対的な従業員数も減少させながら、他方で峨務は専業的

に純化されながら多様化し、高度な自動機織生産体系の中で二 ・三交伶作業や

雑業を生みだし、新たな農村兼業労働者の需要を増加させている側面もある。

② 企業立j也・生産拡大期には、生産の機械化・自動化による就業上の変化

があったが、ぞれ以上に生産の拡大・多様化により企業全体の雇用鼠は増大し

ていた。 しかし第[VJ羽の企業の伎界的規模での展開期にはそのj履用徳造も変化

してきている。

第一に若年兼業労働者については、企業の活動範囲の拡大に伴い出向 転勤

問題や、 職務上の関係で築業農家の出身如何に関わらず一般労働者と変わらぬ

就業条件が求められてきている。それが自家農業との係わりでは、農繁期に有
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給休暇もとりづらくなり、農作業を世帯員労働力で完結させるための機織施設

化投資を余儀なくされ、兼業農家の自家農業を維持するための“必要経費"は

増大している。

第二に生産の自動化等に伴い、 ニ ・三交代勤務や工場内の雑業的仕事が相対

的に増加し、それ専門の就業者が中高年兼業労働者等に求められるようになっ

た。このような“不規則 ・不完全就業"が逆に勤めながらの農業を可能とする

条件ともなっており、工場生産の近代化が就業の近代化、工場労働者として純

化とは必ずしも一致しないことをものがたっている。

第三に下請企業においては第一節で事例をあげたように、経営的にも、就業

上も最も変化の激しい分野となっている。親会社が一社に限られる場合とくに

親会社の生産機構の変化に対して従属的であり、その存在は技術革新の激しい

時期には経過的なものにならざるをえない。具体的には手作業として残されて

いたファスナーの仕上げ工程が、親会社の工場で内生化される時期、またサッ

シ建材への転換、さらに近代的建材工場の地方分散により、今まで地域で増え

つづけてきた下競け工場自体が減少傾向へと向かうことになる。工場誘致の際

に用地提供に辰も協力的であった農家が、そのみかえりとして下務けの仕事を

もらい工場を始めたが、結局現在は食堂経営に再び転換している事例。また下

請けの仕事がI曽大した時期に工場を拡張し、仕事が減少したからといって生産

規模を縮小するわけにもいかず、従業員の仕事を確保するために、弱電部品加

工を併蛍しなければならなくなっている事例。きらに、現在サッシ建材専門下

請け工場として残っている工場では、経営維持のために従業員への賃金水準は、

生産書lP曽金どころか業界で決められた優賞水準そのものであり、履用面でも出

動率において労働者主婦よりも劣る農家主婦を避ける傾向が強まっている。

2 兼業農家の農業経営と地域農業

大企業の立地を実現した当該地域では多くの兼業農家にとって、所得構成上

農業はすでに副次部門化しているといえる。しかしそのことをもって兼業化は

隊燐への一過程として位誼づげることはできない。兼業農家の後継者はすでに

周辺の一般労働者とほとんど変りのない就業形態をとっており、労働者として

純化してきているともいえる。しかし農家世帯レベルでみた場合ほとんどの兼

業農家で、 二世代家族でありその両親を含め多就業化しているのが一般的な構

成となっており、 とりわけ中高年者、主婦の就業機会としての農業を維持する

ことを必要としている。従って農家として農業経営を持続させていくことは単

17 :， 



に、土地の資産的保有以上により現実的な、かっ切実な意味を持っており、す

でに経済的には副業化されてはいても政業経営の“現状維持"指向は極めて強

し、。

このような兼業農家の民業経営の特徴は、l1i!機具オベレーターは後継者、 JJE

m管理!と若干の畑作は中高年者主婦の分担というように家族問の分業を前提と

して省力機械化をすすめ、できる限り家族内労働力による作業に納める傾向、

また技術面では綴準化・画一化された地域一般的な安全多I以技術を前提とした

生産の社会的水準を維持するためのものである。従って兼業農家の“現状維持

"のための投資は、経営規模鉱大を図る専業農家の投資とは l性格を異にしてい

るのであってそれを同じ尺j皇で引って過剰投資を云々することはできない。と

はいっても兼業農家にも“過剰投資"であることの認識はあり、部分作業委託

等との比較選択がなされる。

前述の事例でみるように、育筒受託農家やタバコ専業農家と零細l兼業農家と

の聞の利害のヰIJ進、さらに大規模区画岡場整備をめ寸る階居間の利害の対立等、

同じ集落fλ1にあって相:互の依存関係を必要としながら他方では、新たな対立関

係も深まってきている。

これらの間短の基本的な解決の方向は前述のように、兼業農家の労働者世帯

としての自立に求められるべきものである。しかしその過程の問題と しては兼

業農家の中高年齢者 ・主婦を含めて農業生産意欲の強い人々による農業の一層

の展開条件が整備されることにより、少なくとも兼業 ・専業農家のともだおれ

的状況を打開する方向が機索されねばならないだろう。

3. 当報告では農村地域に立地した企業の展開に伴う雇用 ・勤務形態の変化と

かかわって変化してきた間企業へ逝勤する兼業農家の就業と農業経営の問題点

を明らかにした。企業の立地当初は農村の「余剰j労働力」を吸収し、農村地域

の履用条件を改善するうえで大きな効果を生じた。しかしその後の企業生産の

波開に伴う労働力需要の増加は、農業の基併的労働力までも工場に吸収し、逆

に農業経営の形態をl員外就業形態に適合させる段階に至っている。工場の近代

的機械制生産への移行に伴い、兼業労働者トにも一般労働者と同様の就業形態が

求められると同時に、一方では二 ・三交代勤務や雑業的職種のt智大が兼業就業

条件を一層拡大してきている。このことが兼業農家に対して農業緩営を存続さ

せるためにあらたな投資を必要とし、他方では専業農家の自立的な発展を阻害

している。
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第71苦 情道不況下の農村工場と就業構造の変化

一 長野県富田村を対象として ー

第 l節 富田村の産業構成と就業構造の変化

(1 ) 宮間村の産業機成の特徴

宮田村の産業構造を産業)jIJ就業人口の剣合は、表 7ー 1でみるよ うに、第 2

(j(産業のうち製造業に桜めて高い街l合で特化していることがわかる。 1980年の

製造業就業者比lfi46.1 %という突出した水準の高さは、全国平均26.9%をはる

かに越えて長野県会市町村の上{豆 5指ほどであり、それに比べ農業就業者比皐

10 8%の低さは長野県の市部平均15.1%を下まわる。それに加え地域の都市化

の水識を示す第 3次産業の割合は徐々に高まりつつあるとはいえ 相対的に低い。

第3次産業の比率の低さは属地的にみた事業所統計によっても明かである。こ

のように宮田村はその景観はま ったくの農村でありながら、 地域の内部に多く

の工場と工場並1)めを中心とした ~I，農林業就業者をかかえる特異な地峡となって

いる。このことは表 7-2の兼業農家の機成にみるように、第 2種兼業農家主経

及び、そのうちの世帯主の恒常的勤務者比率の異常な高さにも反映している。

b'f::って富田村の農業倒進を解明するには、工業の構造があきらかにさ れねばな

らない。

宮田村は東と西を天竜川とアルプスにさえぎられながら、南は駒ケ根市の市

街地まで 4km、北は伊那市まで10kmι 両市に挟まれかつ非常に近接している。

従って両市の都市機能砿大の直接的影響を受けやすく、特に宮間村の第 3次産

業の相対的な低さはそのことによるものである。富田村は完全に両市の通勤圏

・生活聞に入っているのである。そのため1955年代の半ばから人口t曽加に転じ、

1965年代に入ってからの住宅問地建設に伴う転入者の1曽加によって加速されて

いる.富田村の人口は 1960年から 1980年までの20年間に1，G 00人強増加し、 26%

強の増加l率となる。

また宮ITI村の産量産別就業情成は、戦後の推移をみるかぎり、戦後 10数年の問

は農業就業者比率が非常にi高く、 1960年以降急激に製造業就業者比率が高まり

手に前者が急減するのである。(表 7-1参照)ごのことは日本経済の高度成

長IVIの長野県および所信地成の農村工業の皮肉との関連で分析されるべきこと

であるが、宮町村にみる限り戦前・戦時の術造が問題とされねばならない。そ

の 1つは製糸業を中心とする工業が戦時中まで盛んであり、表 7-3のように
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表7-1 虚業)JIJ~t業人口桃成のIf~移

l込 2長 主tVj造業 i主役!.If lfI 次産業

II{JfIJ22'~ 日8.6 20.'1 3. J 14. 1 

;3 30 59.0 14.3 8.1 2J.1 

35 49.3 25.8 6.6 J 9. 4 

111 '10 42‘2 30.1 4.1 

45 32.8 37.0 5. J 

トi 50 J 7.5 42.8 11.8 30.4 

55 JO.8 46. J 9.4 32.7 
トー「一一

J毛 lI11fn2211' 62.5 15.3 2.6 16.5 
( 

1守 35 45.9 15.8 5.9 30.3 
童書 唄唱

26.9 55 19.1 9.2 44.0 

ョι， 全 slifll22fJ'. '19.9 J 6. 3 3.9 23.0 

) 35 30.0 21.8 6.1 38.2 
国

55 9.8 23.7 9.6 55.4 

「国~，~~j主」
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表7-2 !手兼別鎚家数及び情成比 (1980i手)

1調
富田付実数

富国 t1

総 JIJl 言Z ー敬 706 P 100.0% 

業 @. 家 37 5.2 

うち男子生il1f年齢人目以治世帯 21 3.0 

~Jt Z詰 J~ 家 669 回3
1 ~It 64 9.1 

f 世m:t::が農!ll・4込書，.:1 45 6.4 

、|止 llf.:t ;が維業主 15 2.1 

日:lft 605 匝ヨ

¥Q千百主が位w..浪;!I.l:t 24 3.4 

II!併 J仁が ~ff 業主 553 78.3 

lQ・'，"，';(!¥J !ijJ t.ii 430 匝3

二ゴ 出稼ぎ日原 35 5.0 

自 営 51! 88 ru 
r 1 980 年位ンザス J の早~.~Ii )JrJの新分里見l旨僚による護I盟。

表7-3 s"III-FI生援物総価陪

1I(1f11 1 7 1，j:宮 日 l 村ドt1!'~要覧

底ii1[物巾~奈の割合

79.1 f，百

78.0 

84.9 

t80 

成

長 野 県

100.0 % 

13.1 

8.5 

86.9 

173 

14.3 

2.0 

69.6 

6.8 

58.5 

43.3 

6.4 

8.8 

比

全

100.0% 

13.4 

9.2 

86.6 

21.5 

16.1 

3.4 

65.1 

6.0 

54.3 

34.0 

11.4 

8.9 



ぼ l;r~~憶に匹敵する生産額を上げていた.そしてそれに従事する従業員数も、
1934.(1'の村勢要覧には工場正職工548人とあり、さらには1965年のそれには、

1964年末で入寄留616人(うち男325人)、出寄留者1，421 (うち男751人)とあ

か機工の山人々」15しさを示している. さらに重要なことは敗戦もおしせ

まった 1943年から鈴年の問に、数社の金属僚械関係の軍需工場が疎開してきた

ことである。注 J) このように戦時期に多くの労働力を必要とする金属 ・機織

工場の創業をみ職工農家ともいうべき糊農家層がす会にこの時期に形成

されていた。

(2 )地峡の工業の発展とその特質

宮町村の工業は表 7-4、表 7-5にみるように、都市型の加工産業といわ

れる金属俊械工業、 とくにその中でも金属加工及び精密機械工業に特化してい

ることが特徴となっているが、 まさにこの疎開工場がそのままその出発点をな

しているのである。その中に 2つの金属パネ加工場や船舶用部品工場があり、

いずれも産業機織のもとをな1ものである。 1955年代半ばから日本経済の成長

とともに急速に成長する。そしてこの磁の金属機滅工場の特徴は、多くの下請

け工場を周辺部に配し、 また男子原用型工業である。従って富田村の農村工業

は、 1965年代に全図的に展開する弱電 ・縫製関係の農村工業とは異なり、男子

履用型の際工を擁するものであった点に特徴があり、そ ζ へ勤める兼業農家の

性格もそのことに規定されている。

しかし富田村の工業はこれにとどまらずさらに発展する。 1965年代に入り、

パネ製造企業の i社が事務用精子の生産を始め、 また船舶用部品企業が精密機

械の郎品加工 ・組立をはじめるに及んで、第二1111の発展段階に入る。この時期

の特徴はこれらの製造部門の発展に伴い、女子従業員の場加と、 小規綴零細な

農村工場 ・納庫工場が1曽えたことである。工業の事業所数は1966年44事業所か

らJ970fF79、 1975年90と急速に地加する。 しかしその中味をみると従業員規綴

20人以上の事業所は20前後でほぼ一定しており、 19人以下の容納な事業所のみ

が 3-4僚にj曽加している。他方工業の従業員総数は1955年代前半の1，400-1 

， 500人代から後半には J，800人代に増加し、 1971年には2，000人となり戦後期の

'ピークとなる。

1973年のオイルショックに始まる構造的不況期には富田村の主力工業が設備

役資関連の金属・機械工業であるが放に大きな影響をうける。従業員総数は19
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表 7-4 工業のIfHt:<富田村)

事業所総量士
従業員規綴Jlll

従業員数
製造品 IU荷

1 -19人 20人以上 人 書目等(百万円J

lI(lf1125iド 19 408 

34 31 1，085 652 

35 31 1，398 1.056 

36 33 1 ， ~83 

37 27 1.452 1. 641 

38 27 1白561 1，976 

39 24 1，605 2，317 

40 25 1.502 2.50~ 

41 44 24 20 1. 78~ 2.864 

42 49 29 20 1.808 3，666 

43 49 30 19 J，783 3，891 

4~ 47 3J 16 1.814 5，693 

'15 79 60 19 1. 963 7，534 

~6 81 58 23 2，011 7，464 

47 82 62 20 1，152 7，400 

48 日l 62 19 1. 744 10，602 

49 90 10 20 1.761 13，926 

50 95 73 22 1. 694 13，353 

51 97 71 26 J，708 14，496 

52 99 72 27 1. 696 1 8.0~0 

S3 105 71 28 1.763 18，106 

54 103 88 15 l白138 19，635 

5S 101 92，i( 15 1，882 24，059 

56 104 86 i立 18 1，945 28.'171 

57 115 97 }!~ J8 1.988 21，505 

住)工業統H iii同1は 1-29人， 30人以上
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表 7-5 ';，与UJ村lζl'LJ也する製造業のili，1;f，r)従業省数

字通計t <"n~ 木材 家具 ;潔』駐 金属 担J.t戒 ;IlK'l f品送 fIi阪 その他 合計

1111111251仁 15 36 132 38 124 35 408 

20 6 12 136 32 14 I 136 10 57 490 

31 、ーー一一一、~一一一一' '---v----' 
3 I 446 392 1.085 78 125 

35 1.398 

36 811 ;r 407 l.483 

37 (713) x 491 1.452 

38 293 x (1.561 ) 

39 141 ;r 1 514 1.605 

40 752 ;r 381 J.502 

41 18 148 121 436 ;r I 456 (221 ) 53 325 X 1.184 

'12 玄 x 51 x ;r I 88'1 .t x ;r I 354 .r I 1.808 
卜一一一ー

'13 r x 57 x x I 872 x .r I 117 347 x I 1.783 

'1，1 .r x 50 文 x I 848 .r 1 135 416 105 1.814 

，15 τ 113 56 82 50 804 x 87 19 490 112 J.963 

46 126 53 81 43 858 .t 64 172 436 117 2.017 

'17 120 8'1 56 '17 819 x 74 190 255 66 1.752 

'IB :r '15 96 102 880 X .r I 142 237 x I 1.744 

49 118 79 47 106 799 x 65 ;r I 260 87 1.761 

50 Jヨ 123 35 86 92 756 x 66 119 239 84 1.694 
ー一一一一「一一一ー

51 6日 x 86 702 180 39 27 248 94 1.708 

52 59 x 86 568 84 63 179 285 84 1.696 

53 ヌ 116 23 I 76 120 656 x 110 154 319 68 1.763 

54 r 118 23 I 91 11 G 510 36 123 117 364 x 1.738 

55 

56 ーr x 100 626 x 94 281 434 14 1.945 

つ7戸τ日 22 1 66 105 628 I 100 I 107 I 225 426 r 1.988 

お年の「工業統計J
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71年の 2，OJ 7人から 1975年には 1，694人と 300人以上も減少する。特に不況期の

企業態備が激しかった1974、 1975-4:の状況をみると表 7-6のように、前自安統

計にあらわれた人員燈息数だけでも 175人にのぼる。

その特徴は①パネ製造を中心とした金属加工業(鼓理人員自11合61%)、②女

子 (82%)、③大企業(従業員180人以上の3社で75%)において多いことであ

る。上伊那郡全体の動向と比較すると人員艶理人数は特に多いという乙とはな

いが、立地企業の性絡が異なることもあり①、②、③の比率のi留さは宮間村の

特徴となっている。

句詩作代の低 成 長 下 で の 倒 立l也及び従業者数変化の特徴は、企業合理化に

よりパネ製造業や精密機械関係が従業員敏の漸減傾向を続けてきたこと。 しか

し反面全般的な不況下でも.同じ機械工業でも電気、輸送機械さらに新しい分

野の精密機減関係で従業員数がJ哲加しつつある。 1982年の従業員数は前述の表

7-4のように1， 988人となり、過去歳高時の 1971年の水準に近づいている。

このような活況は 2つの側面からみることができる。 1つは製造品目が多種

多様化し、かつ高度化して需要を伸ばしている電気・精密機械が輸出量を増や

しそれに伴って再び履周昆が増えてきたことである。 しかし、その見通しはア

メリカの康気変動に作用され短期的なものと企業はみている。だが長期的には、

コンビュータ一関係の電子産業が九州や東北のまったくの農村地成で展開する

中にあって.精密 ・弱電機械の産地としての歴史の古いこの地域がその地域的

蓄積の上に“伊万11バレー"とよばれる高度技術産業地帯として飛腕しはじめよ

うとしていることも見おとすことはできない。 宮田村には現在 2つの工業団

地があり、誘致企業と狭い街地から移転した町工場が操業を始めている。さら

に中央高速道の全線開通という立地上のメリットと、新しい電子産業ブームに

のって第 3の工業団地建設が計画され実行に移されている。製造業の 1事業所

あたり従業員数は1960年45入、 1965年60入、 1970年25入、 1975年18人、 1980年

18人と， 1965年以降急速に低下し 1975年以降18人以下の水準で撚移している。

この傾向は上伊那j也峨の平J勾 (t~傾向と一致するが、宮聞のような急速な低下は

他の市H町村に!日lをみない。

(3 )就業人口機成の変化と労働力の流動化

富田村の就業人口機成が製造業に特化していることは前にも述べたが、 '-'-

ではその内郎構成について分析する。表 7ー7で明らかなように高度経済成長
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表 7-6 企業抱um状況(宮「日付}

務 Ell 人

gl 児

告邑 原 9 111 107人 21 

T百 吉守 3 45 3 

一般lillnt 2 2 

'i'J 気 3 B 

その他 6 13 r υ 

合 ii 22 175 32 

UIJJI¥I償支資料より宮InドJJiをj在作

'l9q: G )]-5011' 5 J] Ji 

長

女

86 

42 

7 

B 

143 

表7-7 i'iiJ'! ))11・YJ!J.mJ従業人口の推移(宮則村・ 35!f:Ml1s)

I~J. 35 40 45 50 55 

1草 政 100.0 105.3 114.4 113.5 122.8 

J:;l tトホj}Ui 100.0 338 65.4 39.1 28.2 

yj 
JJ'J，辺林水産業 100.0 149.7 J5l1日 174.8 200.7 

u!設業 100.0 136.5 183.7 249.0 314.4 

ゴ山業 100.0 128.8 165.3 179.0 198.5 

JIIlXilll員長 100.0 113.8 136.5 152.5 175.9 

総 数 100.0 112.8 125.1 104.4 117.2 

;:Hト水fR!J， 100.0 93.9 85.5 40.8 25.9 

(J: ~，飽 1 ド *J~(;_業 100.0 140.5 183.2 197.7 249.7 

-{製操業 100.0 138.1 198.0 205.1 260.8 

川次a談 1000 141.5 158.9 177.1 216.3 

fドド;;:I"!羽勢，I!jj'tJ

1R:.， 



以降段林水産業就業者の大柄な減少と非農林水産業就業者の大輔なj笥加がJ基調

となっている'IJで、特に 19G5年以降は女子の製造業就業者数の期加が顕著とな

っている。女子の就業者総数はこの20年聞が~ 1. 2倍に増加しているが、そのう

ち農林水産業は 7官11以上の激減に対し、非農林水産業では2，5倍の滑加である。

農業から他産業への労働h移動というかたちで就業情成変化が引きおこされた

とみられる。特に1970年から 1975!.Fにかけて男女共農林水産業の減少が大きく、

女子の減少率が男子のそ れを上まわり. 1980年には1960年対比で男子以上に低

い農業就業率に低下している。他方構造的不況j飼といわれる1915年から 1980年

にかげで女子製造業就業者はかつてない勢いで地加しており男子のこの聞の微

j将状態と対象的である。

このことをさらに詳細に年申告階層別に就業構成の変化を、統計的に利用でき

る1965年との対比でみたのが表 7-8である。之の表から、非農林業女子就業

者の噌加は、 40綴代を中心とした既婚女子の治加を内容としていることがわか

る。ちなみに 1980年の40歳代の製造業就業者数は、男子210人(1965年95人)に

対し女子は265人(問80人)と男子を上まわっている。

っき'に非農林水産業就業者のJ官加に伴う市町村聞の通勤形態での労働力移動

についてみてみよう。表 7-9によって1980年国勢調査の常住地・就業地別の

就業者情成をみると、被履m者男子の場合、村!勾の事業所で、就業する者が約

870:名に対し、周辺市町村ヘ出かけていって就業する者880名、逆に他市町村か

ら通勤しているもの950名となっている。すなわち村内で庭用される者よりも村

外へでていく者の方が多く、また村外から入ってくる者の方がさらに多いので

あり、通勤労働力の移動の激しさを示している。女子については被扇用者でみ

ても村内就業者が 6剣以上を占めるが、それでも 3人に l人は村外に就業の場

を求め、逆にそれをrrtiうように村外から入ってきており活発な移動を示してい

る。年防隊層別に移動状況をみると、男女とも若年被雇用者の移動率の激しさ

が非常に顕著である。 25歳未満では男女とも 3人に 2人が村外へ通勤ででてい

るとこになる。

このような通勤就業者の市Ii町村聞の労働力移動は、すでに 1960年当時も非常

に活発だったことが、表 7-1 0のように明らかである。 しかし1960年以降19

'101ド頃まではおft入率のijが高〈宮田村が周辺市町村に対して、 “就業の場"で

あったのに対し、 1910年以降は涜出率が一層高まり、 1980年にはほぼ同水準に

なっているように、若年層の就業の場が地元でせばめられてきていることをう
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表7-8 11:5;'1・年齢隣府別従業者間足立(宮閉村)

|糊永尚 30;，量~ 40;，晶~ 501~- 60民主~ A 計

ヲj
1:1 11、7/<，宅 ;11

且2t 1.9) 0.3 (3，6) 1.0 (35) 1.2 (4，3) 3.2 (5.9) 5.8( 19.2) 

女 日1( 3.0) 0.8 (53) 1.2 (6.3) 1.8 (5.0) 2.1 (3.5) 6.0(23.0) 

!Jj 102(11.9)1 14.J (9.6) 11.3 (9.4) 9.2 (8.5) 5.5 (8.4)150.4<34.2) 
.J II:~ I FII<J'1';臣

85(11.4)[ 9.9(5 2.6 (1中7.8(23.5)1y: 98 (3.8) 6.9 (2.2) 

fl工1!!-~';1.'H'i 155lJe. I JI)<jI.l40Wでいすれも総就業省数を 100としたときの比率

表7-9 '11';υj也・就業j出別従業者の年蹴l常屑別人数(宮I日村・ III:l:fU55年)

J古U:I自の就業'/'iの内訳 故原川者

抗総1;議業~.I 33Z駐fE2f車t百l E 
J1 11 3 1 

I業被H就服主持
従外内自業宅でr.J {町で也m車市村t 町b1也、村市ら J被2HEヰ服背E; t 総数

宅議3住抗.jJ 部f III ~r. 旅人 ~íl
就業

A 日 C D E F G H E/A GI (FトGJ HI (r+H) 

2.275 200 2.075 346 1.733 871 880 ~50 76.2 50.1 52.2 

25í，~~"品 198 3 195 7 IBB 591 126 105 94.9 68.1 64.0 

25- 508 7 501 66 437 206 240 283 86.0 53.8 57.9 

91 35- 533 22 511 84 427 233 204 260 80.1 46.7 52.7 

4日~ 518 27 491 88 403 290 218 193 77.8 42.9 40.0 

55- 286 38 2'18 59 189 110 131 102 66.1 39.9 48. 1 

65- 232 103 129 ，12 89 73 19 71 38.4 20.7 8.8 

，1 1.769 236 1.533 '136 1.099 ω日 ，102 299 62.1 36.8 30.3 

25従来尚 19B 197 11 186 531 130 991 93.9 71.0 65.1 

25- 353 11 336 98 238 123 114 80 67.4 48.1 39.4 

な 3:，- 1152 35 417 119 299 224 8日 59 66.2 26.3 20.8 

4~)- 422 5日 364 103 261 202 53 47 日l自 20.8 18.9 

55-- 250 8" 166 64 103 82 20 121 41.2 19.6 12.8 

五Lー写|手lt136:; 

41 12 5 5 2 12.8 50.0 286 

782 2.832 1.560 1.282 1.249 70.0 45.1 44.5 

「肉狩lWliI 
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........ 

表 7-1日 常

"llfIl3~iド ~O iF 45 ~F 50 i仁 55 年

.'i，' U: J出就業む ti 3.362 3.652 4.008 3.679 4.044 

従業 J出収集荷数 3.637 3.921 ~.287 3.702 4.011 

仁!宅で就業

} 2.934 
J. 9~0 J.320 J. 202 

村11，の臼定外就業 1.316 J.423 J.562 

1也市 mr付で従業 428 552 752 936 1.275 

{也 111冊I村から 703 819 1，031 959 1.249 

訓以外来(流出年 24.8 25. J 26、7 30.3 34.8 

抗議百の itL入年 35.9 33.8 33.9 31.1 34.9 

「岡野湖tu

表 7-11 刀 rm有効求人倍率のj(~移(上伊邪駅安管内地獄〕

llii.fll 
48$f- ~91ド 50ilニ 51il; 52~1:: 印ド 154正ド 55iF 56年 571ド47iJ! 

求時R，耳(flI:JJfT:{IJ;:~.iI) 11.652 10.716 18.1132 25伎町 16.1，19 21.050 26.564 2'1∞5 21.!主主523剣7Zl，5ω 
フ ら !J: C)'. 日五 5.1.18 11.832 16.&18 8.189 11.823 15，318 13.724 J2.646 13，'118 14，制

IJ(::I有効求人情弔 3.14 '1. 29 1.55 0.90 I.GJ 0.83 0.65 。‘93 1.25 1.15 0.98 

つ ち女子 3.52 4.87 1.15 078 1.65 0.67 0.50 。守78 1.15 1.04 0.89 

うちil5ir宅以仁(到) 0.49 0.37 0.27 0.43 0.52 0.47 0.26 

" 【女〉 0.49 O. 17 0.12 0.211 0.46 0.37 0.22 

(喜~)~ . 'E問、ドl勾) 1 31 1. 711 且98 0.59 0.64 056 0.56 0.71 0.75 0.68 0.61 

各$1'.1.交「業防概況。j (OI}JI!lffi'tyJ 
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旬、F

かがわせる。 またこのような通勤就業者の市町村を越えた移動の激しさはg

1J)f:Jだけの特質ではなく、上{)t)Jflllll内の町村の一般的傾向である。上伊都都内

IlII村の平均続出率は198M手36.2%、話i入率26.J %であり、官印村は涜出E容にお

いて平均と同水準にあり流入務では平均よりも高い。だが郡内の中後的都市で

ある伊万11iI1と駒jケ恨市では 2市の涜出率平均が16.6%と低く、逆にiili入率は22

.2%とiilくなっている。またこの 2i'liと富田村との関係でみると、;g回村から

の通勤流出者も逆に流入者も 8削以上が 2市との聞のお在!W}であり、富田村がそ

の地理的関係もあ って完全にその通勤圏にとりこまれていることがあきらかで

ある。

(4) JょfPll/llls地I戒の労働市場の変化

J由 I戒の労働市場の f間違を明らかにするのに臨時安資料では就業移動の 1~2 翻l

しか把綴されていないといわれる穆極めて不十分であるが、一定の傾向を知る

ことはできる。注 2) 

企業の求人と求総者との削合を示す月間有効求人倍率によって労働力の需給

関係の変化をみると、表 7ー 11のように高度経済成長期とそれ以降の変化が

明縫によみとれる。 1973年以降、労働力需給の関係は一気に逆転した供給過剰

話調になっている。それは企業側の求人が1973年と 1975年では 2分の Iに減少

したのに対し、求総省は人員箆理等で臓を失った者も含め2.5倍にI曽加したこと

の結泉である。 1975年以降1976年と 1980、 1981年では月間有効求人倍率が lを

越える時期もあるが、 45歳以上の中高年申告者において O.5以下の水準で准移し

てきている。また女子の場合J973年以前では倍率は男子以上であったが1974年

以降は下まわり特に中高年紛者の倍率は iを大宮く下まわったままである。好

況)!fjには急速に需要がi首し不況期には解聴され停滞する女子労働市場の不安定

性が如実にあらわれている。

しかしこのような構造的不況期にあっても簸近時において求人数が培加して

きていることも注目に仰する。その産業別構成をみると表 7-1 2のように製

造業が 6削近くを占め‘そのうちでもマイコン関連の新規需要の噌加している

電気機械関係がわずかながら年勾増加している。また事業所規線別では従業員

500人以上の地減の大企業の求人はー貸して少なく、 しかも 1979年度に顕著に

みられるように非常用就業者の求人比率が他階層に比べ圧倒的に高いことが特

徴的である。非常用就業者の新規求人の比率は全体の求人数が漸増する中で減
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少しつつあるが、 l書IJ前後で従移している。

首 1) r富田村史下巻JP. 309参照.

注 2) fP-那職安の資料をもちいた1978年頃までの地峡労働市場の - .，.分析

は、 「兼業農家の労働と生活・社会保問J (中央大学経 ι~ 活研究所編・ 19

R2年)のmVI政江口rtf一 rIf地 I或労働市場~<'一一ー と失業の拡大J で本俗的に
なされているので参照されたい。

百~2 節 立地企業の経営と就業条件の変化

富田村内に立j也する企業のうちから、地岐を代表する企業の 1つである A社.

下請け中小{E当者 B社、 K社、兼業農家の製造自営業者 C、建設業者Dの 5社を

選ぴ、各々の経営概況及び従業員又は自営業者の就業条件等について間取り調

査を行った。

調査の目的は農家からの通勤兼業従業員の屋号外就業条件を企業の側から調査

することである。通勤兼業者の就業条件は、企業の業額、資本規模によって異

なる。さらに量産砲毎の鼠気変動や、企業合理化等によって就業条件も変化する

ので、企業経営の変化にも間窓した.晶、今回の調査対象 5社のうち 3社が金属

パネ1m工関係企業となっているため‘ これらが富田村の代表的業種であるので

地峻の一般的傾向を代表しうるが、近年急速に変化してきている精密、電子産

業関係について調査不足であることを付記しておく。

( 1 ) A機械企業

① 経滋概要

194J i手に大手パネメーカ -E社の協力工場として東京で設立され、 1945年に

宮田村に駁|時疎開し兵務工場として換業していた。戦後は自動車部品のパネや

i乍紫汀j安全紙りぎ異臭メーカーとして成長するが、実質的な親企業である E社と
、証l'j11"O'ly...... 

の関係で、 ~.l!j5若年代の後半から新たにパネ技術を生かして金属製の椅子の製造

を始める。 19681fに事務器の総合メーカー F社と取引を始め、 1969年に待子の

生産舷充のため隣の伊那市に工場を新設し、パネ製造部門が後退し椅子製造が

1111びるに及び、主力はIjl郷市の工場へ移ってきている。

資本金は 2億円 (J973年の治資以来額に変化はないが E社と F社が4分の l

ずつけJ資している)で、主力製品は椅子 8割、各種パネ 2¥!iIJとなっている。本

10 ! 
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ネl及びパネ製造は宮凹工場(工l易敷地 2.5万rrf、従業員吸 う150人)、椅子製造

は伊邪工場( 2. 3万mへ約350人)、樹脂ニユ 7 ト製品は横浜工湯( O. 3万川、

約40人)と製造部門毎に工場が分散立地している。

金属製造企業の特徴としてみられるように、 A社でも多くの下講・関迷企業

が上伊那郡内さらに下伊那郡の方にまで広がり、 A社協力会として霊録されて

いるものだけで40t_ょに上る。そのうち宮田村の村内には 16社あるが、 自営業者

を含めた関連企業はその 2倍近くあると思われる。 A社の下請 ・関連企業への

外注惑は一時期より減少しているが1983年時点でも平均12-15%に及んでいる。

1973年のオイルショック以降の術造的不況期に A社も売上高の絶対的減少(

1974-1975年)や横パイ状態(1974-1975伝 1977-1979年)を経験しており、

生産環境はかつてない厳しい状況におかれている。不況対策の iっとして、 製

品については不況のパネ部門から精子部門ヘウエイトを変えている。そのため

に中央高速道の全線開通を機に液逝センタ一巡設を F社と共同で行っている。

同企業の不況対策の中心は「生産技術の高度化」であり、省力化のための自動

機械の導入による人員削減、 とくに中高年技術工の排出と、消貨ニーズに合っ

た多何少星生産(締子だけでも 500磁類にもなる)に対応するため産業用ロボ

ッ卜の若手入であった。そのため生産機械部門を鉱充強化し、 A機械(株)とし

て独立させ、 自社生産用のロポット開発にも成功している。

このような生産合理化に対応して、従業員の大量解扇 (1974年97名)にとど

まらず、下請に対しては、従来外注していた工程の内生化や、下請単価の t;1J下

げが行われている。そもそも、 A社自体が年商 100億円以上もある独立した会

社とはいえ、独自の製品販売部門をもたない、 いわば第一次下諮的企業である。

特に従来主力であった自動車問パネについては、 自動車製造メーカーが部品メ

ーカーを組立工場の近くに引きつけるなどして下請け利用の方法を変えてきて

いる中にあって.比較的遠隔化している A社の立地メリットが減少してきてい

る。 A1.1は今日においても宮間村の製造業を支える地峡中核的企業の一つであ

ることには変わりはないが、激しい技術革新と企業立地変動の過程で、企業の

体質改替を余儀なくされており、農家からの通勤者比率の高い従業員構成も変

化している。

② 従業員数とその構成の変化

従業員数は日本経済の高度成長の第一期に対応して、表 7-13にみるように

1959年の172人から1965年の397人と倍化し、 1965年から 1968年まで停滞した後、

1 !l:~ 
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表7-13 売上高・従業員数等の 変 化 (A社)

「一一
(ヲ7 働 組 合)

11じ;J:，戸z五ri H百nrJ
(刻従印業ill:只1廿却数l 組合員数 平均年申告 司'勾賃千金円 春季賃rj]上% 月一時数金妥ヶ月t;， q~ 百万1'1 よE弓(% 数) 人人 i:P. 妥結部

32 11 1.9 50 

33 53 3.8 

31 91 υ5.5 172 

35 220 10.0 258 ( 86) 

36 276 3.3 311 ( 53) 

37 346 3.2 318 ( 7) 

38 '167 2.8 342 ( 24) 181 25.7 14.5 4.3 

39 550 ム0.5 380 ( 38) 274 25.7 17.5 12.5 4.4 

40 684 3.1 397 ( 17) 238 27.1 20.2 13.7 4.1 

815 384 (613) 210 27.1 23.5 16.0 4.3 

42 1，101 38 379 (6 5) 244 26.6 27.1 19.0 4.9 

h五E，13 4.5 380 ( 1) 266 28.7 32.8 22.3 5，6 

1，887 1.2 443 ( 63) 296 28. 5 40.1 25.0 6.1 

451 2.14'1 2.6 '193 ( 50) 320 28.9 48.5 21.6 5.9 

46 2.999 31 563 ( 70) 358 29.5 56.8 19.4 5.2 

17 4.393 2.0 645 ( 82) 387 28.9 69.8 24.0 5.4 

48 5.762 66 655 ( 10) 400 30.7 93.8 35.0 6.5 

'19 5，042 1.1 566 (689) 401 31.4 103.9 11.0 4.4 

50 5，939 3.7 550 (616) 373 31.4 1134 9.0 4.5 

7.687 '1.1 563 ( 13) 398 31.8 125.9 10.0 5.2 

52 7.6月日 2.7 5'14 (ム 19) 383 33.0 133.0 6.5 5.0 

53 8.458 3.8 535 (6 9) 391 33.5 1'11.1 6.9 5.0 

51 10.699 4.0 594 ( 59) 382 33.5 150.0 7.2 5.0 

55 11.766 ，1.0 592 (6 2) 383 34. " 158.7 8.0 5.1 

56 10白日6'1 0.6 574 (618) 383 34.5 170.2 7.3 4.8 

57 4.8 

58 585 

(tl;)八社労働組合史「とうげみちJ (1982年)P. 102-105の表より作成。
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高度成長第二1VJに対応した1968年から1973年の聞に380人から655人と 1.71古に

附加している。特にこの第二郎jには‘精子部門が独立した伊那工場の本初的操

業があり企業の外延的鉱張JVJとなっている。 しかしオイルショック以降、 1 

00名に近い大震解腐の後、再び履高時の従業員数 (1973年 655名)に逮するこ

となく、 550人から600人の聞でi曽減を繰り返す状況となっている。

1974年には97名の解腐があり、その内訳は約 8劉が女性で臨時雇用身分の主

紛が多く、年申告50歳以上の高齢者が多かったという。そのうち比較的若い者を

中心に半数が協力工場などへ再就服した。こ れを矧に A社の扇用方針も基本的

にtl貝を増やさない方向に変化してきている。従業員は雇用身分自IJに正社員(

管理臓と労働組合貝)、準社員、臨時属府(季節工も含む)、パートとなって

いる。l$lt貝は特に40:l]'.代の前半の生産拡張期に新卒者だげでは不足し、中途

採用された30歳以上の者に対して絡付けられたものである。そしてその頃は準

社員から本社員への物上げのi~ も聞かれていたが、 1973年以降はそれはなくな

った。さらに 1975年以隙は準討員の採用はとだえている。新規の採用はi高校新

卒者などに限られ社員数の絶対的な地方日はおさえられている。

tl貝数の回定化に対し生産の長気的・季節目的変動を補うのは臨時工ないしは

季節工であり‘ さらに下請外注である。精子の需要は官公庁の需要が高まる年

度末に集中するので在庫を減らして経省体質を良好に保つには生産もそれにあ

わせねばならない。そのため10月ないし 11月から翌年 3月までの 5、 6ヶ月間

の季節工の保周が 1975年以降矯加している。多い年には 120名にものぼるが、

1983年は30名弱(男子 6苦IJ) で年により変動が大きい。

J 98311-'の従業貝の幹事成は表 7-14 -1、表 7-14-2、 表 7-14-3の

ごとくであるが、雇用身分別、性別にその年紛締成が非常に異なっていること

がわかる。社員(準社貝を含む)の男子の平均年官官は36線、女子23歳に対し、

臨H寺は男子53様、女子45歳である。 社員の居住地)}IJ人数は主力工場のある伊

那市がー祷多く、富田村、豹ケ板市の3市村で409人となり、全体の8796を占め

(術浜工場の38人を除く〕意外に通勤圏は狭い。かつては独身寮もあり、木曽

の方からの就職者があ ったというから、 乙の通M!J~里 φ縮小は 1975年以降.のこと

である。パネ部門と本社事務所のある富田工場の従演激は、 1979年189人、 198

Olf': 186人、 1981年190入、 1982年176人とほとんど変化はないが、漸減傾向にあ

る。従業員のうち農家目帯員比$は、採用時に該当する調書がなく確かではな

いが、およそ 8、 9制であり、特に若年者では農家の長男、長女が多い。

1!)4 



表7-14-1 従業員の~ Iôffl市川成(̂ tt) 

H出 』j 女

10 ，'，'t. 代 13人 26人

20 " 88 59 

30 " 106 25 

40 " 97 50 

50 " 72 36 

60 " 

合 計 377人

一

表7-14-2 flll11J身分自IJ従業員敬(AiJ:) 

日1mよJ分 人 数 iJLJ勾lfll市 .1Ji.均月給

{」l;tlIi '133人〉人 {9136成 18.8万円
札口 510 

司l~社員 77 女 23 J2.4 

臨 E寺 57 {男 53 12.7 

J、ー ト 18 女 45 10.6 

585 

表7-14-3 社員の居住地月11人数(AW

人 数

哲] l日 村 1 '1 0 人

(}I 1111 市 1 8 6 

駒 ケ m市 8 3 

そ の 他周辺 6 3 

|持 i~ iIi等 3 8 

510 

195 
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③ 就業条件

年間の就業回数は図 7-1のように 1968年まで 300目、月平均23日であった

が、第 3土H昂臼半休(19G8年)から始まり隔週週休 2日制の場入された昭和40

年代後半には 270日台に減少した。さらに 1977年からは週休 2日時11となり、 19 

83110には年255目、月平I勾21臼となっている。また 1臼の就業時間は、 1968年ま

で 7時間30分であった。それ以降10分短縮したが、 1977年の週休 2目指11導入と

ともに再び20分地加し 7時間50分となっている。そのため年間の就業時聞は、

1968年までの2，3001時間から、 1977年には2，013時間と 12%減少したが、労働日

数の減少率15%の1iが高い.

1983年時点では、年間就業日数及びl時間は255日、 1， 997時間、 1日の就業時

間 71時間45分とー廓短縮されている。また A社独自の 1983年度就業カレンダー

によると祝祭日と年間 9臼の土曜日を出動臼として調盤し、 4 月 30 日 ~5 月 5

目、 8月J2 日~16口， 9 月 23 日 ~25 目、 10月 8 日 ~10 日、 12月 29 日 ~l 月 5 日

の 5回の連休IUJI簡を決め、 他に土日を除く週日の休みの日は一切営げていない。

19731[:.の才イルショック以降.不況JVlにもかかわらず就業回数 ・時間が減少する

とともに、労働組合員数(ユニオンショップ描11で管理職を除く正社員で構成)

はわずかしか減少していないのが特徴となっている。

また年次有給休暇は 1971年から初年度目数が 3日から 5日に改善されている。

月間の残業時間は月によって異なるが、最近では男子30~38時間、女子10~14

1時間である。定年Aillについては、 1984年に 55歳から57歳となり、その後さらに

58歳(臨時工も同僚)となっている。 1984年から60歳に延長されるが資格定年

は58歳と変わらない。また、退職金が i嘗'IJ曽となる早期退廠優遇措11度が50歳の

者に適用されている。

従業員に農家出身者が多いにもかかわらず農繁期対策は特にとられていない

が、年平Y.，)出動Z容は 97~98% で、 95%以下になることはないという。月別の変

動は少なし子供の卒業・入学の行事の多い 3、 4月と、 理由はハゥキリしな

いが IJ月に 1-2%低下する穆度である。農作業との関係では者の回横時の 5

月末にはほとんど週休 2日市11の範囲内ですみ、稲刈りの 9月末から10月上旬は

天候次第で休まねばならない者もいるが、全体の出動率に影響があらわれる程

とはなっていない。農繁期!の出動率は 1975年当時と比べると、著しく改善され

ている。当時は.年間の平均出動率は94%程で田植期の 5月は90%にまで低下

し、 とくに凹舷作業の集中する週末明けの月畷日には80数%に低下することも

196 
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あった。そこで部門知lに山勿I)if.!が97%以上になると表彰し、 1人当り 100円の

報酬を日給に加算していたほどであるe

賃金は基本給と J972年から導入された職務給と諸手当からなる。職務総は年

功序列的賃金体系を抜本的に変えるほどにはなっていないが、勤続による昇給

システムは従来とは異なってきている。諸手当のうち皆勤手当がまだ残されて

おり、該当する者には月に J01時間分の金額が加算されるが、従来のような農繁

期の山助率を高めるための性格は薄らいできている。

賃金の支払い方法は、管illl職は月給申1)であるがその他の正社員は準社員と同

線、 自給を占lliIi症とした自給月給制である。臨時 ・パートは時間給を基礎とし、

その単価は女子の程作業 400円から、男子の重労働800円までマチマチだが、平

J1Jして 530門前後である。月収でみると社員は男子 18.8万円(平鈎年齢36歳)

女子 12.35万円(同 23歳)で、臨時工は、男子12.7万円(同53歳)女子10.6万

円(同45歳)であり、社員と臨時工との聞には絡段の相違がみられる。さらに

ボーナスは社員の場合平均4.78ヶ月(年間)だが、臨時工は l図1.0-1. 2ヶ月

であり、 年間賃金の絡差は一層拡大する。季節工(10月-3月の 6ヶ月間)の

湯合は臨時の閥周身分であるが、 6ヶ月の就業の後 1ヶ月分の契約満了金が、

また 5ヶ月の場合はその80%が支払われる。

(2) U下請パネ工場

① 経営側嬰

当社は A社の J00%下請工場として出発した従業員14人の田I工場である。経

蛍省(63歳)は村内の木工会社をやめた後A社の内臓を10年の間行い、 1966年

に近所の主婦等を 5、 6人集めて工場をつくり、 19'/2年に工場を拡大して以来

八社のパネ関係の下請をつづけてきた。 1975年当時は、洋ガサのパネ、 自動摩

プレーキ部品、音響俗務部品など 7台のプレスと 12人の従業員で月産 300万円

程のIJ:惑をしていた。その後洋ガサのパネ加工は、東南アジアの他国へ生産の

主力が移り、下請単価の点でそれらと競争できず1980年にやめいる。その時内

際者を減らしている。また自動車部品も、 自動車メーカ ー自体の下請け利用形

態がわかり、替の車種の繍充程度の需要に減少してきている。

また下競単側については、すでに 1973年のオイルショックi時に売上の 5%切

下げを経験しているが、 1982年に 3回も単価切下げにあっている。 1月に一律

1 %切下げ、 3月には実質20-25%の切下げ、さらにその後追い打ち的に3度
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自の部分(J'.)1)]下げがあった。 しかし1982年の年末に利益を得るところにまで戻

し、 1983年 6 月にはほぼ回復したが再び 7~8 月に自動車関係で仕事f置が激減

し経営囚燦におち入っている。

1973年以降の A社とのこのよ うな関係のもとで、他社との取引関係のあらた

な鉱大や、生産設備の高度化が試みられている。カメラのー涜メーカ一日社の

下務けとしてカメラ部品と顕微鏡の部品組立の仕事を受注し、パネの仕事懸の

減少を補ってきた。 しかしカメラ部品も日社が工場を新たに拡張するときに内

生化したため引き上げられてしま った。結局 H社の新製品生産が定着するまで

のつなぎの仕事にすぎなかったことになる。そこで1983年からはパネとはまっ

たく関係のないマイクロモータ の組立の仕事を村内の下諮企業から受注して

仕事をつないでいる状態である。乙の結果、 A社との関係は、 1975年当時は「

100%八むに依存することで、 どんな不況でも仕事をまわしてもらえる利点があ

る」という関係だったが、現在では 5~ H到の取引水線に低下してきている。

その背後には A社のところで述べたようにパネ製造分野の生産の高度化と全体

の生ialilの低下がある。

また経営者の息子(32歳)は工業大学を卒業後A社に 6年間つとめた後自宅

に戻り、型づくりや設計などをやり、さらに熱処理設備をつくり下請企業とし

ての生l叢の高度化をめざしているe またその時大卒者を技術者として A社の 2

淘IJ~ しの賃金で採用したが、 3年半ほどしてパネ関係の仕事に見切りをつけ電

子関係の会社に移ってしまい、 B社の技術の高度化の試みは一級挫している。

このように仕事患の減少と単価の切下げで厳しい状況におかれ、見通しの陥い

パネ関係から他業樋への移行・車五燥によ って生きのびようとしている。

② 従業員織成と就業条例・

従業員1宵成は経2章者家族貝も含め14名で男子 3、女子11である。年齢構成は

30歳代 2、 40歳代 6、 50歳代 5、 60歳代 iで平上司王手紛は50歳近い. 之の年齢構

成と従業員数は 1975年当時とほとんど変わっていない。農家からの通勤者は女

子 I名 (35a経営)のみでほとんど近所の町中の主婦であり、農繁期の出車1);;;容

は問題とならない。 1975年当時は13名が農家(経営耕地面積30a以上の農家)

からの通勤者だ ったから、 農家出身の就業者の比率はさらに減っている。

賃金は、経営者家践の 3人が役員で月給制lをとり、工場長(男、 52歳)が日

給月給制、残り従業員は時間給を基礎とした自給市IJである。 |時閥単価は女子 4

80-490円、男子・690円である。ボーナスは年間 2.5ヶ月前後。また手当として
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皆勤.f青卸j手当もあり、休みをとる主婦が多いので、 1ヶ月間の本人都合の休

みが16時間未満までの者につき月に2.000内を加給している。就業時間は 8時間

から 171待問lまでの実働 811寺聞で、休臼は白隠自のf也は、親企業の休日との関係

で第 I、 ~n 土日南日としている。主主業は多い者で月に男 25時間、 女12時間程で

ある。有給休暇は初年度 6白から始まるが、勤続年数の長い者が多いので平I均

年間 16~17 日ある。 しかしほとんどの者が有給休暇を残してしまうのでそれが

特別出助手当名目で買い上げられている。定年制はないが、女性の場合60歳が

仕事を続けられる限度であるという。

B社のかかえる内職者はいわゆる「ケットパシJというパ半のプレス加工で

ある。その内訳は、男子 3名で50歳代 1名、 60歳代 2名、農家 (50a未満)は

この 2名だけである。他 7名はもと従業貝などの40歳代を中心とした主婦であ

る。仕事は八社の 2次加工を直接まわしているが、稼ぎは 1日6時間平上旬の仕

事.mで月に20日間やって G万阿佐であるという。

このように B社の従業員の賃金水単などの就業条件は、前記の A社 (B社の

親会社)の臨時工のそれに倒当しているといえる。従って中途採用者の屋号外就

業のi易としては、 A社のような大企業の有期間の臨時工となるか、 B社のよう

な下請工場で年mJ就業するか、就業形態の選択はありえるが、いずれにしても

賃金水準は変わらない。

(3) C自営兼業工場

① 経営概要

C農家は 110aの水回を自作しながら、 A社のパネ加工下請けを夫婦でやっ

ている自営兼業農家である。世帯主 (48歳)は、村内の刃物工弱に 8年程勤め

た後、その工場がうまくいかなくなったときやめて A社の下請け仕事をそのま

ま引継いで独立した。改造した 10坪のたらずの納屋工場には、平角線材をカッ

トするプレス、旋銀.プレス改造の自動機などあるが、仕事によっては A社に

直接いって憐械を使わせてもらって作業することもあるという。

A社の協力会にはメリッ卜がないので加入していないが、 A社の取引がほぼ

100%に近い直接の下請けである。独立した J9 72年頃は仕事もよく、 1974年のA

社の大量解雇の時は下請けの方が良いと思っていたら、その後 5%位の単価切

下げがありそれ以来ずっと悪くなってきているという。さらに引き続いて 1回

2-3%の総体での下げが 2回程あか回復しないままきている。仕事の内容
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も級会社ではJ采第一のあわないものや、不良品の直しなどの仕事が下請けにまわ

ってくる。パネ加工会休の外注E絡が減少するなかで、 C農家でやっていたもの

」点が A社で内生化されている。仕事が少なくなっていて、 3年程前まで雇用

していた臨時工を解扇し今は夫婦 2人だけで操業を続けている。 1日の作業時

間は途中で即へいったりするので平均8時間程で、納期の決まったものがある

ときは 10時間程作業する。

n背けの内容は、有償のものが 8剣ぐらいで、他はその閣を埋めるための途

中加工の加工賃収入である。 }JD工貨の受けとりは月に 10万円までは現金でそれ

以上は52月15日i震りだしの 4ヶ月手形で、すぐに現金が手に入るわけではない。

月収はおよそ 30万円程であるという。

C箆家の世帯主は耕作組合の役員や大型農業機械のオペレーク ーもしており、

ムラでは通勤兼業が多い中にあって、地域の農業を支える存在となっている。

このような一人規方的な自営兼業農家は親企業の生産拡張期に多く輩出し、そ

のf.l:絡は前記の B社と同じ下請け企業でありながら、線工場に直接出向いて工

場内で{上ヰ1をすることもあるように、むしろ一定の技術と設備をもった工場外

従業員ともいえる.所得も平均すれば長く勤めている従業員にほぼ相当する水

飴である。 しかし仕事の繁閑は厳しく仕事の多いときは納期に追われて 1日10

時間も働く 一方. 仕事のないときは剖の悪い仕事でもうげなければならず、経

営としては願用されている工場従業員以上に不安定である。従って労働時間も

所得も自家農業の方が少ないとはいえ、 この自家農業が安定的な生活の支えと

なっておか農業に対する関心の強さは専業農家のそれとほとんど変わらない。

(4) K下請電気部品工場

① 経営概要

履近 2~3 年の聞に急速に成長した精密 ・ 電気部品の下請工場である。 1960

年に創業 し1967年に国道沿いの現在地に移転し、 1983年に新工場を滑設。 1967

年当時から MiJの下請グループに入っている。現在の主力製品はカメ ラ、 顕微

鏡の加工組立とビデオディスク内の小型モーターの部品加工である。 NC旋盤

7台、 N Cフライス徽 l台を装備し、従業員47名の中盤的下請企業である。 19

81年には治工具部を別会社として独立させ高度な技術を必要とする治工具、金

型も自社で製造し、一貸した精密機械メーカーとなっている。

② 従業員構成と就業条件
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従業員47名はおよそ男女半々で 3年稜前から仕事還の地加に伴い従業員数を

t曽やしている。新しい人の厨用方法はほとんど個人の紹介で職安は過していな

い。その理由は峨安を通すと希望するような人がこない、 きても長続きしない、

ということだという。従業員の居住地は村内が7i!;11{立で、 f自は伊那市、飯島町

など近在市H町村に分散している。高卒の若い男子従業員も 5名いる。中途採用

者の場合経験者は50歳まで、未経験者は40)議代前半までしか採mしない。 1983

年時点で女子の平均年齢は40歳前後で歳i高年齢は54歳となっている。

探l司の際農家であるかどうかは問わないが、できるだけ休まない乙とを条件

としている。現在農家からの通勤者は l印lぐらいで、出動率は非農家平j勾97%

に井j し、農家の人は 95~93%程度で 5 、 10月に多少低下する。そこで皆勤手当

(月 100%山邸jで2，500門加算)、精fOJ手当1.500内(丹 3日以内の休み)を出

動率向上のためにつけている。月の就業日数は、 日曜日祭日の他は第 1土日程臼

のみ休みで、 l日の就業l待問は 8時か ら171侍までで実働 7時間45分(休憩時聞

は午前 15分、昼45分、午後 15分)である。残業は月平問50~BO時間でそのうち

日明:J:~lJもある。年次休暇は初年度は無く、 2年目から 5日間‘ 15:手毎に 1日

ずつJ骨加する。従業貝の定着率は良く、 5年間はやめる人も少ない。女子の場

合、作業が綴織化されているため特に熟練技術は必要とせず、 1ヶ月程の研修

ののち I人前となる。男子は主に機械の段取りなど技術的な仕事である。 i高能

率綴械を使用する生産部門では 2交代制をとり、 IB時から231時までの 5時間は

男子従業員をアルバイトとして 4人厨用している。平均年齢50歳前後でうち 2

名は農家からの通勤者である。その賃金は時間給で 1時間 1，100円である。

賃金支fL，い方法については男子従業員は日給月給で、その賃金水準は平均年

齢33歳で基本給15.6万円程である。女子は日給市IJで 1時間平均 600円を基礎と

している。ボーナスは 5ヶ月程。退臓制度があり男女とも 60)畿である。このよ

うに K社は市)3社と呉なり、中小企業とはいえ近年の電子産業ブームにのった

成長企業である。機械施設も近代化されており高度な技術的要求にもとたえら

れる。 しかし、機械の近代化は仕事の高度化・複雑化と比例しておらず、従業

員の主力は40歳前後の主婦労働力である。 しかも賃金は恒常的勤務にありなが

ら日給制であり、貿率は前記A社などより多少高い程度である。ただボーナス

は不況下の業綴聞の格差を反映して相対的に高い。

(5) D建設会社
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① 経営{既要

D鎧設会社の経歴は、 1061年L頁隣市の建設会社へ現経蛍者を中心に集落内の

成家 7名穆で作業]涯をつくって農閑j羽の日線ぎに人夫として出ていたのが、始

まりである。 1963年頃から他の建設会社の仕事もするようになって会社を設立

し、さらに 1973年には築様の土地改良を機に社屋を拡張し株式会社となった。

公共事業のランクでは建築が Bで土木が Cであり、 うける仕事は近在の林道、

m水路工事から個人住宅の請負いまで幅広い。他社と企業体を組んで小学校の

主主設まで手がけたが、不況下では仕事最も減少し、元詞けよりも隣市の大きな

建設会社の下請仕事の方が多くなっている。

所有機械はダンプトラック、パックホール各 2台、 ショベル(ブルドーザー)

i台、他にトラック類など重機も装備しているが、土木の場合傾斜地作業など

は呼門のブルドーザー会社に外注したり、住宅の場合は基礎工事だけ自社でや

って他の仕事は大工などの専門織に外注にだす。 1982年度の事業量はおよそ 3

償 5千万円程で、従業員数も最高時の1980年には23名いたが現在は17名に縮小

している。

③ 従業員術成と就業条件

現在の従業員主主は表 7-15に整理しであるように、経営者夫婦(妥は事務)

を合めて 17名である。うち 7名は同じ袋詰Eの作業班結成当時の仲間で勤続年数

22年で平均年紛も50歳を越えているa 他の 9名はその後採用された従業員で古

くからの人は70歳近い者もいるが、逆に 50年以降採用の者の中には、隣市から

通勤してくる 25歳の農業継続者もいる。

従業員のほぼ全員が稲作を中心とした中堅的な農家の也捕;主である。経館者

自身も 1ha程の耕地を所有する農家であった。 しかし築港で土地改良事業が実

絡されたl時、耕地のほぼ半分を転用して社屋 ・作業所とし、残り 50aはしばら

くの問委が米をつくっていたが、その後転作水田として他の農家に貸しており、

民業はやっていない。仕事f置の増えた1975年代の後半には非農家の従業員もい

たが止めてしまって今はいない。結局地元の農家の従業員の方が安定している

というが、表 7- 1 5にみるように、地元集落の従業員は勤続年数が長く高齢

化している。定年ililjはないので高申告化しても白扇いとして仕事を続ける者もい

る。

就業規則では休日は臼暇日だけとなっているが、その日暇日も従業員が農家

なので仕事をし、仮替で週日に休みをとることが多い。この他食の 8月13日か
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表7-15" Díll~立会討の従業員 lirl 成

Kn 年 11市 3坊 主A 1~ 数 l良 業 {，m 考

'IOi&ft 22'01: ( S 3G- ) 続営者 ・ 月給 (50 a) 

2 " 司~ :fjj 月給 (経営者の婆)

3 22年 (S36- ) 役員 月給

'18 M " 130 a 

5 18 " " 130 a 

6 ，19 " 1見J詰責任者 ・日給月給 100 a 
ト一一一

7 G4 " [1 I合 月 車合 80 a (ヨ!と+蚕)

8 " " 

9 " " 

10 67 21'ド(S36- ) " (米+蚕)

11 58 21'1'( S37- ) " (;;jcトト71-)

12 69 21"下(S37- ) " 150 a (ケカ'で休戦中)

13 05 11 ir:( S50- ) " 

JtI 25 '1{ド(S51- ) 刀 亨'，。A (隣市)段業後継者

15 55 5 ，ド(S53- ) 日 28 ( " ) 

IG 37 5 i下(S53- ) " ( " ) 

17 58 2'1:(S56- ) " 74 a 

(57 ) ISff.( S37-51) 310 a 

!と (13 ) '1 ir: ( S 52-56) 独立した

(57 ) 2 "ド(S53-55) ilヶ-1* (隣市〉
JI: (27 ) 21下(553-55) illi 車E 手 (旅の人〕

nilS8. 8 r:j)It~り結果

ぇn‘1



ら16目、暮れの 12月30日から l月6日までが休みだが、普通の月では就業回数

は平均して 24日程である.農繁期には 5月の回椅j切に 1週間、 10月の収磁期に

4~5 口、 とくに秋は短いが天候によってづれ込み、パラパラに休む者が多い。

しかしそれでも水田の基盤盤備以前よりはずっと短縮されている。当時は 5月

と10月にはまる 1ヶ月休む者も少なくなかった。農繁期には仕事1董を加減した

り、経営者夫婦自身が現場にでたり、それでも不足するときは臨時に人を額ん

でいる。農繁期以外には同じ集落のものが大半を占めるので突然の葬式などで

3日間も休む者がでるときに仕事ができなくなってしまう。

賃金は、役員等(経営者、その妥の事務員他 4名)が月給市Ijで、 「まとめて

出動できる者」は日給月給制、その他が日給制である。日給月給制も日給措Ijも

口給額を2基礎にしている点ではかわりがない。日給額は 6，000円以下、 5，500円、

5， 300、 5，000円と 4ランクにわけられており経営者が勤続年数等を考慮して個

別に査定する。さらに出勤日数に応じて「臓務手当Jが加算されることが、 と

の会社のユニークな賃金システムとなっている。月 25日以上の者には i日に付

き1，000円、以下24日900円、 23日8001司と i日減るごとに 100円ずつ減額され、

辰低は月に 16日UJ量1;の場合で 1日 100円加算である。従って、月に 25日出勤の

場合は月額賃金に 2万 5千円加算されるのに対し、 16日では 1千 6百円のみと

いうように、出量1)日数により幾何級数的な格差がつげられており、いかに出動

口数の向上に配慮されているかがうかがわれる。普通に出動して日給月給のも

のの月給はおよそ 15万円、若い人は20万円程である。ボーナスは年 2回合計で

2ヶ月分程が支給されているが、 これも半年間の出動日数で査定されて決めら

れる。また役員のうちブルドーザーの運転など現場代理人になる者にはその手

当が加算される。昇給制度は特に決められていない。この他に軽作業の臨時人

夫 (50歳穆の主婦)の日当は 4，500円、春 ・夏休みの大学生アルバイトは前記

の日給の庖低ランクと同じ 5，000円である。

このように D祉は前記 4社とは業復と立地条件をまったく異にするが、構造

的不況下で仕事騒が減少している環演の中にあっては、企業としての合理化を

迫られている点では共通している。貸率格差制度の導入により出動率向上を計

り農業とのルーズな関係を改めると同時に、従業員構成の若返りが進められて

いる。
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第 3節 賃金崎差と農家住務員の就業変化

以上のよ うな低成長期における就業動態変化の最大の要因である良外就業者

の賃金についてつぎに明らかにしたい。就業変化がおよそ 40歳代以上の中高年

胸骨府でみられたが、 これら年齢層の銭外就業における雇用条件は、新規学卒者

とは異なり、 多くは中途採用者として処遇され、雇用身分は臨時工もしくは機

社員にとどまり、 また賃金の支払い形態も日給を基礎とした日給月給である。

このことを宮凶村の農家調査事fjljでより 一層具体的に示したものが、図 7-2

である。これは調査対象となった農家の同一人物の農外賃金を、 i日当り賃金

である賃金導iに換算し消賞者物価指散でデフレートして、 1975年から83年時点

までの変化をみたものである。注 1)この図から新率常勤者と多くの中途採用

者(地元中盤企業の臨時工及び零細企業の中途採用 「常勤者」も実質的に後者

の範防にはいる)との賃金率絡差が、両年の時点で存在しているというだけで

な く‘年を絞るに従いますます拡大していることがわかる。それは新卒常勤者

の賃金がこの間物価上昇と同じ賃金上昇であったとしても年功序列的な賃金体

系下で勤続年数に従がった賃金上昇があるからである。それに対して「中途採

用者」 の場合ほぽ入l際l時の賃金のまま般移するため、賃金ペースが物価上界に

伴って上がらない場合はむしろ笑質額で下ることもありうる。また図示したよ

うにこの附「中途係用者J等の場合は勤め先を変えた者が事例の半数近くに及
イ.lb..

ぴ、 賃金の底位停滞状況のもとで、多少の労働条件のちがい(わずかな日当の

ちがい、 通勤条件のちがいなど)によってつとめ先を変え労働力移動がおきて

いることも示 している。

また「中途採用者」の採用l時賃金は年前告がi高まるにつれて低下することは、

調査対象地区のある臓業安定所の資料、表 7-1 6からも明らかである。 1983

if.の場合男子30~34蔵がピークで、また女子は 25~29歳で阜くもピークに逮し、

それ以降は低下する傾向となっている。

このような地域労働市場における就験時の年齢階層別の賃金格差の機造とそ

の固定化は、農家世帯貝の就業選択にも反映する。表 7- 1 7は年齢階層別、

経蛍耕地鋭敏階層別に調査5提言喜の農家世帯貝の学Nと就業形態を整理したもの

である。ここではとくに低成長期の18-29歳の若年世帯員(表中の表側 1)、

すなわち農業後継者の就業動向に注目したい。この年申告層の特徴はほとんどが

公務員や鞍員などの勤務形態にあり、 しかも勤務地は村外や遠隔地であること、

そして半数以上が短大以上卒あるいは在学中であること。さらにこのような高
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学E主化、 !被員就業志向、遠距麟通富山あるいは他出という傾向は、 その農家の階

層性とほとんど関係なく進行していることである。この年齢層には農業専従者

は皆無であるだけでなく、他山していて農業就業が不可能な者も含め、農業に

ほとんど従事しない者も少くないことが実態調査から明らかとなっている。

以上のように低成長下の農家世帯員の就業動向は、農家の良業経営規模では

なく年紛階層によって分化してきている。すなわち若年者の農家後継者の他産

業への“完全就業化"傾向の強まりと、逆に中高年防省の他産業就業における

不安定化と、同様に分化の傾向にあることが確認できる。地成農業再編とい う

今目的課題を考える際に、 このような農外就業の情造変化が考慮されねばなら

ない.従来のような経嘗規機に規定された農家聞の経済力格差、すなわち子弟

の聞の教育絡差の関係、及び農家後継者の農業就業が当然視されるイエ的規制

が、消滅したとはいえないが、その弛緩が地減の上層農家にも及んできている

といえる。このことを地成農業の担い手の課題としてみる時、従来のような農

家間の所有農地線機絡差による経済的優劣ではなくて、就業形態がすでに分化

した凹f首長の就業に合せた経蛍、担い手の再編が行われる条件が生じてきてい

る点に住目する必要がある。

設 1) 図 7-2の1975年(昭和50年)の賃金率は、同一農家を対象とした「

昭羽J50年度農業補造改善基礎調査J (関東農政局)の調査結果に拠る。

.21.0 
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第 3編 j由岐 Lr~~控再編と J旦い乎の}形成

貰l81主 稲ljJ.作:.lft業地併における農業の担い手と地場産業の再権成

-j仁陵地域を対象としてー

口本経済の椛造変化のもとで、社会的安定層として政策的にっくりだされて

きた日本農業の兼業情巡の矛盾があらわになってきている。とくに農業の近代

化が水稲単作 ・省力機械化を軸に推進ゼられてきた北陸地域においてその矛盾

は鋭くあらわれてきている。構造的不況下で安定的就業といわれてきた恒常的

勤務労働者についても、前編でふれているように企業の人員監理や合理化に伴

う配転等で、 I出場での通勤兼業として安定的ではなくなってきている。農家の

後継者が農家を敵れて一般勤労者と同様‘転勤に応じるか通勤兼業ーを続けるた

めに腐問の不安定な第三次産業等に転賊するかという選択を迫られている事例

も少なくない。民外就業の不安定性は、官官述の第 5章でのべたように構造的不

況業繍といわれる電気化学工業、繊維産業、さらにアルミ関巡産業など、 これ

らの業miが北陸に集中しているととと無縁ではない。

また北陸の基幹的農業である水稲生産ーにおいてもさまざまな矛j震が顕在化し

てきている。兼業稲作の問題は単に個別の兼業農家の「機械過剰設資」や「低

生産性農業」という問題にとどまらず、 自然災害に適切に対応しきれずに年々

の収鼠変動がl正大するなど、生産の不安定性が地域的な問題となってきている。

低米filliと工場での労働強化のもとでは、米をー俵でも多く収穫しようとする意

欲は減退し、圧倒的多数を占める兼業農家の稲作労働は極力抑制lされているか

らである。

北陸の農家の経済 ・家計は高度経済成長下では、さまざまな矛盾を内包しな

がらも、稲作の相対的な優位性、兼業所得の増大によって、全国的には北陸の

農家の安定性が維持されてきた(表 8-1参照)。 しかし精進的不況期以降ーそ

のj山{立は漸次低下し、 19771[:ユ(昭和52年)以降は I人当り家計支出水準で全国

平問を下回っている。

' 兼業農家の~業経営は、経営規模の拡大が農家として生き残る唯一の道とさ

れるなかにあ って、 ますます経営を維持させることが困難になっている。その

ような状況のなかで、稲作機械の共同利用や作業受委託など、兼業農家の経営

を維持するためのさまざまな工夫や主体的努力が各地にみられる。たとえば、

.211 
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表8-1 :ltI笠般家経済の分析指標

IYk 提 一
全同対lじ(全国平均=100)

U<:{?I% 
能，!!" ßJl~ト

労。生主活:祭性I~古 土地 1 人

生性産 当 り

(%) 月ii!l 乃ilヰ 富W'1J(

i11135 S5.S 111 102 122 110 106 

~O H.5 109 1 J J 12日 109 106 

45 31. 9 90 111 119 95 104 

50 31. 2 98 109 136 104 101 

53 22.2 日l 112 122 87 98 

5.1 l!1.G 目。 112 121 86 95 

itl flfl攻防向調究開!民」。
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二 ・三戸の兼業農家同 1:の俄械協同利用は、個別農家の過剰投資を解決する一

つの方法ではあるが、 c.~外での勤務形態の変化によって良作業時聞が制限され

る以上、 このような利用形態はきわめて不安定であるa また兼業農家中日互のsl1

外就業j形態にうまく合わせて合理的な利用が可能となっても、兼業就業を前提

とする以上、 農業経営の現状維持以上のことを期待することは困難である。

兼業就業を必然化させるような単作的農業構造に対する反省が各地で起きて

いる.そして兼業農家の農業経営・生活のみを対象とした穀業農家問題にとど

まらず、専業農家も含めた新しい地戚の農業のあり方として、さらに農業を含

めた地I或の産業問進を変革していく視点において兼業開館解決の方向が示され

ねばならない。

以下の節で示す北陸各地I或の事例は、兼業化が深化し地減の農業が衰退する

なかで、殺芸能農家も含んで地域農業を維持発展させるために試行錯誤を繰り返

しながら努力している地峻の事例である。それらに共通していることは、地J;;J

の自治体や伐協が個別農家の経営を維持 ・発展させるために、 兼業農家に残さ

れた“農業専業労働力"の営践をsJ}け、 I由岐全体としての農業振興!に努力して

いることである。富山県の姉人米づくり運動でn価されるべきことは、反収 8

OOkgという積極的な稲のj曽収を呂僚とし、専業兼業の別なく集活を単位として

巡動が進められていることである。また新潟市大江山地区の事例は穏単作から

の脱却をめざした大江山型慢合経営の確立‘新潟県の中山間，J.ttll減の小園町では

地元の農業l摂興と結合した幾度加工業の皮肉というように、いずれも兼業を安

定させるための施策ではなく、地域農業の担い手の一人として農家婦人や出稼

農民が位置づげられているところに特徴がある。兼業深化の過程において農業

経営の純持 ・発展は図鎌さをJ曽大させつつも、農家世帯員の社会的労働力とし

ての個の縦虫の方向lはi明確になりつつある。それが現実化するのは地威的組織

に支えられた農業生産の場面においてか、労働組合に支えられた工場労働者と

してかは、それぞれのおかれた条件によって決められるごとであろう。

第 i節 F青山県の婦人米づくり運動と兼業農家婦人

'E吉山県では早いl時期から大型闘場.!II備事業と流水客土による土糠改良、さら

に大型彼械の共同利用による組織化などの稲作の近代化が進めら れてきた。そ

の後大型機械利用組織が崩札それに管わり一部に大規娯稲作受託組織の形成

を見るが、それが十分な商的な広がりを見せずに兼業が深化し、稲作の後退的
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傾向が強1まってきている。

このような背債のもとで、 1976年(昭和51年)から県下各地で農業改良管及

引業の一環として、婦人米づくり教室が開俄されるようになった。この婦人米

づくり運動は.兼業化が極端にi並行した稲単作地綬における農業の担い手の喪

失状討を示すと同時に、そのなかから新しい担い手として農家主婦に期待がか

けられていることを示している。婦人米づくり運動はそれ自体はいわば上から

組織された稲作のj曽収・良質米の技術普及のソフト事業である。 1976年から80

年までの 5年間に県下の全集落の 50%近くを対象に、延べ 900回に渡り婦

人米づくり教室が聞かれた。その狙いはとくに銘柄米のコシヒカリ等の作付割

合を高めるための、続俗化された合理的稲作技術の普及にあり、教科替に基づ

く知識の学習の他に.背凶まわりなど実践的指導も行われてきた。との運動の

なかで経験主義的なm.都主の技術は排さtL，普及所等の指導に従った科学的な

l氾I音管Qll技術il;¥農家主婦の聞に行き渡り、そのこともあって良質米比率が短期

間に90%を越えるほどの成果を上げている。

ここで注目すべきことは、今まで不安定 ・低賃金の農外就業を強いられ、農

業では世術主の行う作業を補助する役割lしか与えられていなかった農家主婦が、

主休的に稲作に取り組み、新たにグループで水回転作など新しい作自に取り組

むようにな ってき ていることである。この婦人米づくり運動も兼業化が進み稲

作の後退傾向が強い呉西地区と、 I戸当りの耕地周積が比較的大きく農業での

発展の可能性をもっ呉東地区では奥なる.ここでは呉東地区の入善町と呉西地

区の砺枝市の例を取り上げる.

入選町は水図面積も比較的大きく、水稲の増産意欲の強い農村である。婦人

米づくり運動に先駆けて既に 1973年(昭和48年)から農村婦人大学がもたれ、

200名近い主婦を組織し、新しい稲作妓術の普及指導が行われてきた。 した

がって婦人米づくり運動の始められた 1976年(昭和51年)には、 I自収に自信を

つけた主婦たちのグループ化も進み、自主的な活動が芽ばえてきていた。注 1) 

そのグループのメンバーの一人の婦人、小沼戸地区の Fさん(50歳)は結婚し

た時から夫が釦Jめにでている、水田 2ヘクタール経営の兼業農家の主婦である.

1 5歳の時から稲作を始め、 35歳(昭和51年)には嫁ぎ先の義父の引退にと

もない農業の中心的な働き手となっている。そして闘場箆備事業終了後の 1969

i.l' (IItl和44年)から、男仕事とされる溶接工として近くの鉄工所で働きながら

稲づくりを続けてきた。 1976年(昭和51年)に入善町の米 800キログラムと

.214 
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りに参加し、その実iliEDIに取りmみ、 3年目の 1978年に反収 710キログラム

の収符をあげ、多くの篤農家を彼いて問Iでl{立の成績を納めた。婦人米づくり

教家には 1979年から多加し、地区のグループのリーダーの I人となっている。

その伎術は特殊な才能や篤良家的技術ではなく、普及所の借導と自らの学習研

究による工夫、 そして鉄工所に邸Jめながらも綴密な肥結管狸を怠らないことに

よって、大きな成泉を納めたものである。兼業屋皇室長の兼業婦人でも一定の条件

が燈えば、経営責任の自覚のもとで、地域水準以上の農業に主体的に取り組め

るのである。

間山県呉西j也区の砺波IHfK集務の婦人米づくり運動では、活動の内容は入善

問Iの京例と類似しているが、入替I可のようなグループや担い手としての農家主

婦の成長はまだ遅れている。 しかしそのゆでも主体的に農業に取り組む主婦が

生まれてきている。 1砺波市のある集落の 6名のメンバーの経営綴況及び主婦の

役割は表 8-2に?望感した通りである。 A農家は K集穏でH佐ーの大線機稲作言背

負良家であり、 l也 5 戸の 1111家は[!!-~帯主が兼業就業を主とした第 2 穣兼業農家で
ある。

農作業は主婦が l人ですべてやるという農家はないが、大型機械の運転を一

郎分!日している主婦が 2入いる。 BとDの農家であるが、いずれも年齢が38歳

と比較的苦い。また自作J出荷慣が大きく、 しかも世帯主の農外就業の状況から

農業のために休暇もとりにくいので白磁日には世帯主が運転するが、平日は主

姉が機倒に乗らざるを得ない。 しかし D農家ではトラクターで荒起こしは主婦

がやっても、代綴き均平作業は位帯主がやるといういうように作業の難易によ

り分担されている。肥地管理はほとんど主婦の担当となっているが、そのなか

でもポイン 卜と なるのが施肥と水管埋である。稲の顔をみながら作業を行ない、

それいかんによって収毘・品質にも影響守る。元肥は従来から自分の回一枚一

枚を知り尽くしている世帯主がやるのか、それとも研究会で習い蛍袋指導員に

階示された方法で主婦がやるのか農家によって異なるが、後の作業に責任をも

っ主婦に管わる事例が}首えてきている。とくに追肥は稲の生育との関連で実施

j~期が決まり、 しかも年 3~4 回と回数も多いのでほとんど主婦の担当となっ
τいる。

このように普及所・屋是協等の町一化された稿づくりの伎術指導を前提として、

これらの農家では稲作の主役は世帯主から主婦に移行しつつある。まだ完全に

稲作の管理阪が主婦に移ったとはいいがたいが、少なくとも従来の補助的役割j
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表8-2 砺波市Iく集落の婦人米づく り運動参加農家の奴況〈昭和53年〕

話民家号 営ホ而m促明 仁f17主のilt浪伏況 I主却の従業状況I分主婦担の・良その1干然他

^ 1叶5伐股業主冬 1
3峨 … 鈎2叶 2峨

J日H，'f;"場 100口 同作京 在学中(東京)

B 201 13fj.主，茶企梁i.(山 3SN主，1昭和40年 ト フタ F ーオベ 2~J， (15歳，在学中)

エ助長，年Jl13iO から商f.s事務， コンパイン 4l!f'1，施

万 月に7日，年Jtz. D!'!，水管理，他

50万円「つとめ

を止めたい」

C 192 58政.迭問師 49歳(以前医院 RE洛管理

(1 級) のっとめ)

D 161 'Ili設.銀行員，高 33叙 (1沼年49年 トラクターで.IJI伝全 (14歳a 在学中)

岡支I占'Ili)J)j までill設会祉事 部(代かきは世帯

務J 主)，コ y バイン(日

昭日は位*主)，n巴』音
管理ほとんどすべて

E 1152 P階大エ

ゴ

山

出

一

{

一
忠

一

管

一
水
一
一
雄

'
一
管

肥

一

培

追

一

肥

l
ー

I 27成『会社員

(東京へ出句中)

I 29主党運転手
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りからlIilしつつある。 しかし転作ムードが強まるなかで昼間主婦が大勢で脅問

まわりするのも ~I: 常にやりづらくなり‘ コシヒカリも余ってきたという状況の

なかで主婦の意欲も一郎で萎えてきている。そのような状況の中で E良家の主

姉!のように、 1979年には水田を転作委託に出し、米づくり運動から被けていっ

た事例もある。 しかし新しい岡場と機織と技術が農家婦人の主体的な農業への

取り組みの可能性会聞いたという側面と、その実践によって成果を上げた農家

主婦の笑績とが基礎となってその役jljJJをいっそう高めていく傾向は一層強まる

であろう。

注 1)入笹川J五卜墜集落の稲作婦人グループの活動事例は、 『現代農業』昭和

541.f. 2月号で紹介されている。

賀~ 2 ffi'i 兼業成家主婦のイチゴづくり一新潟県大江山地区の事例

新潟市大江山地区は設作地帯新潟平野の一角に位置し、近年都市化と兼業化

が急激に逆行した古丹市近郊農業地帯である。 地域全f或が農業振興地峡となって

いるため、宅地転用による農地の荒廃はあまり自につかないが、開発の影響は

地面の Fと人々の生活のcl'に浸透している。たとえば隣合わせとなっている新

潟市の市街化区峨内の地価が年々上昇ーするなかで、大江山地区の全水回爾f11の

20% 余りが I~ 管.lt!lとして市街地に住む他j也峻の農家の手にわたり、 自作J由だっ

た水凹を新たに小作している農家も出てきている。注 1) 

一方農外就業の条件は大都市新潟の近郊であるにもかかわらず、第三次産業

を中心とし製造業としては米議などの製猿産業や蒲鉾製造などの食品工業があ

るが‘労賃水準は低く、雇用の季節性が強く残っている。低賃金 ・高地価とい

う経済的な地峡環境のなかで不安定な兼業化が広がる一方、混住化によって物

取(f.Jな農業現段の悪化も著しい。 したがって農業後退を余儀なくさせる都市的

地峨開発に対して、たんにj農業J震興策だけでは問題が解決しない段階にまで到

っており、地域農業荷編の談題が生活 ・教育・健康問題まで含んだ地域づくり

の一環として位置づけられて取り組まれているととろに特徴がある。注 2) 

，亀田郷土地改良区と大江山農協が中心となって、農業を基礎にすえた地域づ

くりが昭和40厚代の後半から始められる。混住地域の合理的な土地利用計画か

ら保育所づくりまで幅広い活動が続けられている。農業では大江山農協が中心

となり、水稲育苗センターがつくられ、 さらに秋の収穫期対策として、婦女子

?t7 
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でも但げるように米袋を 30kg入り紙袋にきりかえ、農協による庭先集荷体制が

とられている。これらの街動は.共同作業への農家の出役方法の改詩とあわせ

て「大江山)y式」としてfr'l価されている。農協の営農J旨導はこれに留まらず、

稲作プラ スアルファ封11作という 複合経蛍により、専業・兼業農家を問わず個々

の経営規模と労働力に見合った作型を設定し、 l農業での自立の方向を示した点

に緩大の特色がある。そのうちの 1つが労働集約的なイチゴ栽渚を取り入れた

終営の発展である。 f生産費プラス労賃(目当 4，000円)を保障する日li絡の実

現」をスローガンに、イチゴ栽t音によって少なくとも農家主姉が日稼ぎに出な

くてもすむように臼際が定められ.農家と農協とが一体とな った産地づくりが

始められた。労働多J量的なイチゴ栽t音では、個有の経営にとってその栽J音規模

には 1;)ずと限界がある。そこで収穫期をずらせて栽培期聞が長くなるように路

地、II三促成 12月ハウスがけ、さらに長期株冷(ハウス)、短期株冷(ハウス)

とさまざまな作型が、経営に合わせて導入されるようになっている(表 8-3

参照)。そのうえに露地野菜やイチゴ作の間作としてのほうれん草やメロンの

羽入によって、 「休めるのは正月の 3日間だけで 4日からはマルチや大葉とり

の作業が始まる Jというように、年間通して農作業に従事する休系が、雪国の

Jel村にできたのである。いままでは冬期は積雪のため出稼ぎという形で兼業に

従刑することは、宿命的なものだったのであるから、 これは画期的なことであ

る。

大江山地区西山築港の Yさん(主婦50歳)は典型的な兼業農家の主婦である。

この農家では主鯛が一人で湾地イチゴ10aとハウス 360坪 (101索)を管湿して

いる。主人は長距縦トラックの運転手でほとんど家にはいない。水稲25aも親

しい主婦と 2人で作業してつくっている.イチゴハウスは 2.5問x10問、 3間

x .15聞がそれぞれ 3棟、 3間 xJ 2問が 4僚と、いずれも小さいハウスを 3カ所

に集めている.このように小さいハウスは作業能率のうえから必ずしも適切な

ものではないが、年に i回の大仕事であるビニールの張り替えが l人で出来る

ことに般大のメリットがある。

Yさんはハウスイチゴを始める前までは、水圧!も 1ha近くあり夏場は稲作で、

j 0 F-J ;から 3月までの半年間はかまぼこ工湯に勤めていた。ハウスイチゴをはじ

めるようになってから、勤めは 12月から 3月と短縮し、 fl2月がけ」の作製を

採り入れてからは、 1I月、 12月に、さらに 1980年には「長期株冷Jを導入し.

ついに永年勤めていたかまぼこ工場をやめることを考えている。かまぼこ工場

之lR
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では日当が、 3， 500門から R，70DfJl位で(3月まで勤めると若干ボーナスがで

るがそれ以外の季節工にはでな b、)、それに比べはハウスイチゴに若干の野菜

づくりを加えた農業収入でひき合う目度がついたからである。また冬を越すハ

ウスイチゴ栽陪では、冬JUJにはハウスの除雪作業と管理が毎日必要とされ、 WJ

めとは両立しにくい。ハウス内海度は雪のある日でも太陽が照ると筏氏40度

以上になり、 25度以下に保つには朝晩ビニールを上げ下げしなければならな

いからである。主婦一人でやる除雪作業は大変な労働であるが、それにもかか

わらず、 イチゴや日午菜作を主休とした「主婦専業農業」の擁立は‘稲作の機械

化と生活貨の高騰の中で兼業にでなげればならなくなっていた農家主婦に、主

休[内に農業を行いえるという可能性を示した。

このようなイチゴ栽培が地峡で 250戸の農家に定着し、膜下第 1伎の産地

となるには、大江山農協の全面的な箇良改善の努力があったこととが特筆さ れ

ねばならない。:JJ荷・販売商では、個別商人出荷から農協一元集荷 ・共販体制l

への転i負を数か年かかってやり遂げ、市場対策として地元新潟市の消費者との

交流、さらに北海道にまで農協独自の努力で阪路を広げている。イチゴの集荷

では佐渡農家の労働力節減を考え、初J6時、 1 1 1時、夜 91時の i日3回集荷休

刊111を、大到冷蔵庫の設置(農協・昭和 50年)と農協職員の努力で作り上げた。

「ことに夜 81"寺から 101時までの集荷には 100人近い生産省が集まり、セン

ターは熱気と活気で一体になった。ことに地区農民の生産に対するエネルギー

の結果をみることが出来た」と i農協峨員が記しているよ うに、米の倉敷料収

入のみに依存していた農協の保守的体質の脱却が変革の条件となっている。

兼業良家の主婦の専業農業を含め Iつ 1つの栽Jl}規模は小さくとも、地域と

してイチゴ産地の限立をみたこと、このことがさらに大規模な復合経営を目 指

す専業農家の経営発展の地域的条件になっている。たとへばイチゴハウスの悶

作として将人されたネットメロンが技術的にも定着するにしたがい、今まで外

に!動きにでていた後継者がメロン裁t告に憲i放を持ち戻ってきたという事例が専

業(f.J農家に :Uてきている。注 3) 

注 J)拙稿「代替地提供地区だっただった村で一新潟市大江山地区一 J (阪本

楠彦編『土地価格の総合的研究』農林統計協会， 1984年)P，553-571 

主E2 )泊稿「都市近郊の地域づくりと複合農業をめざしてJ (r住民と自治J

NO 223，自治体研究社， 1981.lf) P.65-69 

;~ :! 1I 



tl: 3 )農家の主自前労働力を主体とした水田地併の媛合農業の形成は福井県大野

t:t..J自でもみられる. Jtll繍「北陸におげる僚会産地の形成と展開J ( jl1I; 11iIUIl・

永岡忠卜自11編著『構造再編と農業指i!J.JJ全国農業普及協会， 1981 年)P.159-172

m3節 LjJ山間農村における農産加工業の立地と出稼き・就業の解消

一新潟県小国町の事例

Jt践の中山間農業地帯では農業の近代化の困難さにくわえて、冬1mの量産雪に

妨げられ過疎化の進行は高度経済成長過緩で急激に進んだ。このような泡域で

は潟村工場の誘致も思うように進まず、若年後継者の続出だけでなく挙家磯村

も後をたたず、中高年令者の:H隊ぎも続いている。 したがって地峻の袋業を中

心とした産業の娠興と地元労働力の定着の課題は、生活環境の改善と結びつい

た一体的な諜題として考えられねばならない状況になっている。

調r~烏!累の小田町もそのような条件にある中山聞の農村である。出稼ぎの歴史

は古く、食品関係の業種を中心に人口の約10%(1，000名前後)が表日本の各県

へI年の半分はUJ稼ぎに山ている， ζ の小園町に昭和 50年前後に期せずして

3つの際経加工工場ができたのは、 偶然ではなし、。出稼ぎ農業を支えてきた稲

作が減反 転{乍での(11lぴ悩み、中山間の地の手1)を生かした諜タバコや野菜など

の創作が後継者の派出で労働力商からも困難になってきていた。一方出稼ぎ農

民の年齢も高申告化し、地元での差是業を中心とした就業形態での定着が強く望ま

れていた。ここに紹介する農民自身の手による 3つの農産加工工場はそのよう

な条例ーのなかから生まれてきたものである。

(1 ) わら加工工場(羽鳥ライスセンター)

経営者は 1. 6haの水田を耕作する農家であり、議加工工場をつくる以前

に、 トラクターやコンパインでの農作業請負を親子で行っていた.それ以前の

J 964年頃からかますやコモの生産を行っていた意欲的な専業農家であった. 19 

.， 4 {f. (JJ{3 ;f114 9 ij.'. )に水IIIを転用して第2ライスセンターをつくり、その施設を

利用して畳の床地と人工芝マット、 コモ生産を本格的に始めた。雇用者は常時

6人(男 2入、女 4人)で夏はさらに 2人、冬は 6人ほどの臨時扇いを使い、

原料となる稲ワラを年間250トンほど消化している。

この緩醤の特徴は稲ワラの収集の仕方にある。ワラのほとんどは収穫期に従

業員総出で集めるが、その他にライスセンターに持ち込まれた水稲の脱穀 ・潟

鍛の料金(1 ~巨 3 0円)をそのワラの代金と相殺していることである。小国町

三21
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の水聞の 60% (800ha)は未箆備の谷地図であり、パインダー刈の稲東が農家

によって待ち込まれてくるのである.さらにライスセンターの即l産物で今まで

償却していた籾ガラ やクズワラも、加工原料として利用できるよ うになったメ

リットも大きい。ワラ不足で毘床地2，250円(1976年の士山戚協定価格)と暴騰し

ている 地域にあ って、 1，800円で畳屋に!fiJし販路を広げている。ワラ集めの工夫

だけでなく、耕うん機のモーターを利用した昇降装置や、 ライスセンタ一緒設

の年間有効利用など、農民((.jな智恵が随所に活かされた綬営である。

(2 ) 消17物JJrJ工工場(新潟県小国lUr良産加工組合)

相j歌山県のi貨物工場に毎年出稼ぎにいっていたグループ 10人のうち 5人が、

そこで習い覚えた加工伎術を活かして 1973年(昭和48年)にはじめたのがこの

工場である。建設資金 1.600万円の調達は、近代化資金 600万円、和歌山の本

村山資 500万Pl(機械類)をベースにし、水回転作事業の県単補助金50万円と

組合貝出資 450万円よりなっている。従業員は組合員 5名と季節臨時薦周の女

子21名 (平幼年前t43議)である。組合員 5名のうち 3名は水稲のほかに紫タバ

コ栽I宮を、 1名は大恨をつくっている複合経営農家であるo とれらの農業に専

念したいという願望が、 !μ縁ぎから地場就労に転換する 1つの理由になってい

る。 しかし当工場での就労は夏大恨の出回る 8月と秋大根の1O~ 12月の合わせ

て 90 日間位に限られている。そのため冬期の 1~4 月には本社の和歌山工場へ

/Jl隊き'に UJる。本社工場との関係でこの工場では大根の i次加工(鹿蔵)しか

できず、 ここに就業改務の聞での限界があらわれている。付加価値の高い 2次

J)ff工 (1味付け)は、たとえその技術があ ったとしても、資金及び販売力がなく

てできないのである。賃金は目当支払いで男子 5，OOO~ 5，500円、女子 2，500 

Plと決められており、その支払いも本社からの委託加工賃であり、現地で決め

ることができない仕組みになっている。

当工場建設に当たって地元の自治体や農協がもっとも期待したことの iつは、

原料大恨の地元供給であ った。 しか1975年(昭和50年〕の総入荷BtG 50 tのう

ち f00七、 76年は 600tのうち 10t、 これが地場供給の実績である.当初工場

と地元農民との問で最低価格補償制度 (kg当り 20円、 10 a当り 2万円)を設け

て原料大恨の契約栽培を始めたが、あまりにも大槻のできが怒く 2年もしない

うちに乙の制度は崩れてしまう。そして結局原料大根は青森や新潟県下の既存

の大~地から大量に調達することになってしまった。

j也元での)Ifl_産物jJlf工工場の創業は、 以上のように下請け企業的な一次加工の
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加工賃隊き・のj戒をでず、原料大恨の地元での生産、 供給はうまくいっていない

が、出隊ぎ解消のためのI出場就業の機会を出稼ぎ農民が主体的に作り出した意

義は大きい。

(3) mおよび仕込みミソ製造工場(有限会制新潟農産)

三国の山を越えた群馬県への出嫁ぎ椛屡の歴史は 100年も続いている。群馬

県北l1Il山間地は大豆の産地であり‘首ーから自家用ミソづくりの習慣があか冬

場に農家を回って椛の注文をとる(1人 2，000軒くらい)ことが‘出稼ぎ農民

の仕取であった。そのUJ稼ぎグループの 6人が地元に椛工場をもち、出稼ぎ者

として閥mされるのではなく自ら経滋し、息子たちの代に引き継ごうという発

想でこの会社は設立されたのである回設立資金は当初農業関係の補助金を期待

したが、椛づくりは農業ではないと適用されず、結局 1，100万円余のうち 800

万Plli国民金融公TllI等から借り入れている。従業員は出資組合員 7名(うち i

名は28放の高校の燦産加工科を卒業した社長の怠子)と、原用者 5人から成る。

賃金は FJ給月給mljで男 4，500円、女 2，300内であり、忙しい時期には高校生ア

ルバイトを 2，000円弱の賃金で臨時履用している。

原料の大豆、麦、米については、前述の大叡漬け物工場と同様、当初f出場翻

述がE童図された。 しかし、大豆はうさぎの食筈問題が技術的に解決されず耕作

者がnたないため、業者な過して外国産と北海道彦のものを半々の割合で購入

している。麦.米についても問傑ですべて他所の業者から購入している。また

{J込みミソの地場での販売もすでに農協では経済連を通じて信州ミソが入って

おり、地元の農協の届先でさえ売れない状況である。

小国IIIJの足量産加工業の新たな立地は、出稼ぎ農民など地元の農家が自ら努力

して実現したものである。それに自治体等の資金扇での援助や、 1m雪道路の建

設など工場が立地できる条件づくりとしての地I或開発の推進があったことも 1

つの袈因となっている。農産加工工場が弱電関係の部品製造や縫製業などの段

付工場と異なる点は、 l原材料供給関係を通じての地元農業娠輿と結合する可能

性があることや、就業形態において生産の季節性を考慮した農業経蛍との両立

によか年閣を通して安定した就業ができることを目的としていることにある。

そしてその結果として農村の人口の続出を防ぎ、若い世代が地元に定着する I

つの契機となっている。

しかし前述の 3工場の事!日lにみられるように、 まだ操業したばかりで試行錯

誤を繰り返している段階とはいえ、ヲでにさまざまな困難が出はじめており、
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緩営として自立し定着するまでには自らの経営努力を超えた問題を解決しなけ

ればならない。とくに農産加工の特殊性に見合った経蛍資金制度の問題、原材

料の地場供給安定化のための公的事業による援助、そして製品販売に対する農

協経済連等の理解などである。さらに農産加工技術面においても、湿度の高

い小国IIIJでのミソづくりを可能とした「腹切り法J (椛のなかに騒をまぶす独

特の製法)の開発にみられるように、今後の課題として大豆のうさぎの食筈の

防除方法の開発など多くの課題が残されている。

かつての民家間l重量的農産加工業が商品経演の浸透とともに衰退して以来、商

人・工業資本の支配するところとなり、その経験の蓄積・研究もとだえていた。

現在の農民的農産加工はたんなる復興ではなく‘近代的な技術を導入し経営的

にも陶人や工業資本の経営するもの対抗しえるものでなければならない。その

際原材料を地場にgj'fし、農業との兼業によって年間の有効な就業形態をつくり

あげ‘そして消費者に対しては安全な食品として迎え入れられるという、他の

経営ではできないメリットを媛大限に活かしていく創意と工夫が必要とされて

いる。

寄崎3

字母斗 11.11村工場の展開と労働者としての自立化の課題

.It陵地減の農村工場の展開は‘第 51草で述べられているように、歴史的な地

域の農業・産業問進の相違によって池波性が強くみられる。伝統的な織物業を

中心とした自営兼業地帯が石川、術井の全県下と新潟の 1部にあり、電気化学

工業、機織工業が富山県を中心として他 3県の 1部地域にあり、さらにいまま

で稲単作(f-Jな純農村地峡と中山間袋村には、弱電部品や縫製業を中心としたい

わゆる農村工業が新たに展開している。

地域の労賃水識は、本格的な男子麗用型企業の比較的多い富山県において会

図的にみても相:対的に高くなっている。 しかし零細!な自営兼業を裾野として広

くj由)ijlに展開している繊維・金属等の地場産業においては、新規に立地した農

村工場と同じく、農村の豊富な低賃金労働力の存在がその存立の基礎となって

いる。農村にその労働力供給を伝統的に求め続け、景気変動に強いことをもっ

て評価されているI出場産業は、その存立の条件として就業の不安定性と労貨の

低さがあり、その労賃水準は第 3次産業や新規に立地している鈴村工業よりも

低いことが儲態されねばならない。新潟県の業績別展低賃金を決定する際に、

地場産業の経営者は自らの経営の存続をかげてその水準アップに抵抗を示して
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いる のが現状である。

農村に立j也している企業のなかでも、男子原用型の大企業においては労働組

合もあり、その労賃水準は全国的な水準に規定されて貿上げも笑現されている。

とくにH百和50年代に入り、週休 2日時IJや夏休み休暇m'Jの導入など労働時間の短

縮がみられ.そのかぎりでは兼業稲作がしやすくなっているかにみえる(表 8

4参!!司)0 しかし同時に大企業といえども経蛍不仮に伴う人員鐙理、関連会

社への山1向が低成長下では一般化し、大企業になるほど企業内において全国的

な級協での転勤が界・進の条('1ーとなっており、地元通勤により兼業農業を続ける

ことが閤雛にな っている。そしてこのことは都市労働者において、人事管理と

しての転倒Jが一般化している笑状からして、 とくに録業労働者の問題として労

働組合の取り上げる誇!題とはなっていない。

高度経済成長下に北陸に立地した農村工場は、農村工場の先進地長野県や愛

知県に本社のある、 いわば農村工場のさらに下請け的な性絡をもち、その労働

条('1'はいっそう劣悪である(第 51室参!!¥l)。 とくに中高年婦女子の労賃水準は

常草1)(11勤務形態にあっても、初任給水準のまま推移し、賃労働者として自立で

きる水準からはほど速い。

線付工場の低い労賃水準と兼業農業との相互補完的関係は、農業の機械化が

j住んだ今口においても依然として謀本的に変わっていない。だが賃労働者とし

ての生活部分が支配的になり.低成長下で労働情勢がきびしくなっても、 もは

や農業へは容易に戻れない状況となっている。 しかし、 まだほとんどの農村工

場労働者は未組織の状態におかれており、状況がきびしくとも、倒人的にしか

対応できない状態のもとでは、兼業併進は企業の労働力調態に利用されるだけ

である。このような状況にあっても農村労連などの媛助で労働組合が結成され

たところでは、 自覚的な活動がはじまっている。農村工場での解麗織回交渉の

引例が、新潟県柏崎市の事例にみられるが、そこで働く農村主婦の賃労働者と

しての自覚の高まりと、労働組合に結集することによって自らの労働条件を改

話していく jJをみることができる。賃労働者としての自覚と、社会的に自立し

える賃金と労働条件の改醤が、矛盾にみちた兼業構造を解消するための基本的

な条件であることが、兼業化が進むなかでいっそう明らかになっている.
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茨8-4企業.)]1)就業条件一覧(石川県民上町) IInι 人. %.万円， ;1' 

従，';'R うb
平均賀会(月)

ノ11..::、--岨Y・'.主主 f!fi 

終男(認)1女(ZZ)
休 畷 ~il) 度 労il~

J1. f~ 年的

八 3主役 t~ tn~ 3，900 30以上 23 (.11) 13 (28) 完全週休2日告1)，連休 .ft
休み (5八-5，7123-23. 
8/13-18). (有)10-20日

60 有

13 I ~担0. ・ 令広 1. 300 50程 22 (34) 16 (29) 祭日なしの週休 2日告1) 60 有

C 金 J.ll製浴 2'10 40 21 (39) (有)8 -20日 58 有

D テープ創造 80 15 25 (40) .. 隔週々休 2日制， (有)8- 60 無
20日(準社員 5日-)

E 一般 I~! 限 80 30 20 (39) 16 (38) 土(う限ち臼l半日日I~ 夏休み 3日 60 有
主黛給休[鼓) (女45)

F 何人肌有llj\~ 60 25 17 (46) II (33) (有)6日-20日a 休日は，
日祭日とft暮(10日間)のみ

58 主主

G f旦;It(生日v 40 5 18 (117) II (<12) 月間山'f}J日数24.7B (年間
休日68.5日)

55 無

H t~è 械 部品 20 30 20 (35) 55 住

11 1) 昭和57年10刀!'l!沼周究結!l!，('fi')11年次官治体唱のこと.

2) 企業向の凡は小~ilïにある.

?.2G 



第 9草 地域農業再編と「専従者経営Jの形成

-.良野県富田村を対象としてー

はじめに

当叢の課題は低成長期の就業燃造変化をふまえて兼業農家の経営情造を分析

し、地域農業再編の方向と課題を解明することである。今日いわれるところの

地域農業再編の妥は、米の生産過剰lを理由とする水田利用再編対策事業を直後

がjな契機とする事例が多い。しかしそれが外圧的なB画策としてのみ受け止めら

れている聞は、地械農業再編にはならないのであって、地域の農家言者階層にと

って、倶楽経蛍の改善策として具体化されて初めて構造変革になると考える。

地i戒の農家、特にjfi業農家の就業と農業経蛍の改善方向が地峻経済の構造との

関連で解明されることが、 J出l或農業再編の前提となろう。

その際、留意されるべきことは、高度経済成長期の地峡労働Inn場の形成と労

働力の統動化によって、~*白骨?員個々が社会的な労働力として家族経営から

引き出され、 “商品化"されたことである。そのことが家族経営のあり方にも

反映し、各世帯貝の就若者選択の自由を前提として農業経営が組みかえら れてき

ている。 したがって「家としての兼業農家Jとされる農家の中には、農家世帯

主や主婦など個々の労働主体の就業状態でみた場合、 「専従者経営」といいえ

る経営が少なくない。地域農業再編の課題が、稲単作兼業農業という硬直した

地域農業側進を、水田を高度に利用し復合経営を育成し地域全体の農業生産力

を上げる精進への変換を目的とするのであれば、 これらの農業の担い手として

「専従者経営」も含め、幅広く担い手を形成する必要があると考える。このこ

とについて、すでに顕著な農村工業の展開があり、兼業農業地域化し、かつ集

団的土地利用を組織的に進めている前湿の宮田村を対象として調査分析し実証

的に解明する。

第 l節 集団的土地利用形成閣の農家機成

対象地の良野県富田村については第 71撃で述べられているので、 ごこでは宮

凹村の集団fj(j上地利用の性格の概略を述べる。集団的土地利用とは、農地の利

問形態としては作物特性に適合的な土地利用を行うという限りにおいては従来

からすすめられてきた団地的土地利用と同じ性絡のものである。 しかしそのこ

とを技術的な1基礎条件としながら、水回転作の必要性などの新たな社会経済的

条件下で、集落や自治体レベルでの農地の権利調墜を行い地域的な合窓形成を
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ふまえつつ、合理的な土地利用を実現していくものと考える。集団的土地利用

によって期待されることは当然燥地の涜動化促進や権利調盤の円滑化それ自体

が臼的とされるのではなく、合理的な土地利用による地域全体として評価され

るl農業生産力の向上である。 しかし現状では、兼業農業の現状維持に迫われる

良家が大多数を占める農家制成と、農地の資産的性格の強まりのもとで省力化

など労働生産性の向上が主となり‘土地生産性の向上にあらわされるような農

業発展それ自休にかなった農地の合理的な利用が阻書されている。従がって集

団的土地平umの社会的意義が地峡のトータルな生産力向上にあるとしても、現

状か らそこに至るプロ セスにおいては、 崩れかか っている個別経営の確立お よ

び民衆就業者、担い手の確保が第一義的な課題とならざるをえない。

富田村では1970年前半 に実施された水田の基総監備以来、 稲作作業の近代化

が農協醤のライスセンターや育苗センタ一、袋詰喜を単位とした機械利用組合の

組織化を.ii!iじて進められてきた。このような稲作の機械化 ・組織化の履大の婆

囚は、 1970年前半の兼業就業のJ広大を背震とする稲作の省力化にあったと考え

られる。大規模闘場における稲作作業の外部化、協業化は‘農家主婦などの差是

外就業条例=をさ らにj広大し農業税れを促進しつつ兼業化を深化させた。しかし

昭和50年頃から地域の労働市場は変化し、特に中高年齢者については企業の臨

時周用の解原 ・採用中止にともない不安定化しは じめる。 E吉田村ではこのよう

な変化と農業主E盟主魁備後の階層分化、転作作物語F入の妓術的可能性の拡大が、

水田利用再編事業を 時的な対応ではなく地域農業再編の契機として積徳的に

とらえ返す背景となっている。

宮田村の集団的土地利用への歩みは、転作作物の定着を目的とした共助jbIJ度

を村単位で制定した1978年 (1昭和53年)頃から始まっている。その共助申1)度を

作物別のI世代負担力を考慮した絡差地代と、農地の流動化促進のため支払地代

の上被みを主内容 とした「地代制度Jにまで発展させ (1昭和56年)、そして転

作奨励金の補助がな くて も採算のとれる経営の確立までも観野に入れて計画化

されているところに最大の特徴がある。

具体的な土地利用としては集活単位で転作水回が団地化され、わい化リ ンゴ

の摘裁に到ったのが、宮田村の集団的土地利用形成第 1段階の到達点である。

この第 i段階においては、転{乍割当消化という消極的対応ではなく地域袋業再

編の出発点とするための金村的な合意づくりを行ったこと。その経済的な裏づ

けとしての「地代制度」の設定。転作水田を栽}音短適地域に集めて団地化する
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ための上地利用調鐙を行う「良地利用委員会Jの活動。さらに新しい転作作物

として決定されたわい化リンゴの技術 ・施設導入を指導した農協など、 j由減の

言者組織の役制分担と協調体制が必要とされた。

このような集団的土地利用形成を行うための地続的合意と組織的活動、それ

自体のしくみもさることながら同時に重要なことは、 m図的土地利用形成にそ

れぞれ立場を異にしてかかわる地域の農家諸階層の存在構造である。転f乍団地

に農地を直後提供する農家、そのために代替地を求める農家、集団化のために

飼料転作地の変更を余儀なくされた専業的酪農家、さらにわい化リンゴ裁堵の

新しい担い手となる般家など、築港でーカ所の転作団地をつくるにもその影響

はほぼ全農家に及ぶ。 とくに地I或言者組織の働きで諸事業をとり入れ権利誠監を

行って問地化の準備がされても、決定的に重要なことはその耕作者の定着であ

る。宮町村で実際に辰後まで難行したのは農地の利用調態であるよりも、わい

化リンゴ栽府者の決定であった。転作団地の主作物として、それまでの転作の

主役であった飼料作ではなく、わい化リンゴが選定さ れた理由は、立地条件も

さることながら稲作に代る主総作物としての収益性の高さである。同時に新規

i!/.入作物としての技術的容易さ、新植後 3年程で収後が可能であるという育成

IYI聞の知かさなど、やさいに近い性絡を有するため新規導入が現実のものとな

った。また生産期間がほぼ20年以内で i世代の範囲で計画が立てられ、 また年

間の作業も稲作と競合せず稲作との複合化によって年間就業が可能となるなど、

わい化リンゴの作物の性怖が、稲作兼業農家の中高年就業者の~業専従化のた

めの条件と適合している。いずれにせよ作物選定が地域レベルで行われる場合、

その耕作者の経営にお付る位置づけの可否が患終的決定要因となる。それらの

配慮があったにもかかわらず富国村においてはわい化リンゴの耕作者決定が縮

栽後となったことは、新規作物の導入不安もさることながら、良外就業との関

係で農家fl!:帯主腐等の決断が難しかったことを反映している。

つぎに新しい農業の担い手問題も含め、実態調査結果にもとづき農家機成の

特徴を鐙理!分析する。富田村A袋詰5の経営耕.f:t!l規模別にみた階層術成と所有規

綴附成とが農地の賃貸借によって大きく臭っている。(図 9-1参照)各農家

の所有線被を基準にみた場合、調査農家43戸のうち経営規織を拡大した農家は

15戸、術小した農家J3戸、ほとんど変化のない農家は15戸となっている。その

結果l.5ha以上及びO.5ha未満の絞首階層が場加し、その中間層が減少するとい

うように、阿俸に向けて分化しているように見える。つまり表 9ー lのように
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各階府毎に農地のJ曽滅をみてみると、農地貸付面積比率の高い段家周は所有耕

地規模でみた絞上層と寂下層であり、 O. 5ha未満の所有階層は一層経営規綴を

紛小し、 1. 5ha前後の上層では農地を貸し出す農家と借り入れる農家に分化し

ていることがわかる。と同11寺に O.5~ 1. 5haの中間層の半数以上は農地の増減

もなく、 自作地規模の経営をつづけている。ごのように農家階層階成の変動は、

従来から自作地規模の大きい農家の両極への分化と、中間層の一部の借地によ

る経営規僚の』広大上向によって特徴づけられる。

このような経営規機階層の分化の要因をつぎにみてみよう。表 9-1に示し

たようにし 5ha以上の緩嘗農家は借地面積の比率が高いだけでなく、集落の転

作而fi'lの 90% 以上をf!1い、 かっその転作した良地の 70~80% は借地によってい

ることである。このように良地の賃貸借による階層変動は宮田村では水回転作

への良家の対応と強く関係している。

そこで調査農家全戸を農家間帯主等の就業形態と、作物構成によって分類し

た経営額型にRIJし農地の貸借関係を務理したのが表 9-2である。この表から

まず第 iに経営耕地が所有緋地を大柄に下まわっている農家は、世帯主が職員

勤務やすでに隊員であった者が定年を迎えた農家であることがわかる。注 1) 

これらの農家に対して同じような兼業農家でも、工場や土木作業に従事する常

動的穀業農家や自営兼業の場合は所有地と経営耕地との差はほとんどみられな

い。 しかも経営内容は、ほとんど稲作のみの経営である。このように農地貸付

や経嘗線機及び稲作に特化した経蛍内容などは、その農家の世帯主の就業形態

に強〈規定されている。これらの兼業農家と対比されるのが、 r 2佐代専業農

家Jと少くとも l立帯主が農業就業にウェイトをおいた(良関期兼業農家も含む)

「世帯主専業J経営である。経営類型としては水回転作により自給飼料主主態を

鉱大した開段プラス水稲の経営と、水稲作に加えて野菜、 1E舟さらにわい化リ

ンゴを追加lして複合化した経営である。酪農プラス水稲経営は、水回転作が始

まる初期において地~の紙作の中心的担い手となり、今日においてももっとも

多くの転作地の耕作者である。 しかし転作の定着化が本格的に考えられ、奨励

金取得のための転作の団地化ではなく、将来をみとおして(宮田村の「地代制

度」でのわい化リンゴ団地内の農地の借り受けj羽聞は20年)もっとも転作に過

した優良水田地帯をわい化リンゴの団地として紙作化するに及んで、その担い

手は断燦プラス水稲農家ではI;t.く、水稲+アルファーの複合緩嘗形態をとる「

世椛主専業」経営となってきている。

? :n~ 
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この「世干fF主専業J絞首は表 9-2にみるように、 1戸当りの所有耕地はお

よそ 140aで袋詰E平均よりも大きいが、稲作のみの専業経営になるにはほど速い

続俄である。有?パ乍を中心とする以上他の兼業農家と同段、他産業就業によって

のみ生計の成り立つ親機でしかない。しかし注目すべき点はこの 「世帯主専業」

経営層が、 2f!!代専業の l戸を除きもっとも多くの借地をし、経嘗規擦が140a

から 2haを越える規模によl句していることである。 しかも借地内容はわい化リ

ンゴなどの水回転作地だけでなく水稲作付水田の借地も加え、水稲及び転作作

物双方で規模拡大を実現している。

この 「世帯主将業J経営は水回転作による新たな作物の導入によって水稲以

上の 10a当収益をよげ、懐合経営の形態をとることによって年間の農業就業日

数のh広大を図っている。そしてそのための所有規模を越える農地拡大は、相対

借地よりも rl削 ellil)/支」下の農地の涜動化によるものが多く、わい化リ ンゴ団

地の担い手でもある。と同時にとれらの ri並帝主専業」経営の世帯主は50歳前

後の午前官層の者が多く、低成長下における地域の農外就業条件の変化の影響を

もっとも強く受けている年餓庖であるa 一時期は農外での恒常的勤務にもあり

低成長下でI耳び農業P を選ぴ農外就業で{専られる程度の農業所得を追求する意欲

が非常に強い。 しかし 2位代専業経営と決定的に異なる点は、家族経営といえ

るような、 世帯員労働力全体によって成り立つ経蛍ではなく、特に後継者に農

業就業が期待できず、 また主婦までも農外常勤の者が少くない点である。従来

の家族経営と区別される経営としてこれらを 「専従者経営Jとよぶことにする。

注 2) 

注 1) 調査集落における農地の貸付農家については拙稿「農地貸付け農家の

性織についてJ ~集問的土地利用の成立と展開(第 2 報) s (昭和59年農業研

究センター)P.2l-32を参照されたい。

f土2) 農業の担い手としての「専従者経営」の規定については、 1980年(

昭和5511'.)I須から農業統計調査において明確化された、兼業農家区分の「世帯

主農業専従Jの規定(ただし基斡男子農業専従者がいる農家)とほぼ一致する。

また担い手としての性絡規定については、行政目僚とさ れる中妓農家概念が結

局 「・農業を本業とする農家Jとなっている点で、農家ではなく就業者の性絡

に規定される経営とした本稿の「専従者経営Jと異なる@なお梶井功の「ワン

マン ・ファーム」規定(~小企業農の存立条件 ß 1973年、東大出版)は小企業

23.1 



~に上向する上層の専業農家のあり方について述べたものであり、家族経蛍内

部からの変化としては視角を同じくするが、地減労働市場との関係及び1也媛農

業のIE!い手としての兼業農家の位鐙づけにおいて椀'1を異にする。また京都府

における「専従経営J (専従経営農業)規定(1i'1革新自治体の農政』昭和41年

京都府農業会議)は、兼業農家をもその世帯員の就業状況によって農業の担い

手として位箇づける点で一致するが、自給的農家までその範囲に加える点で異

なる。農業生産組織との関係においては、 「専従者経営」とその経営の自立の

ために必要な限りにおいて組織とかかわらざるを得ないが、 「中核農家」とは

いい難いこと。またその形成のためにどの地域でも組織化が前提とされるかど

うかはさらに検討を要することである。

第 2節 「専従者経営Jの成立過程 事!日lの検討ー

g凹付A袋詰Eの調査農家のなかから、前述の表 9- 2 の稲プラスアルファ

ーの「専従者経営」の成立過程を 2戸の農家の経嘗変化と世帯主の就業変化に

そくして述べる。

A農家は世帯主が49歳で所有面積13旬、経営面積190a、 B農家は世帯主51歳、

所有ilii般 93a、経営面積351aと、 いずれも箆業専従者は本人のみで主婦は箆外

就業で常勤化した経営である。

(1) A農家の事例

A 農家は分家した父親の11寺代から兼業農家であったが、戦後の事情から年履

が一人おり稲プラス養蚕の lha程の経営であった。(図 9-2参照) A氏が就

農した1953年(昭和28年)当時は、 「米一僚の価格 とつとめの初任給がほぼ同

じであり. 1 UJJ歩も米をつくっていればつとめる気は全然しなかった。」ので

ある。 しかし昭和30年代に入りっとめ人給料が上昇ーするのに対し米価は上がら

ず、当初段関l羽だけ土木;の仕事にでていた A氏も次第に年間勤めるよ うになる。

それは高度成長期の建設ブームと j倒をーにしており、村内を通る中央高速道路

建設が土工として常勤化する契機となっている。しかし40年代の半ばを過ぎる

頃になると高速道路関係の仕事も終わり、同時に全国的に建設業の不娠がおこ

り、 40i手代後半に八氏の属していた村内土木作業員の「組」も仕事がなくなり

解倣となる。そして 1970年 (1昭和45年)以陣A氏は土木作業の仕事を徐セに減

らし、再び差是業のウェイトを高める。

A氏のこのような就業変化の要因として 3点に鐙理できる.第 iに建設業の
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不娠に{半うl1tI_外就業条件の惑化である。注 1)高度経済成長期に瑛生した土木

作業の請負組織はこの時期に次守と鐙理さn.解散するものと、工務庖になる

ものとに分化し農業との両立が可能な“農民的就業"形態が許されなくなる。

第2に年紛が40歳近くになりそれまでのような土木現場での無理な作業では体

力的に続かないと判断し、転織を考えていたことである。第 3に1970年から始

まった水lDの基鍵:M備と稲作作業の緩械化 ・組織化によ って、主婦が工場へ勤

めにでるようにな った。その反面耕作組合のオペレーターとして A氏のような

年紛腐のものが期待され、 また水回数備に伴う転作によって新たな農業展開の

可能性が生じてきたことである。

以上のような条件が重なり、 A氏は差是関期には土木作業にも出ているが再び

民業専従形態となる。 A農家の場合、世帯主である A氏の就業変化の条件とし

て、同時に現世代の分家以来、イエとしては兼業農家でありながら農業経営が

年扇も含めて家族也帯員の継起的農業就業によって維持発展してきていたとと

にも翻意しておく必要がある。図 9ー2に示したように戦後のいつのI時期をと

っても農業専従者が、あるl時は年周であったか経営主の母であったり妻であ

ったり変化はするが.確保されてきたのである。そして農地は戦後の農地解放

で自作化した後、水町 [5aを腕入しさらに桑畑であった原野を開国し、 自作地

を鉱大している。そして水回の基盤強備後、小規模な養蚕や肉牛など旧来から

の僚会作物を11こめ、加工トマトやキュウリなどを新しく導入し、そのうえ転作

地の借入れによって経営規擦を鉱大している。さらに1981年 (1昭和何年)に水

稲のための水田借地だけでなく. 83年には転作団地内に借地をし、わい化リ ン

ゴを始め、 「稲+やさい+わい化リンゴ」と復合経蛍組織を一層充笑させてき

ているのである。

(2) B農家の事例

B農家は自作地 93a程の < :>第 2領兼業農家であったが、 まだ世帯主が

つとめていた 1980年 (1昭和55年)当時から農業経営の拡大を準備し、 2.5ha程

の借地を加え l!t帯主の「専従者経営Jになった典型的な事例である。

d 世帯主の B氏は1960年(昭和35年)に24裁で農地を相続し、それ以前は稲作

を中心として郎農や肉牛肥育を加えた農業:尊重きであったが、その頃からミシン

の外交をした後、村内の中堅企業であるパネ製造工場に臨時工で入り、農外就

業のウェイトを高めてきた。当時は臨時工で入社しても2，3年後勤務成績によ
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り本工に界絡できたのである。 D氏は本工として20年間以上勤続しつづけてき

たが、 J985年の秋51j畿で退職し農業専従化したのである.この会社は従業員数

が 300人を越え、完全週休 2日需IJをとり、定年も 60歳にまで延長された地峻の

中堅企業である。注 2) 

B氏の退職就農の契機もやはり A氏と同様、 1975年頃の居室外就業条件と農業

の変化にあり、その主な理由を盤E聾すると以下のようになる。

第 1に、つとめ先の就業条件の変化である。この会社は1970年代の前半まで

俊械部品の中堅メーカーとして順調に成長し、パネ加工からスチール製の事務

椅予の完成品製造まで製造部門を拡張してきた。 しかし1973年のオイルショッ

ク前後から経鐙が困雛になか企業合理化を進めてきた。 1974年には97名もの

臨時・パートを解履いその後常勤的臨時工の採用を停止し、他方資格給や職

務給の導入を行い社員管理を徹底し始めた。厳しい労務管理のもとでB氏のよ

うな板パネ工などの旧来の熟練工の排除が始まり、他方で新鋭機械の導入に伴

い3交代勤務ffiilが常態化する。 1975年当時40才代半ばの働き盛りの B氏にとっ

て3交代勤務は、夜勤I別けの日中に農業ができるなど農業従事時間を拡大する

条件ともなっていた。 しかし 3交代勤務が常態化するにつれ労働はきつくなり、

「真夜中に数 lO{聞の計穏を管理する仕事は神経が非常に疲れ、土 ・臼昭日の休

暇にI!IH告をしてやっと身体が正常に戻るJというように、健康自主鳩が心配され

るような状態になってきていたのである。賃金は 3交代手当も含めると臨時工

賃金を大隔に上まわるが、職階市IJ賃金のもとでは資格制度にはばまれて旧来の

熟練工ではたとえ本工であってもそれ以上昇進できず、同年齢の事務，管理な

どの職員との賃金格差が1広大し始め、これが退臓の一因となっている。このよ

うに B氏の農業専従化は当初から予定されていたことではなく、低成長下にお

ける企業の労働力選別がi宣銭的な原因となり、定年を待たずに退臓せざるをえ

なかったのである。

第 2に、 AJ)皇家と l司様水回盤側以降、 B氏の婆も邸Jめ始め当初臨時雇用であ

ったが公務的労働であったため幸いにも正扇用となったこと。さらに世帯主の

ほも高紛化し農業からリタイヤーしただけでなく‘その扶養のために家に常時

だれかがおらねばならなくなったことも 1図となっている。また数年前から退

職を希望しながら今日までつとめ続けてきた直接的な要因には、大学まで進学

した子弟の教育資負但という経済的理由がある。 1985年 4月に 2人の子弟とも

就業したため、教育費など多大な“臨時支出"の必要性が解消したことが、 こ
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の時刻]に退職した直接的な要因になっている。

第 3に穀業農家から専従者経営農家に移行する新たな発展条件が50年以降地

滅的に~: じてきたことである。まず昭和 48年頃燦協が中心となって導入を図っ

たiiiH出切花(洋シャク、資カラー)を水回転作作物として導入し、転作で減少

した水稲荷積は借地でカバーし、ヲでに 1975年以前から複合経営形態を準備し

ている。その後表 9-3にみるように、 1E'iヰ球根を自ら再生産できるようにな

って 1981年(昭和56年)から栽培面積を 24aから 50aに鉱大する.その際 l枚は

転作f由を借地して地やし(1981年)、自作地では述作障害を避けるため、酪農

家の転作飼料知!と交換緋作を行っている(1982，83年)。その際借り入れた転作

水田もその"6Xl農家が借地していたのをまた借りしたものである。

一方稲作に関しては B氏はA氏と異なり、水田監備直後は集落の耕作組合の

大型機械を利用していたが、 1973年に田植機を 2戸共同で導入して以来、 1975

年にトラクタ一、 79年にコンパインと買い備え、育酋から乾燥誠監まで自己完

結的な機械装備を述成し、地峨の共同利用組織から緩れていった。その理由は、

手11m料金を支払うより、 自ら所有する機械を上手に使って耐周年数を伸ばせば

コスト (r~ に有利とい う計算にもとづいている。そして経営規筏としては富田村

地代制度のもとで転作地だけでなく水稲作付水田の貸借も!t')加してきたことを

みすえて、水稲3ha、 1E'i年50aと経営目僚を立てていた。この経蛍規模は B氏が

退織し農業専従化したI時に「等従者経営」として経済的に成り立つ目安として

いたものである。そして水稲作付水田の借地商積が58年には 100aとなり自作地

雨if聞を上まわり、 さらに 59年には143aと一気にt曽加する(表 9噌 3参照)。

しかし 1983年末からj人e況は変化する。村をあげて推進してきたわい化リンゴ

の集団転作団地が完成し、 しかも J983年末でその塁手入事業が終了する段階に到

り、集落の同団地の中に自作地を持つ B氏の決断が迫られたからである。当初

から復合作物として花升栽倍を行ってきた B氏は、将来見通しの立たないわい

化リ ンゴには最後まで難色を示してきた。しかし水稲水図の借地の斡旋を受け

ている村の農地利用委員会に強く勧められて止むなくわい化リンゴの担い手と

なった.そして 19例年末には村で始めてのわい化リンゴの出荷が予想以上の成

績をあげたこと、 他方賞カラ ーなどの露地切花の価絡が不安定になってきたこ

と、さらに決定的だったことは1984年に 2haを超える水稲作と黄カラー、わい

化リ ンゴをや ってみて、当 初計画していた水稲 3haを一人で経営することは労

働能力からして困難であり、む しろリンゴ栽培の方が労力的に縫いことが 1年
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J~ q ー ま ß J..~ の統 'li\'・・作付耕地市般の変化

III位 ，a 

IltL 53 54 55 56 57 58 59 60 
j¥';'ii¥"iTiiffl 10J 10J 103 133 126 195 280 351 

1'1 {HHJJ血 93 93 93 93 68 77 93 93 
fltJ也 10 10 10 40 58 118 187 279 
(Jt{，JJ出) 24 16 

水!日 74 74 74 78 78 148 208 242 
(j， 

( 'jらrlfJ出) (10) (l0) (10) (30) (30) (100) (143) 178 
1'J I .~í;(1' 24 21 24 50 44 42 68 95 
而 ( ) 1， fltJ血'I.G{1') (一) (一) (ー) (10) (28) (18) (44) (71) 

I/{ 1とき 24 24 24 50 44 42 18 18 
iJいItリンゴ

50 77 
;1，: IHtiffili1に1.1， i Jl IJ也 h 余を~む。
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聞の経験から下IJった。注 3)その結泉 B氏は「専従者経営」としての自立する

目僚を水稲 2ha、わい化リンゴ 60a、1E舟 20a稜に変更した。その後のわい化

リンゴ 30aのJ曽加は、 1984年度末に団地内但当者が決まっていなかった 1枚を

引き受けたものである。

以上のように口氏が「専従者綬営」へ移行した主要な要因は、農外就業条件

の変化と地域のl農業祭件そして家族の他世帯貝の就業及び家計術成の変化など

による。

注 J) 復旧村の代表的な兼業形態の 1つである土建業の実態については、第

71託宣~ 3節 (5) 0建設会社の項を参照。

法2) この会主1:の低成長下における腫問・労務管理と就業条件については、

第 7裁第 3節(1) ^社の項を参照されたい。

注 3) 1吉田村の水|刃悶場はほとんど傾斜面にあり、けいはんは2m近い幅があ

る。けいはんの草刈りに 30a区画闘場 l枚につき 3-4時聞かかり、 1日に 2枚

の'jj(助活で年に2-3回行う。なお B氏はそのメ11主主をわい化リンゴ閣に入tL. 土

づくりを行なっている。

ね節 「専従者経営」の成立条件と諜題

g- m村の集団 (J~土地利用形成WJ における 「専従者経営」の 2 ~ì例は、共通す

る特徴点をもっている。就業及び農業経営の形態的特徴は、いずれも世帯主が

かつて長い間常動的農外就業者でありながら、 40歳すぎの働き盛りで離職し「

専従者経営j化したことである。このことは60歳の企業定年退職者の自給的農

業への「復帰Jとは、経営内容及び社会的意義において区別されなければなら

ない。また経営形態は、 「稲プラスアルファー(野菜，花14等)プラスアルフ

7ー(わい化 リンゴ)Jと3作物以上の複合経営でその規模は 2-3ha、そして

基幹的労働力は世帯主 1人であり、後継者の就農はほとんど期待されていない。

この点はいわゆる家族を単位とした専業経営形態と区別されるものである。

このような就業、経営形態的な特徴をもった 「専従者経営Jの成立条件と今

後の課題を社会経済的諸条件との関連で滋JlI!すれば以下のとおりである。

第 Iに低成長下の農外就業条件の変化の影響を直後受けて形成されたという

ことである.事例の B氏が臨時工で入織しながら本工化したように1960年代の

後半までは兼業農家の世帯主といえども他の賃労働者と同様の賃金・労働条件
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が与えら~1.賃労働者として自立する可能性があったとみることができる。と

ころが低成長下の企業の労働力再編の中で、?言動、 本工の一昔日も含む中高年齢

者の就業条件が低下し、他方で週休 2日需1)や定年延長などの労働条件の改替が

ありながら企業内外における労働力の流動化が活発化し、そのような条件の中

で兼業農家の 「専従者経営J化がおきているのである。 1975年(昭和50年)以

附.このような変化は新たな就業補造変化としなければならない。

従って「専従者経営Jの形成際立過複は、農業就業の場において過度に進行

した労働刀流出の、農村におりる"受付肌"的性絡を一方に持ちながら、他方

それはかつてのような自給的な要素を持った家族経蛍への復帰ではなく、賃労

働者として社会化された労働力の新たな就業選択の 1つの結果である。こ乙に

「専従者経営Jの社会的な意義がある。

第 2に今日「専従者経蛍Jに転化した経営的条件の 1つに、 これまでの閣兼

業農家であっても同居する複数世代家族労働力や夫婦の相互補完によって経営

が総持されてきたこと。また特に兼業農家でありながら稲単作化せず複合部門

を小線機ながら持続させてきたことに注目せねばならない。他方兼業農家の銭

外ifrl与が家計支出を祁iうだげでなく、農業織磁の駒入など経営資金の一部とな

ってきたことも無視できない。 B農家の事Wt)でも稲作の機械一式約 600万円、

さらにわい化リンゴの移動式作業台90万円を他の農家に先がけて退職前に購入

したのは「勤めているうちでないと貿えなかったJからである。

同H寺にそれまでの兼業就業している聞に子弟の教育費や家屋の改築など世帯

にお付る多大な家計支出が補われたこと、そしてその負担が終了した時点で「

専従者経営」が成立しているのである。世帯主の 40~50践というライフステー

ジにおける役割=期待される所得水準の変化という社会 ・経済的条件も考慮さ

れねばならない。

第 31こ r~従者経営 J がJ也峻良業再編の種々の地域的なとりくみの中で形成

されてきていることである。富田村の事例でみるように、集団的土地利用の実

施過程でわい化リンゴ団地が形成され、そのこと が 2ha前後の緩合経嘗が一層

線機を拡大する契機となっている。そしてリンゴ団地形成の基礎条件として「

初年借地Jな可能とした「地代制度」があり、さらにその「地代制度Jのもと

で良地のおi動化が進み、 B氏のように農地利用委員会のあっせんによって極め

て短期間に多くの水悶借地が可能となったのである。また新作物の導入にあた

っては良協などの地峡の各機関の指型車的な役割がある。小規模多品目の「専従
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者経営Jを支えるのは、 線被作業の合理化と、集荷・出荷の組織的対応であり、

特に興協のそれぞれの郎会が果す役割が大きい。

以上のような地峡の成業内外の条件のもとで新しい農業生産の担い手として

「専従者経営」が形成されてきた。それは今日の農業をめぐる諸条件と、それ

に対して試行錯誤を繰り返しながら地域の農家の合意によって実行されてきた

地滅的対応策の今目的な到達点である。このことの意義と問題点を「専従者経

蛍Jの今後の展開の可能性について触れておきたい。

「専従者経営」は個別経営としての後継者が予定されていないことは前述し

たとおりである。このことは個別経営の継承発展性という視点からみたときに

「専従者経蛍Jが一代限りであり、またその専従者のi笥隙化とともに経営規績

が縮小されていく可能性が大きいという問題を含んでいる。しかし今日、地域

農業再編が必聖書とされている智震は、現に存在する経営の維持発展の条件をい

かに っくり出すかであり、 当面の地域農業の担い手をいかに多く儀保するかの

問題である。 r噂従者経営Jの多くは40-50歳代の農家世帯主であり、短近の

成品百年前~の延長をも考慮すると、 20年程の問は現在の経t章者によって発展しう

る条件をも っている。 この20年程の間に新たな発展の基盤が創造されることに

よって、 I也減として農業後継者問題の解決の遣が開かれると考える。

宮問村における地域農業再編の今臼の段階は、総兼業化傾向の強まる中で省

力稲作のための協業化を進めてきた段階から、転作政策の実胞を機に農地の高

皮革11mによ って新たな発展条件の社会的基礎をつくってきた段階として特徴づ

けられる。 したがって農業生産力の新たな発展条件についてみれば兼業深化に

対応した稿単作省力農業という方向から、農地の合理的利用による土地生産力

の向上を含めて農業の総体としての生産力向上へと転換したこと、そのような

転燥の地域的合憲と、 その社会的条件を地戚において形成したことに意義があ

か 「専従者緩蛍」はその担い手 として把握できるのである。わい化リンゴな

どの転作作物の定着は稲作に比べではるかに高い土地収益をあげることが期待

されるが、そのこととともに稲作と転作作物を組み合わせた複合経営の形成が、

その担い手に年間の専従的農業就業を可能としたことに注目する必要がある。

，r専従者経営」の担い手によ ってリンゴ産地が磯立すれば、 リンゴ櫛栽商積の

鉱大などに伴い新たな生底力の展開と担い手の形成が展望されるであろう。
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第 101言 水[日農業再編と「周m依存型家族経営Jの形成

一北海道富良野地岐を対象としてー

第 1鮪はじ め に

本論文の図的は、近年北海道の水回地帯を中心とした農業地綾で、顕著にt盟

加してきている農業臨時周用に闘し、被履用者の社会階層的性織と、農業周期

に依存している農業経営の性格とを実証的に分析し、農業恩周に関昔る今日的

課題を解明することにある。

実証分析に先だって儲かれる恕論仮設の枠組みは、 日本経済の構造的不況

経済情造調艶政策下での、買~ 1次産業・素材産業を主体としてきた北海道の地

域労働市場の構造と、農産物の「過剰l構造」のもとで従来の北海道型農業展開、

すなわち大規際機敏化経営の図雛が増大し、労働集約的経営への転換局面にあ

る農業構造との相互の関係の中に設定される。

一般的に賃労働者の噌大は、生産の経営内外における分業・協業の変化に伴

う1:Plカの発j毘を背策とした資本賃労働関係の形成として観察されるものであ

る。もし~~楽においても、周周労働力の導入が経営内の管理労働と一般作業労

働の人俗的分続を伴うものであれば、それは従来の家族経営の概念を越えたも

のとP-P.I拝される。 しかし農業生産においては、一部作業工程の外部化がみられ

るものの、家族労働に依存したいわゆる家族労作経営が一般的な経営形態であ

る。これまでにも農業における扇用関係は存在したが、それは家父長的な家族

経営から直系家族による家僚経営への移行過程における、家族労働力の不足を

/iliう履jηであった。それらの厨周労働力の給源は、閉鎖的な農村社会の中にの

みみいだされたものであり、近代的な労働市場の形成に包摂されるに伴い解消

するか、 あるいは農家聞の労働力交換や手伝い、生産組織の関係など、農業内

の諸関係にとどめられてきた。 したがってその段階での農業居期は、家族労働

力の不足を補う補充的な厨問であり、その経営の性絡は従来の家族経営の性絡

を変えるものではなかったといってよいであろう。

本論文で対象とする農業労働者は、従来のような農村内の労働者ではなく、

非農家世帯の主婦を中心とした、池島北労働市場の中に存在する労働者である。

日本経済の精進不況下で地械に滞留し、 また新たに社会的労働力として補充さ

れた労働力であり、重層的な地域労働市場の底辺を構成する労働者層として位

置づく。 i主1)そしてそれらの労働者をE喜朗する農業経営は、 農作物の生産調

ど-1-1



?直下でやさい作など労働集約的作物の導入を余儀なくされ、膨大な量にのぼる

作業労働なそれらの労働力に依存して始めて経営の成りたつ家族鐙営である。

これらのやさい作湾入経営の性械は、経省管埋等の労働が経営内で人絡的に分

離されて作業労働Jを原周に依存する企業的経営ではない. しかし‘家族労働力

では不足する 一部分の作業労働を臨時的に雇用に頼るというには、題用量があ

まりに大きい。 したがってこの経営を「扇舟依存型家族経営Jと規定したが、

経営の1'1絡としては家族労作経営の峻をでておらず、形態的にはかつての水稲

手伺え段階の周用に依存した経営と近似している。

北海道における今日の「厨m依存型家族経営」の形成は、農業も含む地峨産

業の後泡局面において、兼業就業条件の悪化のもとで再び労働集約化によって

「農業専業化」を図らざるを得ない家族経営のー形態であり、その経営を支え

ているのは地戚に広汎に11*関する「過剰労働力」の雇用であるといえる。注 2) 

以上のような理論仮設にもとづき当論文では、近年野菜作の伸長がめざまし

い北海道の京良野地峡を対象として実態調査結果を分析し、考察を行う。対象

とする富良野地域は、北海道の中心に位鐙し、農業地峻としては中央部の水困

地帯と周辺の畑作地帯とにわかれるが、地形的には盆地となっており、社会経

済的には』 つのまとまりをもった地峡となっている。 1戸当りの農業経営面積

は水悶経営は約 4ha‘創作経営は約10haで、北海道の他の専作地形と比較す

ると‘ いずれも経営規績が小さく、経営規模の拡大を基調とした幾業政策下で

は、過疎化、不安定兼業化が進行し、農業発展が困難な地域であった。しかし

近年 F農協を中心として、玉ねぎ・人参などの被菜類の遠隔野菜産地として、

道内だけでなく全国的にも注目される農業地帯となってきている。注 3)とく

に玉ねぎの生産は、図 10 -1のように水悶転作が開始された以降そのi曽大が

著しく、全国でも有激の産地となっている。近年ではやさい加工も加え、総合

的なやさい産地形成の段階に入っている.

北海道の臨時農業労働者は桜前期から存在するが、その数が急速に増加し一

般化したのは 1950年代の後半からであり、稲作においては直情から田植えへの

転換と、水問問積の拡大に対応している。そのピークは水回転作の開始直前の

1.970年頃であり、それ以降田植機が普及するに従い水稲作における臨時庖用は

急激に減少する。自n作経営においてもビートの機械移植等の普及によって、水

稲の場合と同様な過程を経て、臨時厨周が減少する。 しかし、 1980年代に入り

!Ilf!1U乍、Ijl!i設図芸等の経営がI曽J)[]するにつれ、一戸当り周期延べ人数が再び1曽

1..1 5 
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図 10 --1 玉葱作付面積の推移(北海道)

主要産地(市町村)5]11 

北海道政林水産統計年報

表 10 --1 野菜作而怖と雇用労働盃:の舷計(富良'll}市)

(単位:ba， 臼人)

1965年 1970年 1975年 1980年 1985年

n楽面積 569 997 2，108 2， 556 3， 369 

ウチ人参 193 231 526 935 1，298 

ウチ王を〔 285 381 701 903 1，157 

J罷JlJな 31，520 '12，880 87，690 126，810 139，085 

えi') 府!)1) 労働伝の打&;11ーは，商mx 103当りのJlg定履

)])人数人参 1 965~1980年は 7 日人， 1985年

は 611人/10";王建立 1965~ 1 980 年は 6 日人 ，
19851F.f:tA，511人/108;その他lèHí~: 1日人/10a

llii f/i Lt.ヒ Y サー λ 結梁.
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加lに転じてきた地帯?があらわれてきた。野菜作のI曽加している上川及び石狩地

域では、農業臨時鹿問のある農家の i戸当り顔用延べ人数が、農業センサスに

よると、 1080年の63.3人から1985年には71.4入、 B1. 2人からBG.5人となってい

る。

M熊野地峨でも 1970年以降は、水回転作等におけるやさい作の鉱大に従い、

農業臨時服用は碍ぴ増加]に転じている。野菜作面積のI曽加から富良野市全体の

農業臨H寺原周延べ人数をJ官官|したのが表 10 -1であるが、 1970年の 4万人か

ら1985#とには延べ14万人にも逮している。 地域全体では、 田裕え履問の多かっ

た1960年代の腐!日規模に必敵するほどになっている。注 4) 

花 1) 北海道の辰近のI也峻労働市場の動向については、木村保茂「北海道

の産量産十時進と服用・失業問題J (~日本の科学者~ 1989年11月vol.24.11)があ

る.北海道には総閥m者の 1語11iIiくにあたる「季節労働者J (r季節的に循環

服用を繰り返す労働者j )が24万人も存在し‘都府県の労働市場とは異なる性

絡を有する。 r季節労働者Jのうちそれを専業とする労働者は80%程であり、

1良中本漁業などとの兼業は20%弱に過ぎない。 したがって近年水田農家を中心に

兼業農家il/II合が過半を磁える程j曽加しているが、 より低賃金で就業する「季節

専業労働者Jの方が扇舟が優先 し、 兼業農民の就業条件は一層悪化する構造が

ある。r.u械「建設業における農家包帯員の冬期就業J (~冬期間農業労働力活

問舵進取業報告嘗』北海道農業会議1990年3月)

法 2) 1970年半ば以前の北海道における農業雇用に関する資料・論文は多

いが、それ以降農業}穏期が全体として減少するに伴い、少くなっている。緩近

の段業履mに関して、開用のある農業経営の実態分析について下記論文がある。

[ 1 ]村松VJ巴「緩近の農業雇用労働力の需給機造一北海道十勝平野の分

析ー J u' 農業総合研究~ 21-2， 1913 

[ 2 ]秋山邦裕「厨問導入による規模拡大と集約化一北海道上川郡東川町

一J u' 袋~ 168， 1981 

[ 3 ]金問iEliJ.lr大規機畑作における周用労働利用の実態分析ー十勝中央

対IIf午I血病AIsJの事例ー J u'農業経営通信~ 163， 1990.3 

注 3) 寓良野地減の農業の展開過程については、北農試農業経営研究資料

第58号「寓良野地減農業の特質と皮肉条件J (1989. 10. 北海道農業試験場)

を参照されたい。
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住 4) 農業臨時蔚用者数を正確に杷仮することは、その履用形態(契約方

法等)の多傑性等により、既存の統計からは極めて困難である。とくに集荷業

者が服用主体とな っている「人夫」が農家の収穫作業に従事する場合には、農

家仰jの翻至宝ではカウン卜されていない可能性がある。 したがって表 10-1で

は、!J!f菜作付商jfi需に平均的な単位当り腐用推定白人数を乗じ、当該地戚の農業

履JTJ人数を推定した。

第 2節 短期農業労働者の出身階層とその変化

ここで対象とする農業労働者は、地峡では今でも“季節女工"と呼称されて

いる短IlIJ農業労働者であ る。短期農業労働者は、農協や集荷業者を募集主体と

して、 4月末から 11月までの間. 間1場での定植・収穫作業や、 i窪来場での洗浄

・出荷作業に従事する。農業労働者としてはこの他に、年間就業日数の少ない

臨時扇JTJ者、主に選泉場の作業に従事し 1日の就業I時間の短いパートおよびア

ルバイト、農閑!切に選果場 ・加工場で庖われる箆家主婦など、腐用・就業形態

は様々である。特定縫家に専属して沼周されるいわゆる「年層」は、その顔用

形態は短期農業労働者と同様に冬期間を除く季節居周が一般的で、その数は緩

めて少なくなっているので、本論文の研究対象としていない。

積良好地峡の短期農業労働者の実数を正確に把怨することは困嫌であるが、

表 10-3のように 2つの農協と A業者の雇用者の実数は約L.200名で、 この

3組縞でj由岐全体の 7割程が占められていると推定される。主主 5) 

袋 10 -2より短期農業労働者の居住地は、同一市町村の者が42%と一番多

いが、 20km以上離れた炭坑市町村の者がほぼ同数の37%、近隣市町村の者15%、

50km近 く離れた旭川市内の者 8%となっている。富良野地域内の野菜産地の中

心に位置する F農協及びA業者では、市内の者よりも、他市町村、 とくに炭坑

市町村から通勤してくる女子労働者の比率が高い。

短期農業労働者は、ほぽ住居地域毎に作業I置に組織されている。 2つの農協

の合計40にものぼる作業班のうち、各 2班ずつの農業労働者の年目指、 勤続年数、

出身階j習および前職害事を調査箆理!した結果が、表 10-3である。 F農協では、

前述のように炭坑市街地(B作業組の基Is'iJ)と、市内市街地(A作業組)から

iAう良業労働者が多い。その理由は、 F農協管内のほとんどの農家がやさい作

湾入農家であるため、農家からの風用は望めないからである。 N農協は、稲作

が今でも主休の段業地岐にあるため、 C作業組の事例でみられるように、同一

。
内1
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表 10-2 組織別決柴原m者数の内訳(1988年)

F農協 N農協 K業者

季節労務等 418人 159人 150人
平均年l総 55歳 51歳 53放

同居住地同一市町村 1-19 128 30 

近隣iIi町付 26 12 68 

炭坑市町村 202 19 38 

j也川1m -l1 。 15 

選来場パート等 90 50 100 

生産農家主婦 X 70 (ホ 100)
一一一一一

総 数 約 5JO+X 約 260 約 400
ー一一
言1:) ~I.H単純 iを結果 概数liiiを含む 季 節労務等に

は一 万11 の臨時間J勢作;l\~只を含み， Ni提 t~b は岡弘}
と;:N来場とのローテー γ ョンがある K災者ーの*

CIJは('I')e(illiよりの人数.
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表 j0 -3 l!iWJnHi労働百円1J:1i¥C作;r，tnl持Jjl:j1 1988!~) 
l 毛の 1) Fr，r，.1品Q}'If(叫

N" JmJII 'r~íl jiljM1 9， 家の(J:1Jf 百I(職(斜:!¥HJ.凱1) 冬季

不節 6，1 32 元日l具問! 商系lJ'H'f祭服用
ヨr節 68 2G 以前から山而
'f;j布 6事 25 以jjllから111而

前l 字1";官 65 23 元国鉄峨只(死亡)
季節 60 20 (元~家再!C量して転居) 元政業 4ニ
苛ー節 49 20 (元農家隊慌し亡転居) 元誕祭

1'" 
'1'1市 5'1 10 高系農作業席m ペニ

rtj 季節 66 7 (元ß~*雌決して転居) 元M莱
li~ 

乎附 51 飲食出動め ペニ
1(1 手間1 1G 飲食f占勤め セ

11 平i日 41 以前而巣白話 商業一飲食l古勤め 4エ
12 年節 ，10 元政家 Ðl梁ー・飲食I，~勤地 飲食l~f
13 弔問1 JI 陽系雄作業服用 七

14 'f，ift! 39 2 以flljil1iN，i'I営 商業『飲食j占動的 飲食1.5
15 ，，~， II 干 54 20 JJ/.n~家 現i!l家 ペヱ
16 臨lI!j 52 10 現役家 現農家 4エ

1/;;11，'1 49 5 閥系農{午巣府lfI 病休

iH愉 54 10 炭坑返~~ なし
2 不同7 65 日 一人世帯 プ£し
3 手節 49 日 炭坑泡i敵(現混成暖m係) なし

不llil 49 炭坑退職 なし
kI1 干而1 ~6 炭坑返職 なし

キ首l 53 191抗退職 なし

j叶lJ，Ll i l l l 字F節 53 占~坑退縦 なし
季節 50 大工 なし

l山 -f'節 28 (独身. No. 4 r晃子同居) なし
10 ヰ1節 50 m!坑 なし
II 年t桁 60 m坑返附(lJ!臨時務め) なし
12 !fi節 62 炭坑退職 なし
13 不節 39 炭坑 なし
14 不節 58 5 減数農家(I[(f器;;n転手) なし
15 ヰH市 59 ‘5 沼!~を I:I :~' t;;し
16 問7・j布* 66 一人l止11t(炭坑F均株) なし
Ii <1"節ゃ 50 1f，姉 なし
18 本l1ii..- mJ喧L

10 ，¥:;;rr，，， ψ (入院成政'1')
?，O ~\I;II，'i JlrD'iC~家

;U>O 



〔その 2) N Iftll~のìJr(月

JmHl 年齢 勤続 失・家の(I:-Ijr 出JI倣(従来砂li}jl 冬季

季節 52 15 政家(土迎)

C 季節 59 6 出家(~r.~粧)

自rr性r l 零節 40 i>1I，!家臼古巣)

')';i!刊 35 政家(~主婦) (転居で止め7)

臨II.J 59 政家m業)

~N; II年 50 ß量家 (~I(~毘)

F却l年 48 般家(寡姉)

臨II.J .18 fl住家(~在来} (アスパヲヤメ季節へ) ペニ

官品，11与 45 IJ~家 (1(締) 4ニ

10 E事，11告 45 股家(策集) 4ニ

11 ~81 1l!f 13 Il'<家(兼業)

;f'踊i G5 土建-Will' 臨時服レ(定年)

季節 48 IDij!l_， 元操業年商1

ヂ節 17 木工所!O)め (病R可等て'止め7)

!f節 59 決家(土l])

雫節 57 決家(W.梁)

季節 50 $.家(土m

mt!中l"『lJaflll l l | | l 

ホ節 53 両ts是→/yi.坑ー土l'IUlIfまぎ (甫I系f許認)
季節， 39 農協 (向系へ)

季節 ・ 63 土建→病H、 (君病で止め)

10 If，jlil 55 s是家(ニi二迎)

11 季節 e 51 (拡姉) (n~系へ}
12 季節 e 50 j提協 (術系へ)

13 if'節 '18 同ts是一病院雑役

14 季節 阪段(寡婦)

15 巧言節 ポ γプ工事勤め

16 添加 林業労働者→i白川、

17 季節 + {重E鍋) (炭産加工会社へ)

18 挙節 キ 役場 (商系へ)

19 季節・ (布市E主婦へ)

20 'f節 63 土建 術系から
一一一 一一一一ー 一一一一 一一-一一

れ1 1988:r 2)Jn' :'I>IIl I~災世か 1') U)ヒ ヤリ ン〆阿 fUii刻 、.年度i主1'1'で既に郎軸した人，。 不明:;f♂附

侃川 1'，1附i日川11例宝t古賀怖をj!Jk苧j仰11Yi'JJI，抽 i~' ; t.::.n，'j :季節典損')j附背 tりも車;tJ担Llf{の少ない者:七 e

r.Mi l~!I!lI\H" "ターにkilJIJさ)Lた円
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|町村内の兼業農家の主婦が短期農業労働者の給源の中心となっている。このよ

うな農業地帯の性絡の差異によって農業労働者の供給源も異なっていることを

まず指摘したうえで、 ;管良野j也j説会{本の特徴を分析する。

短期農業労働者の性絡について、表 10 -3の実態調査結果より、勤続年数

によって. 3つのグループに区分することができる。注 6) 第 lのグループ

は!I1J続20年以上の者で水稲手植えi時代からのいわば第 1世代の農業労働者であ

り、 rn!l協の八作業:mの一部の者にみられるように、市街地に居住する主婦の

グループである.そのむ会階層を特徴づけるJ点は、市街地の自営業者、賃労働

省、そしてかつて離農して市街地に移住転職した世帯であることである。 1960

&lo代までは東北地域の農家の未婚女子が「年麗J、 「季節女工Jの中心をなし

ていたが、その後農村市街地の主婦労働力がそれ等に替って増加する。市街地

の主婦労働力も、当初は地方公務員や一般賃労働者の主婦だったが、次第に自

営業者.や離農者の主婦層が中心となってきたと類惟される。注 7)第 1グル

ープの農業労働者の平路j年齢はすでに60歳を越えており、近年高齢のためリタ

イヤ ーする者も多い。年齢的にすでに限界に逮しているが、農業労働者が不足

する中で、 10歳以上で就業している者もいる。

第 2 のグループは.勤続がおよそ 5~10年で、野菜作のt智加とともに、新た

に短期農業労働者として雇用されるようになった者である。その iつは、現在

の規則農業労働者の中心をなしている、 F 農協の B作業組に代表される、夕菊

山系の 1角にある炭坑地帯の炭坑労働者の主婦である。それらの短期農業労働

者は以前に !也に勤めた経験が無く、 また現在l笠帯主は炭坑の合理化紛小で、定

年をまたずに;13騰した者が多いように、昭和40年代以降の石炭産業の衰退とと

もに賃労働者化した社会階層である。平均年総は50歳程であるのは、本来なら

地元での就業を希望しているが、炭坑市街地での数少ないパート厨用では採周

年申告が35歳穏までとされているため、止むなく遠距隊通勤という困難な条件の

もとで短期農業労働者となっている階層である。近年は炭坑市街地の人口滅少

が激しし とくに若い世代ほど先に他所へ移住してしまうため、乙の池島t・階

層から新たな短期農業労働者の補充を期待することは困難となっている。

また純水田地帯の N農協の C作業班にみられるような兼業農家の主婦 もこの

第 2のグループの 1つの代表例である。水回転作の推移と深くかかわって形成

された在村の短期農業労働者の階層である。水回転作は1911年(昭和46年)以

降開始されるが、 とくに1918年 (1昭和53年)の水由利用再編対策のも とで、 N 

')'二 つ向、 ~
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農協管内では水田闘場監備が行わh.稲作の大型機械化、 2霊能組織化が進んだ。

非泥炭水岡地裕では転作作物として野菜作の滋入が本俗化し、町内の水田農業

経営の多様化がすすんだ。他方泥炭水団地帯では水稲作での労働力の余剰j化が

水稲単作rr.j兼業農家を中心として発生した。

C作業組の1JjJYI農業労働者の家の農業は平均 4ha複の水回経営であり、世帯

主は主主婦世帯を除いてすべて兼業農民である。 したがって、その農家主婦は家

の農業の主要な働き手でもあり、専業的な農業労働者となることは図鋭なので、

「季節女工」でなくがJ100日以下の「臨時扇舟」の者が多い。注 8)しかし簸

近は「臨時腐mJから「季節女工Jに移行する者もいる。それは自分の家の水

回転!乍として取り入れたアスパラガス等の裁縫を止めて、小麦や小豆などの粗

Ij!J.作物に換え、 「季節女工」に転化していくというケースである。また地減に

営農集団があり.水稲の機械作業等を引き受けてくれるので稲作に手がかから

ず、 自ら他へ働きにでることができているのであるが、留農集団の出役義務と

の関係や、営Il~集団そのものが脱線してくると、短期農業労働者として働きに

でることが図書世になるという関係にある。この兼業農家主婦の平均年齢は 50歳

以下で、他のグループの者に比べ比較的若い。今後乙の階層から農業労働者が

さらに初!完されるかどうかは‘彼らの地域および自家農業の営農形態や、転作

の定着と稲作作業の組織化などと関連している。

第 3のグループは、勤続がおよそ 5年未満の者であり、 F農協の A作業班に

履近入った市街地の飲食胞の女子庖員や、 N 農協の近隣の中山岡地戚の主婦労

働力である。 A作業HIlご所属する勤続年数の少ない者の前臓をみると、以前は

If:l業や商業などの自営業であった者が、ある時期に飲食l苫勤めにかわり、さら

に地峡全体の経済状況の悪化で飲食庖も暇になり、短期農業労働者となった者

である。年紛も平~]40歳代と、他に比べてもっとも若いが、 これらの者は家計

を支えるため冬期間は再び飲食胞に勤めるなど、 もっとも過西宮な就業形態をと

っている。今後も地成の経済状況いかんによってはこれらの階層から短期農業

労働者が補完される可能性があるが、飲食j苫等地場の商庖そのものの絶対数は

限られており、儒要を満たす穆の補充は期待しえない。 ill巣場のパートもこれ

らの階層からでている者が多く、今日の地戚における涜動的労働力の代表的な

存在形態の 1つとなっている。

第 3グループのもう 1つの代表例である N農協の D作業組は中山間農村の短

期段業労働者の組である。階層構成は雑多であるが、その特徴は家や世帯主の
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就業形態だけでなく本人の就業先の変動が激しく、定着率が極めて慈いごとで

ある。その要因は向H可の労働市場が緩めてE央陰である乙とと、短期農業労働者

が不足する'i'で‘大小様与な集荷・加工業者間1の労働力の争奪が激しく、賃金

等の多少の労働条件の差異によって就業先を容易に変える傾向が強いためであ

る。

以上のように短期農業労働者の性格を歴史的な形成過程も考慮して、それぞ

れ社会的山身階層の相違によって 3つのグループに区分することができる。 し

かし近年では、高齢化でリ タイヤーする者の補充もできず、 従来の農業労働者

の供給では需裂を満たすことができ ないので、第 4のグループともいうべき新

たな倶楽労働者の募集が行われている。

iつは、 より速隔地での広域的な農業労働者の確保である。 F農協や A業者

は北海道第 2伎の大都市j出川市内で、また N農協は、 周辺の炭坑地帯ではも っ

とも速い S市から農業労働者を導入している。いずれにも共通している点は、

居住地と就業地とが50km以上離れており、 通勤するには 11時間以上の時閉じ

通勤に必裂とさ れる質問が従来の倍近 く必要とする事である。そのために人も

集まらないばかりか、始業時間の遜延を余儀なくさn.もっとも忙しい時期の

みに対応するスポット (j()な臨時農業労働力としての戚をでるものではない。

第 2の形態はパート形態での腐周の増加である。作業の開始、就業時刻は、

被康問者側の郎合に合わせ、納 81時、 9時の開始で、終業時刻も午後 3時など

となっている。パートの導入は、踊場作業では農家の作業ペースと合わず非効

率的であるが、選泉場内の作業では比較的調整がとり易い。そのため従来から

の短期段業労働者は翻場作業に特化し、パー トが選巣作業にあたるというよう

に就業者の作業分化がみられる。パート労働者の給源は、同一町村内の非農家

主婦であ り、年紛階層は 3 0 ~4 0歳代と若い。 したがって育児などの家庭内労働

と競合し、勤務l時間が制約さ れる。また地域労働市場においては、地域内のリ

ゾー ト産業(ホテルのベッドメイキングなど)やスーパーのレジスタ などの

他産業におげるパー ト扇舟と競合しているため、供給量の大幅な噌加は皇めな

い状況にある。

'以上の ように、富良野地域における短期農業労働者の供給源は、社会的状況

に伴なって変化してきている由人地媛に滞留した停滞的な中高年申告の女子労働

力を対象としてきたことはー貿している。その社会的な階層は炭坑労働省、都

市自営業者、 サービス業従事労働者、そして兼業農家である。

.% 5.1 
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注 5) 富良野J由岐4市町村には、 6農協と 2つの大きな集荷業者と 20を越

える小泉荷業者が存在する。この (I!!に農家が直接扇用する臨時雇用やパートが

存在し、 その数は不明であるが、それ程多くないと推定される。

討:6) ここでいう勤続とは、農協の当作業班の作業員となった以降の勤続

である。短期農業労働者は、年ごとの期間履用契約であり、正礁な意味での「

勤続」とはいえないが、 ここでは翌年も同じ作業班で就業を続けた者に対して

適mした。

il7 ) 水稲手織え時代の煩紺JI冨用労働者の給源については.自慢久「名寄

市における臨時農業労働力組織の皮肉J (1969年 3月、 『北方農業』北海道農

業会議)の中に、 II~I9IJ として別表が紹介されている。その特徴は、 「主人の職

業」では地方の安定的な労働者である公務員が多いこと、 そして平均年衛官は37

歳で、7Z良野の事例にみる第 iグループよりも 20議以上若かったととがわかる。

注8) 短期良業労働者の就業期間は.平防的には 5月から10月までの 6か

11 nnで、 i也減の農作業1mとほぼ一致し、年間の就業日数は 140日程となる。 r
季節女工Jと「臨時慰問 Jとの区別は、事故病気で年度途中で休む者を除く と、

滋本{ドJ に毎日並~)務する者(といっても雨の日や仕事のない 1時期は休業)と、 自

家M業などの兼業との関係で断続的に勤める者とのちがいである。そして、厨

m保険の対象者となるかどうかは、月々およそ15日以上連続して勤務する者と

なっているため「季節女工」はその対象となり、 「臨時窟用Jはならない。履

用保険の短期特例による失業補償は、平問して 10数万円になるので、 「季節女

工」と「臨時腐問」では、 日給は同績でも それだけ年所得では格差が生ずるこ

とになる。

~B 節 農業労働者層mの術道

短期農業労働者の新たな需要は、多くの線手作業を必要 とする野菜作が経蛍

に導入されたことによって生じている。富良野地妓の水回転作を機に野菜を導

入した経営の多い集落調査郡伊jの表 10 -4にみるように、平均耕地商積 563

a (うち水阻j531 a、転{乍率82%)、野菜作付面積 399a (うち玉ねぎ 206a、

人参 155a )で、 I戸当りの椴定雇用人数は延べ 177人となっている。調査集

洛は、富良野市 (F農協管内)の泥炭水回地帯の一角にあり、 10年程前から転

l乍作物として玉ねぎ、人参の導入が急速に進み、今日では富良野市内でもやさ

;2:i5 
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くみ2桁註4(/i表〉

別表ルI組々貝の概況 (1969年)

年曲3 主人の脈業 塁手Jrit 主人の職業

39歳 欽 コ量 45 盟主 家

34 It 25 電話局
42 高校m;務長 38 It 

37 "λ 会社 37 11 

36 1/ 33 石炭販売業
35 自衛隊 39 電話局
37 It 40 鉄 1首
34 It 37 自衛隊

討) 同文献より引JlI.
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い作付lt事のi葛い集落となっているa やさいが噌える以前は、稲単作で兼業農

家の多い集稀だったが、やさい導入で専業農家主容が高まった。 I戸当り 177人

のhlベl扇町人数は、定摘、収機期に集中して扇用されるのであるが、それを仮

に年間の農業労働日数としてみなせば、家族農業専従者 i人分に値する労働量

である。 したがってこのような厨周の性格は単に家族労働の不足を補完する厨

肝!とみなぜる範闘をはるかに越えており、 これらの経醤は「厨用依存型家線経

営Jというにふさわしい。この「麗j羽依存型家族経営」についてその性格を明

らかにしたい。まず第 1に農家調査事例によって、扇周蜜の規模聞の差異をみ

ると、図 10 -2のように、野菜作付面積にほぼ直線的に比例して増加してい

ることがわかる。すなわち慰問還は単位商務あたり約 4日人とほぼ一定であり、

経常綴僚が大になるに従い、録保W~に増加しているだけである。ちなみに、玉

ねぎ栽培における 10a当り総投下労働時間とそのうちの扇周延べ時間の比率を、

1986年野菜生産質調査結果より北海道と都府県平均とを比較すると、北海道は

， J 02. 41待問、 38.7%に対し、都府県平均は、 166.0時間、 7.0%とな っている。

Jtifij道は経笛而積が大きく機械化が進んでいるため、総投下労働時間が都府県

の 3分の 2-1里と少ないが、逆に厨周依存彩は 5倍程高い。また野菜収穣面積規

模別の農業臨時履用者数を 1985年農業センサス結果でみると、 どの規犠階層に

おいても北海道の方が周用者数が多い。

以上の事実から明らかなことは、北海道の野菜作においては緩嘗規模が一定

のm視を越えるところから扇舟が発生するのではなくて、北海道における野菜

作の特性から厨mが必要とされることがわかる。その最大の要因の Iつとして

は、 北海道の農業の自然的立地条件から規定される作業適期の期間的な短かさ

があげられる。

31ねぎの定楠時JVJは、富良野地繊では 5月の 1ヶ月間とされているが、実際

の農家の対応は、その期間の天候の不順さも考慮して、 また人参の矯磁作業と

の関係もあり、 1週間から 10日程となっている。 したがって玉ねぎ栽培面積の

I骨J)IJに伴なって必要とされる周m労働力はI曽え、 とくに定植i盛期時の扇用労働

力の需要は農家聞で激しく競合し‘その調~と労働力の確保は地域全体の問題

どなっている。

農協が主体となって農業康問者の確保と需非音調E置を行う必要性は、玉ねぎ人

参等の野菜産地として確立していく過程で強まってきた。玉ねぎの定稿作業に

ついては、短期に集中するi盛期作業期の必要人数の確保であるが、人参の収後

た57
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表 J 0 -4 制If.出家の経営l既悦('W切fili N !f11. 198811') 

(JI¥位向%.万円)

C'I家 f.~ 一'.~\' 111 ーJ山 198611 一一一f'r一4一1一一m一11'<. 19開年 応1m川計品数所民業ftil当司10" t日Af家f呼
11'，号

H I1、川転1'1"十: 紘 基:Ii J守3官官チヨi理主クチ人参 り

1.0.18 780 78.3 162 389 422 209 161 662 63 914 

813 7:15 100.0 。 。 808 68'1 124 451 1.122 138 1，414 
688 588 78， i 125 。 463 308 155 251 355 47 291 

689 689 65.7 23官 468 135 268 109 591 86 662 

日78 620 50.0 310 119 221 。 169 132 270 40 554 

6017 637 100.1) 。 634 346 280 307 896 138 1.173 

時25 GI5 81. 8 112 65 448 272 116 157 33.1 53 562 

600 600 '19.3 304 127 169 。 119 123 362 60 459 

549 549 100. 0 。 。 549 3.10 209 214 529 96 642 

10 501 50，1 100.0 501 250 170 163 562 111 669 

11 .184 482 100.0 482 327 150 200 583 121 835 

12 463 463 100.0 463 183 280 256 616 133 711 

13 445 "'15 63.8 161 281 148 91 103 158 36 279 

14 402 392 100.0 。 392 382 。 235 307 76 560 
15 323 315 25.4 235 80 。 40 14 228 70 419 

1日 :)15 31:' 100.0 221 94 75 24 お3 26 725 

17 300 ;100 100. 0 。 300 124 176 117 318 106 394 
一一一一一一.

563 531 82.0 97 54 399 206 155 177 469 83 662 

lI) 1;¥ IHI J也j占J年問1'1i'i (1988'1')村民に J る • k1!川。所11I却 1J.1987年波IJ( 拠地移動は 1975年以降町移動であ

百. Iil¥ml，lll.ll(，([I)!i'.照111討伐を 6，5001'1( 1 人 1111推定府l川 J~m) で除した人 fl

500. 

400 

侃

2300 
i・へ

人 200
1'( 

100-

。〆ザf/

200 400 600 800 1，000 
野菜作ft而lit(，) 

図 10 -2 'J[f菜作付而績と腐m推定人数

寓良'llffl'iNJ島務 1987年実績
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作業は. 7月下旬から 11月上旬までの長期に渡り、人参の淡い場など集出荷施

設の能力も考慮した計画的出荷と、農業労働者の計画的配置とが連動している.

定締・収機作業はいずれも日々の天候に左右され、 またその時の悶場条件によ

って作業の進捗度合も当初計爾と裂なってくる。そのような条件に合せて雇用

者の調量産を無駄なく行うことができるのは、農協が数百人の農業廠用者を一元

的に管理しているからである。

F 農協管内では、 1，100ha程の玉ねぎが作付けられているが、農協が抱腹し

ている農業労働者数の範囲内では、必要をまかないきれない状況にすでに達し

ている。その朗自は、前述のように被履用者のリタイヤ一、 i葛飾化が進むのに

対し、やさいの栽培面積の憎加に伴い必婆とされる農業労働者を、新たに補充

することができないからである。注 9) 

短期]農業労働者の募集や地域、的な需給調監は、現在F農協が行なっているが、

労働力の絶対 (1なな不足状況のもとで、農協管内の既存産地に対する農業労働者

の優先的配置の慣行(段業労働者との以前からの結びつきの強さや、農業労働

者の居住地と相対的に近いという地理的関係もある)が残って いたり‘ また農

業労働者を各農家へ“平等"に配置する原理が基本的に働き、 f乍付規模の大き

い農家にそれに比例して農業労働者の配置を櫓やすわけにはいかない。またと

くに新しい作付農家 ・集落では、農業労働者の確保に苦労することになる。

京良野地峡のやさい作経営は.短期農業労働者の雇用を前提として成立して

いるが般に、労働力不足がネックとなって個別農家の経営規模の拡大が阻害さ

れている。

表 10 -5の野菜作農家の調査事例でみるように、野菜作付規模が大きくな

る程、原m労働力の供給を産地業者に依存する割合が高まる。玉ねぎ裁縫面積

が 684a と地域でもトップクラスの A~家の事例では、 K業者への雇用労働の

依存率は、玉ねぎ定植作業で82%、年間では67%にもなっており、 K業者への

依存率が FIFi協をはるかに越える。 B農家、 C農家は N集落では平均的な作付

規僚の農家であるが、玉ねぎ栽J音が新しいため農協扱いの農業労働者では不足

し、 K業者や倒人で農業労働者を扇舟している。産地業者は、農協とは別に、

より広j或的な地域を対象として農業扇用者の需給調監を行ない、 E喜朗労働力に

不足している大規被作付農家との関係を強めている。 しかし良家が農協へ依存

守る分を越えて業者に定摘、収穫作業を依存するというととは、それらの淑積

物を業者へ出荷することとセットにな っているのはいうまでもない。とこ ろが
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表 10-5 /l!Hl'採臨時限J11，何人数(1988il' 作業即lのベ人数)

八民家(7îlJ~nï ljN!IH& 813. 話.<b;持政按tt司f千¥2人11J'.服 l人) (111位 :口人)

1'1'物:1'， 作業ち 属 mJUI 110 政協敏 業者以 他人で 合 !I

3註 |前 '1月21-28n 50 230 ( 7) 280 

~?< 耳、 6月下旬 33 (10) 33 

収 f堕 9月 (1の
1m引き 6月J.:1iJ 24 (勾 2'1 

人多 1 3~ j以 flf 7月下旬 31 32 (10) 63 
(270n) Ilij?， 1き B刀下旬 。 24 ( 5) 24 

収~ I1月下旬 40 。 (1め 40 

-̂

" 154 310 (57) 464 

*人告はーJ!lJI~' . '1日i町労働円('{は 1'，.世 II~ 必としたj佐花柄 ( )I~ ll年 1m (鋭1J1<D者)で外政.

f!1ll家 o:u込野jfjN!j;沼 504. 家hliCU，従郡名f2人)

作物名 f'I梁名 原 mJUl /:U 。是!自』晶 接者t並 倒人で 合計

!il!師 5月 1-7日 19 57 15 91 
ま恕 除 J.'f.. 6 -7月 13 。 3 16 

収 {lf 9}j 。 。
nu引き 6月J"lu 16 24 

似 f盟 7月下旬 63 20 83 
(230.) IJ~引 き 8月下旬

収 1盟 11)1下旬 23 30 

レタス 収股 65~ 6月下旬-9月 15 15 

'hλ ミ草 収 f盟 5. 9月下旬

メfr H 134 100 40 274 

'人容はニj凹('fi. ほかに 7 7.パヲ 53，ホタ V"./ソウ 7n.

cn量家(lXJ~ ~fjl j N JII裕 625. 家族山梨従事者 4人)

作物;r， n，]程名 Jm川 J凹IHI 1m:協銀 業者1& 倒人で 合計

定 1班 4.26-5.10 10 50 60 
玉葱 272. I 除草 7. 8， 百万 。 35 35 

収穫 9刀 20 20 

116. I H切 |き 6.15. 7.5 20 20 人か
U~ IJ!! 7.25. 8. 10-20 50 50 

ニーノょコタ 主主 M 9 }j 10日

収磁 7月14-17日 25 25 

1i 宮l 80 135 215 

-ほかに水稲 1120，小型tG5n， れウレ:ノソワ 10.

;t) 198951'処法史郎間在より



玉ねぎの出荷佃l織は、産地として安定的な全国的シェアーを確保した F農協の

方が、 K業者Uli苛の場合よりも 平均して 3制ほどi高い。 したがって、栽培面積

の鉱大が量産者への依停の高まりとなり、そのW1J合にしたがって農家の限界的な

組収益は減少する。規様拡大によ って全体の組収益はI曽加するが、雇用がネッ

クとなって、単位I面積当 りの組収益は減少する結果とな っている。注 10 ) 

玉ねぎの定値作業は、富良野地域では、短期農業労働者による手植えが未だ

に一般的であるが、北海道の札幌、 岩見沢、北見などの産地ではチェーン式な

ど半自動の機械移鏑がすでに普及している。その理由は、富良野地域では 1戸

当りの栽培面積が小さいため、図 10-3のように、経営コストと しては機械

を導入するよりも、 手箱えの方が安いことや、土鳩・気象条件ーから軽量械移織が

困難なことなどがあげられている。 しかし今でも手構えが行われている基本的

な要因は、近7:f:の炭坑地域から低廉な賃金で扇用労働力を得ることができたこ

とである。そのことを前提として、経営規績の小さいf量発産地としての富良野

1也戚では、 玉ねぎdi'，f.重の改良と統ーなど、品質管理を徹底することによって全

国シェアーを鉱大してきた。 したがって移植を適期期間内に確実に行うには、

天候によって作業の実施が左右される不完全な段階の機械移檎よりも、層用労

働}Jによる人力移舗の方が有利であるという選択があった。また個別の経営に

とっては、チェーン式やテープ式の半自動玉ねぎ定値機の導入は、それらの組

作業のための履低必要人民が12-15人必要とさ 才h 確実にそれらの扇舟人数を

一定期間、連日健保ヲることが困難なため、 とれらの機織が普及しなかったと

考え られる。

成型ポ ット式などの水稲の田植え機のような全自動の玉ねぎ移植機械もすで

に開発され、 寓良野地域でも 一部で試行的に普及しはじめているので、玉ねぎ

移摘については、今後機械化される可能性が強い。しかし 7月下旬から11月ま

で行われる人参の収後作業については、機械は開発途上であり、入力に頼らざ

るをえない。 したが って玉ねg移憾j羽の題用問題が、彼械化によって解決され

ても、そのととによってその段階では短期農業労働者の 5月からi日月までの期

間|内に連続して雇用を行うことが不可能となり、安定的原用の問題が新たに発

生することになる.

以上のように富良野地峻では、低廉な賃金で庖用が可能な大量の短期農業労

働者を得ることによって、水稲単一兼業農家が野菜作:専業農家に転換すること

ができた。このような水困農家だけでなく、普通知l作農家による野菜作付の地
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加によっても.地域として野菜産地を形成してきたのであるが‘野菜作商積と

直線的に比例して短期農業労働者の需要がl哲加し、その供給が限界に逮してき

ている。そのことが個別経営による野菜栽縫面積の拡大の短大の阻答重要因の 1

つとなっている。

注 9) 農業労働者の!商用に関し、富良野地減には「農業労働力の確保調態

並に受入れの円滑を図り、 もって農業経営の安定を期することを目的とした、

「富良野幾重量労働J需給調般協議会」が1975年から発足している。また富良野盆

地の 4市町村 6農協の加入して r(富良野地域)短期労働調鐙沿線会議Jが開

催されている。いずれも幾業労働者の作業別標準賃金等の労働条件について調

践するものであり.地峨閣の労働力の需給調磁を行う場ではない。 しかし「治

線会議」では、近年農業労働者の労働力不足がいずれの農協においても深刻に

なるに従い、標準賃金等の調mさえも相互に行うことが困難になってきている。

注 10) 野菜作農家の 10a当り農業所得や玉ねlぎf収盛に関し、経営規綴階
寸D-4-J

j刊の有前傾向はみられなかった@前掲の持病 r10 a当たり牒所得J

にみるように、水回転{乍司~80%以上でかっそれが野菜作に特化した農家では、

J 0 a当り農業所得が53万円から 138万円と、それ以外の農家に比べて高いとい

えるが、明確な階層住を指摘することはできない。野菜作におげる単位面積当

りの収秘性の差異は、経営規僕階層住ではなくて、立地条件の異なる地減差の

方が顕著であると同時に、倒別農家間では技術差であるといわれているが、今

回の調査ではその要因分析にまで到っていない。

第千節 農業労働者履周の課題

差是業労働者の原用に関しては、農業という産業の特殊性に起因して、 さしあ

たり 2つの大きな課題が存在する。それは農業が今日においても家紋経営とい

う、他の産業とは異なった特殊な綴営形態で存在するところに、その原因があ

ると考える。 しかし農業における雇用関係が現実に存在し、今後その必要性が

一層高まるとするならば、一般的な履用関係がなりたつような条件の箆備が当

而の課題となる。

その iつは、農作業の季節的繁関に起因する雇用の不連続性という農業に特

有な作業の性格と、麗f刊の安定住とに関する問題である。調査事例でみるまで

もなく、前掲の表 10 -5のように個別の農家にとって雇用が必要とさ れる時
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JlfJは限定されているのであって.それ以外の時期には扇用労働力は必要とされ

ない。それを地峻全体でみると、 1年間の時期別変動も大きい。富良野地域で

は、 5月の玉ねぎ定権時がピークであり、そのあとは 8月から11月までは人参

収感作業が厨mを必裂とする悶場作業期となるが、その間に除草作業などが入

り、 5月から 10月までの作業が巡続する。

短期農業労働者にとって、厨周の連続性は、年悶を返して予測されうる所得

をえるための必須の条件である。 したがって雇用の連続性は、個別農家では解

決しえず、地域的な調態のもとで始めて可能となる。図 10 -4は前述の F農

協のJ3作業組の 4月下旬から 10月下旬の周用契約期間における、 1日当り作業

従事l時間の旬別平均である。玉ねg移憾j切と、その後の人参の間引き作業、さ

らに 7月中旬からの人参の収縫作業が、 l時期的につながることによって連続的
<-10 -4-， 

な腐mが保陳されてきたことがわかる。 しかし近年では、 函マT;明らかな

ように、 6月上旬の人参の間引き作業が、コーティング種子や精密燭額方法の

普及によって、その必要性が減少し、その時期の就業の断絶が大きな問題とな

っている。同じ理由で今後春の玉ねぎ移椅の全自動機械化が進むならば.それ

は変以降の人容の収償却jの周用の安定的確保にも彫轡を与えるであろう。地域

的な需給調?躍がなされていても、 このような問題が生じているが、 これは新た

な野菜作の議入や、 より広域的な調盤なと産地としての地域的対応によって

解決を図ることが必要とされよう。

第 2の課題は、短期農業労働者の労働条件改善の問題である。農作業賃金は

地械的に協定されており.かつては水稲の手植賃金が、労働力鰐給関係を反映

してもっとも高かったが、近年では作業によらず賃金の平準化がみられ、 日額

5， 200円から 6，000円となっている。とくに野菜作の拡大を反映して創作物の

移植、収額(主に玉ねき¥人参)作業賃金の上昇率が高いのが特徴となってい

る。

賃金の時間単価についてみると、 1時間当り 700円前後(移箱、収復作業の

渇合)は、他産業のパート賃金等と比較すると高いが、 ここで留意すべきこと

は、就労時間と労働の強度の問題である。就労時間は 10年程前までは、朝の 6

l時半から夕方の 6時までのi日時間労働であった。このような就労時間は、家族

労働で経営されている農家の作業時間に適合したものではあっても、他の一般

的な周用労働ではほとんど例をみないものである。 1985年には朝 7時から夕方

51時までの 1日 8.511寺聞に改善されたが、それでも一般家庭の主婦にとって朝
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71時からの就労開始は慰めて困難である。また数10km厳れたところからの通勤

では i時間程かかるので、朝 6時に家をでて夕方 6時過ぎに帰宅することにな

る。

つぎに短期1良業労働者の行う労働の強度についてであるe 玉ねぎの入力移植

の作業は、水を張った回植え作業よりは軽減されているとはいえ、肢をかがめ

たまま l口に数kmも悶場内を前進する作業は、農家の主婦でさえ 1日続けるの

に苦労する程の車労働である。秋の人参収穫労働は、雨の日もあって寒さも厳

しく、 とくに広い闘場のItlでは身を寄せるところもトイレもないなど、労働環

境は極めて過踏である。注 11 )すなわち賃金水準以前の問題として労働条件

の改替がない限り、者い主婦が新たに就労する条件がないということである。

最後に農業労働者の賃金と農家経済との関係である。前述のように、労働力

不足が深刻になっているにもかかわらず、 1987年から賃金の一部である間食が

燦止され、実質的な賃金は時間当たり 735円から 694円に下げられている。そ

のnJl由はパンや牛乳など現物で支給される間食は笑態にそぐわず不必要になっ

たということであるが、実際は玉ねぎ等の収益性がその前年に下がり、農家の

経営改醤のためにとられた処置であった。農家の経営状態が農業労働者賃金に

自主緩反映するJ!41由は、農家の所得の年毎の不安定住と低い所得水準にある。前

述の調査集落の農家の農業専従者 l人 1日当り(1987年実績)の推定農業所得

は 9.400円である。注 12) J也峻の男子の趨設業の日給は、定時で 8.000円台

で、残業手当を入れて i万円が相場であり、女子の短期農業労働者の賃金が辰

高で 6.000円である。 したがって農業専従者 1人 l日当りの農業所得水準は、

短期農業労働者賃金水滋は上まわっているが、ほぽ建設業の日当と同水準にあ

るといえる。すなわち農業労働者を履用している農家の所得む扇われている

農業労働者の賃金も、 いずれも恒常的資労働者の賃金水準を大きく下まわる日

履い賃金水準にある。注 13) 

l)<Jl]転作や生産調鐙下において.水稲や普通知!作経営から野菜作緩営への転

換が図られ、 このごとによって水稲単作 ・兼業経営から野菜王手作経営へと、農

家の土地利用、就業形態においては発展をとげたが、 日履い賃金水準ほどの所

得しか得られない家族経営であるという点では、基本的な変化は生じていない。

短期農業労働者は、産業構造変化の過程で折出された池島E滞留がJな社会階層

より 供給されている。そのような社会階層が存在しつづけ、新たに補充さ れる

限り、農業労働者の供給がなされるであろう。 しかし、農業外の周用条件改善
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の刺激を受け、農業労働者の労働条件もかつての年雇などのような農家世帯貝

並みの水準から、社会一般の閤用水準へと高まらざるを得ない。 したがって今

後厨m賃金の上昇を与件とするならば、家族経営における所得水準の低さから

くる支払い賃金水準の低さとの矛盾は、高まらざるをえないであろう。その矛

盾の回避は、外国人労働者周周への期待と、 もう 1つは雇用労働に依存した作

業の機械化による家紋労働力内で完結する経営への図婦に求められている。し

かし後者については、大規模野菜作付農家の 1人が「庖周 に頼らず全面的に機

械化されるようになったら、 もう玉ねぎ主u告も終りだJと述べているように、

そこには米の生産調君主下で闘難に直前している今日の稲作農家と同じ運命が予

見されている。 r庖用依存型家族経営」は、地I戒に辞書留する停滞的な労働力に

依ff.・した倶楽専業経営であり、社会的に自力しえない経営を家族経営として維

持たらしめるものとなっている。

注 11 ) 短期農業労働者の通常の恩周期聞は 5月から 10月の 6ヶ月間であ

り、冬期間は失業状態となり経済的問題があるが、その失業期間は通院などを

含め、体力の回復1V1にもなっている。したがって前掲の表 10-3'にみるよう

にとくに中高年申告者においては、冬期間の就業綴会の少なさもさる ことながら、

冬期間就業する者は少ない.

注 12) 調査農家(表 10 -5参照)の同農業所得の推定は、農家笑態調

査により各戸の農業所得を算出し、それを農業従事者の年間農業就業日数で除

したものである。

注 13) 北海道の従業員規僚10人以上の事業所における男子労働者の 1日

当り平問賃金は14，382円である。(昭和62年賃金構造基本統計調査結果より)
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終主主 要約一まとめに替えてー

1. 高度経液成長Itllの工業生産の鉱大に伴う農村工場の展開

高度経済成長期におけるいわゆる農村工業化は、工業生産のたんなる拡大過

程においてではなくて、 「大量生産大豆消費 Jといわれる産業精進と農村地裁

まで包摂した市場構造変化という、あらたな資本主義経済の発展過程において

理解される。そして耐久消費財生産を主目的とした労働集約的な機械金属工業

の拡大は、日本においては農村工場の地域的展開によって実現された。また耐

久消費財生産の航大は輸出産業の中核を成すだけではなく 、その閣内市場の拡

大は農家の生活織式、生活水準の上界の条件となっている。

機械金属工業ーなどの都市型加工産業は、第 1に企業の生産鉱大過程は、完成

品の組立(アツセンブリー)工場=親企業と、部品(パーツ)工場=下請け企

業と垂直的な生産工程の分化と資本による統合の過程を基本自11として、道路 ・

通信網などの地滅的生産基盤の豊富備によって生産の地方地域への皮肉を特徴と

している。第 2にこれらの産業は、生産鉱大とともにより多くの労働力を必要

とする。高度経済成長期における機械金属工業は、製造業の従業員士宮加寄与率

において50%前後を占めている。と くに耐久消波財工業では不熱線労働力を多

く必要とし、単能長l時間労働に対応 して従業員の女子化を特徴としている。

機械金属工芸躍は、重化学工業など他の近代的工業が有機的構成を高めつつ装

置型産業として沿岸地域の大綴模工業地携を形成するのに対比して、特有の立

地皮肉がみられる。各地帯月IJの製造業従業員数の噂加率の高い地帯は、 1960年

(1昭和35年)頃を蘭l切として、南関東などの大都市や沿岸工業地帯から内陸の

地方地域へ移行していく。この変化を各県の農家就業人口率との関係でみると、

1950年代は良家人口比率の低い県ほど製造業従業員の増加率が高かったが、 J9

60年代以降は逆に農家人口比率の高い地域ほど製造業従業員の憎加率が高くな

る。また農村地帯における製造業従業員数の増加は、製造業一般ではなく主と

して織械金属工業などの都市型加工産業の急速な構大によっている。

地方に立地した企業は、さらに周辺の農村地域を対象として下請工場、納屋

工場、内臓(集合所)など生産工程を一層細分化し、外延的拡大を図りながら

資本による地域的統合を進める。高度経済成長下における農村工業化は、たん

なる製造業の地域への進出立地ではなく、生産資本の支配・絡差序列が直接的

に農村地主主の内郎に及ぷ過程として、すなわち賃金格差を内包した地域労働市
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場が形成され、そのことを基納としてあらたな農村経済秩序が形成される過程

として理解される。さらに1970年代に入ってからは独占的企業による消費市場

の地滅的分割に伴う工業の地域分散立地が顕者となり、 1980年代には金融・管

理 ・開発部門等の本社機能の都市集中と、製造部門の地域化という新たな地域

問機差形成の姿因がjJlJわる。

2. 農家労働力の良外への流出形態の変化とその要因

高度経病成長期以降の農家から他産業への労働力の流出形態の変化に関し、

3却lに区分してその特徴を整理することができる。

第 JJ立iは、 1950年代後半から 60年代半ば頃までの高度経済成長期の前半で、

このl時期の農家からの労働力流出は、今日までの全過程をつうじて最も多い時

期であり、農家から非農林業への労働力供給の割合は、非農林業の新規全就業

者の50%近くにも透していた。それは主として燦家の次三男の隣村他出、世帯

主等の季節的出稼ぎ形態での労働力流出を特徴としていた。

第 2期は、 1960年代半ば以降1970年代の半ばまでの高度成長期の後半である。

この時期は重化学工業部門の中でも機械金属工業など都市整加工産業が技術革

新によって幸子しく成長し、それらの関巡工場の地方分散が生産拡大とともに本

織化した。あらたに立地した農村工場では燦村内にとどまっていた農家主婦が

その賃労働者として主たる対象となった。

第 3J羽は、 1973年(昭和何年)のオイルショックから 1980年代にいたるいわ

ゆる栴造的不況期である。 1973年のオイルショックで高度経液成長が破綻し、

その矛盾の顕在化に対して不況業種のスクラップ化、労働力構成の流動化など

の産業構造調整政策が強行された。この時期の農家労働力流出の特徴は、農家

の若年労働力の厳外産業へのrni出傾向は一般化するなかで、他方では一度流出

した中高年労働力の地域内での移動 ・滞留と搬職就農が培加した ことである。

以よのように、その流出形態は経済構造の発展とともに変化し、一時的な農

外就業形態から恒常的な賃労働者化の過程を基本方向としながら、複数世代か

らなる農家の世帯構成に対応して労働力の続出形態が分化し、農村における貿

労働者の再生産形態が形成されてきた。このような農家労働力の流出傾向は、

銀業所得と他産業就業者賃金との筏差と、資本規模問絡差を主要因とする雇用

形態別、地域間賃金格差の構造に規定されたものと見ることが出来る。

この間のいわゆる農工問の所得 ・賃金格差についてみると、第 1期には多少
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とも絡差は紛小し、 とくに零 4釧な毛JH詰所の賃金水準と農業所得とは均衡してい

たことがわかる。しかし第 2期になると、中小零細企業の貸率と農業のそれと

のかい般が明l僚となり、農工間絡差が決定的になった段階といえる。またこの

|時期、実質賃金の上昇が顕著にみられるが、生活様式の変化に対応した消'I1l水

準の上昇とその農村への波及が、兼業による農外所得のw.大によって現実化し

た時期でもある。第 3の低成長期には、賃金労働者の実質賃金上昇の停滞と、

農業の「貸率」の絶対的な低下による良工間格差の拡大、標準的労働者と臨時

・パート労働者との賃金格差の拡大が特徴となっている。農家世帯員の若年労

働力は恒常的資労働者化し、他産業就業から排除された中高年令者は自家農業

就業というような、 「労働力の質」による分化が明瞭になる。

以上のような農工閣の賃金・所得格差の拡大が、農家労働力の農業外への労

働力流出を促進し、日本経済の構造変化と高度成長を可能とした主要因の lつ

となった。そして低成長下での地域労働市場における労働力の吸引と反発の構

造が農業労働力構成を変化させ、その後の農業就業者の高商事化を進めた主要な

要因となった。

3. 農村工場の展開と良外就業形態の変化

農村地域へ進出立地した都市型加工産業の労働力構成、そこで庭用される農

家世帯員の就業構造について、長野県、北陸地域を対象として解明する。長野

県は米と養蚕業・果樹などの複合農業地域であったが、製糸業の衰退とともに

精鮫・電気部品工業が発展し、高度経液成長過程における農村工業化の全図的

な先進地域となる。また北陸地域は基本法農政下で水田の基鍛護備と稲作作業

の省力後械化が進展し、稲単作兼業化が著しく進展した地主主である。

(1 )労働集約的工業の立地展開と農家主婦労働力の賃労働者化

弱電部品工業や縫製業などのいわゆる都市加工型産業の農村地域への移転進

出の短大の理由は、低廉な農村地域の女子労働力の雇用であった。長野県佐久

市における農村工業化の過程は、戦時期に疎開立地していた機織工業の地域的

集積があり、養蚕業の衰退と稲作の省力機械化の進行とともに1960年代の早期

から下請け弱電部品工業などを主体として厳村工業化が進んだ。

，佐久市内における農村工場の立地は、市街地周辺に本工場、集務内に分工湯、

山村に内職的作業場と、労働力の地域的供給要因によって作業工程を分割し、

地域外延的に展開することによって生産規模を砿大している。これらの農村工
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場の作業工程は細分化され、 主たる作業は手労働を主体とした単純反復作業で

あり必要とされる従業員の熟練度は低い。雇用条件は履周期間の定めの無い臨

時工的鍛いで、自給を基準とした賃金支払いとなっている。庭用される農家主

婦は、通勤範閥が村内に限定されている者が多いように、それぞれの農業・家

庭事情によって移動性が制限されていることに特徴がある。

1973年オイルショクの不況J切には農村工場内の労働管理に変化がみられる。

不況を理由とした人員整理と再雇用過程をつうじて「農繁期に休むものは再雇

用しない」など労働力の選別淘汰が行われた。また労務管理面では皆勤手当な

どのたんなる出動率管理!にとどまらず、 1974年には「不完全出来高払い制Jと

いう能率手当制度が導入され、空?働力の陶冶が工場内で進められる体制が形成

された。

(2 )稲単作地帯北陸地域における工業化と就業形態の変化

北陸.l1ll域の工業は高度経液成長期以前の日本の産業発展において重要な役割

を果たしていた。 1つは豊富な水力電力と石灰岩を原燃料とした官官解化学工業

を代表とする霊化学工業である。それに加えて伝統的な織物業や紡績工業など

の繊維産業があり、戦後の昭和30年代までいずれも日本経済を支える基幹的産

業の]つであった。しかし高度経滅成長期には地域の重化学工業のドラスチヅ

クな再編合塑化が進み、その再編過程で電気機械工業などを主体とするあらた

な農村工業が拡大した。また伝統的な織物業では農家自営兼業として「八台機

屋J r IBぱた」などの零細経営が農村地域に増大し、地場産業として一層の発

肢をみた。北陸地域の農業の省力稲単作化や農作業の組織化は、このような地

域の産業構造再編に対応している。

稲単fr.地帯における企業の展開と兼業深化過穏について、北陸地方の代表的

な大工業地帯常山湾沿岸の黒部市に立地しているY工業を対象として検討する。

Y工業は金属加工業の 1つであるファスナ一生産では世界的な独占的大企業で

あり、 J950年代に低廉な労働力を求めて農村部に立地した企業としては先駆的

存在であり、その企築形態及び皮肉過程は農村工場の 1つの典型的事例として

みること古tできる。

Y工業の企業展開の過程を手工業段階から機械制工業へ、さらにその自動生

産過程という生産楠遂の発展と、全国、世界市場への展開過程に即して、 4j1JJ

に区分することができる。機械制生産を基副11とした 1950年代の近代工業確立期

と1960年代の紘張j舗にあって、生産の機械化や自動化によって生産性が飛躍的
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に高まり、さらに生産の航大と多線化により企業全体の雇用患は地大した。こ

のH幸則に周辺農漁村のl災関JIIjの労働力を会社が独自に運行する送迎パスによっ

て広域的にmめ、また周辺地域に多数の F諮工場を形成した。

しかし1970年代の世界企業的な展開の段階に至る と、生産の鉱大がもはや地

元の雇則f宮大という以前のようなメカニズムで展開しなくなる。輸出先国での

現油生産が会社全体の生産計画の前提となり、黒部市の工場の生産もその一部

として再編される。従業員総数を減少させながら、他方で職務は専業化され職

穣は多様化し、高度な自動機微生産体系はあらたにこ ・三交代勤務作業や維業

作業を生みだした。労働力需要は農村労働者の需要一般ではなく、職務によっ

て選別されて履周が鳩加するように変化してきた。

その特徴は、第ー に若年兼業労働者については、企業の活動範囲の拡大に伴

い出向 ・転勤問題や、職務上の関係で燦家の出身如何に関わらず一般労働者と

変わら ぬ就業条件が求められてきている。したがって兼業農業を維持するには、

鎚繁JIIJの有給休暇はとりにくくなり、農作業を世移民労働力で完結させるため

の機織施設化を余儀なくされる。第二に、生産の自動化等に伴い、 二 ・三交代

勤務や工場内の維業的仕事が相対的に士宮加し、それが中高年兼業労働者等に求

められるようになった。このような不規則・不完全就業が兼業農業の継続を可

能とする就業形態ともなっている。第三に、下請企業の多くは工場誘致の際に

朋地提供に協力し農業経営面積を減少させた農家で、 その見返りとして下請け

工樹を始めた農家である。しかし世界企業への展開期には、不況を理由として

手作業の多い仕上げ工程が親会社の工場で内製化されて下請けの仕事が減少し、

下請け工場の数が減少へと向かう。そのため下請け企業は食堂経営に転換した

り、弱電部品加工部門を併営したり、さらに従業員の賃金水準を地域最低賃金

水準にまで下げ、出効率管理を強化し農家主婦を避ける傾向が強まり、地域に

おける不安定就業化の 1要因となっている。

兼業農家の後継者はすでに周辺の一般労働者とほとんど変りのない就業形態

をとっているが、農家世帯としては二世代家族形態が維持されたまま、両親を

含め多就業化しているのが一般的な構成となっている。このような兼業農家の

農業経蛍の特徴は、農機具オベレーターは恒常的な会社員となった後継者、肥

，培管理と若干の州作は中高年者や主婦の分担というように家族世務員間の分業

を前提として省力機織化をすすめ、妓術面では標準化 ・画一化された技術の普

及により生産維持を図ることとなった。
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( 3 )低成長下の厳村工場と就業精進の変化

長野県富田村の農村工場の業種術成を見ると、高度経済成長期は金属パネ製

造などの設備投資の拡大に応じた金属・儀械工業が中心だったが、高度経済成

長後期から構造不況)lJJにかけては事務用椅子や電気機械部品、自動車機械部品

など耐久消費財関連の生産部門の拡大と変化している。それにともなって農村

工場の従業員構成も男子工員に加え、女子パートや中高年男子臨時工の比率が

高まる。

宮閉村のm造不況下の農村工場における生産精進と従業員栂成の変化を企業

調査結果より以下のように整理することができる。第 1に企業の生産は構造不

況で大憾に低下し、従業員の大盤解雇のなかでは農家出身の主婦労働力が優先

的に解履されている。その後は、長く勤め続けた中高年本工、熟練工の早期退

職が促される一方、臨時工・パートの採用増加が特徴となっている。第 2に、

企業は不況を契機として生産設備の高度化をすすめる一方、本工の新たな採用

を抑制しコスト低減を図っている。したがって高性能自動織械の忍入は 2交代

や 3交代勤務体制の導入をともない、なかには夜勤専門の労働者として比較的

経営規模の大きい農家の世帯主が臨時工として雇用される事例も見られる。第

3に、不況によって企業規模問の格差は一層拡大している。最末端の下請け・

自営工場等では不況に伴う受注患の絶対的減少に加え、親会社による作業の引

き上げ・内製化による仕事量の減少や工賃単価の大幅削減など、不況のしわ若手

せが行われている。第4に、就業条件はI普員を抑制された本工層では余り変化

せず、週休 2日制の導入なども進んでいる。しかし臨時工や下請け工場の従業

員の就業条件は、雇用の不安定↑生に加え賃金単価の据置、出勤率管理の強化な

どがすすんでいる。このように、本工などの常履い労働者と、臨時工など不安

定就業者層との就業条件と賃金の格差l立場大している。また村内の兼業就業者

の多い土木会社でも出勤準管理が厳しくなり、従業員の幾繁期を理由とした休

暇の取得は困難となってきている。他方、農作業による休暇防止など主婦労働

者の出動率を高めるために設けられていた皆勤手当などは、廃止されるかまた

はその目的も PTAなどの私事休暇対策に変わってきている。

このような農外就業構造の変化のもとで、地域での大規模農家の後継者も含

めて学卒若年j替の進学就職のための他出者、 J広減通勤者カI!菌加し、若年者の農

業就業は兼業形態でも非常に少なくなっている。若年者の非農業就業へ純化す

る傾向は、農家のほぼ全経嘗規模階層に及んでいる。



(4 )小括

以上のような高度経済成長期以降の農村工場の皮肉と兼業農家の就業形態に

ついて、立地企業の性絡や農業構造の追いなど地域的差異はあるが、その関連

と変化は経済構造変化のもとでの農村工場の展開に即応した構造的変化として

3霊感できる。

1973年のオイルショック不況までは生産の拡大に対応して農村工場の外延的

鉱大、すなわちマイクロパスの広域的運行によって農家の主婦を工場労働力化

し、また山村地域にまで内峨網は広げられた。このような旺盛な労働力需要は

日履い賃金の範聞ではあるが農村地域でも賃金水機の一定の上昇を招き、 「労

働力不足Jに対応して農村工場でも自動作業機械の潜入や海外工場による代替

生産が始まっている。このような賃金上昇はいままで農家内に留まっていた主

婦など農家労働力の厳外就業をいっそう加速的に促進し、また中途採用者とし

て臨時工身分で勤めはじめた農家の世帯主にも一部の者に本工化の道が開け兼

業就業の常勤化が促進された。

1973年のオイルショック不況の時期Iには、受注量の大幅減少を織に臨時工や

パートの人員整潔が行われ、農業就業皮の高い兼業就業者が対象となった。し

かしこの過程は出効率管理による兼業就業者の排除だけではなく、能率給手当

制度の理事入など賃金体系の変更が同時に進められ、生産性向上に対応する労働

者の淘汰が進められたことにも隠意する必要がある。

1973年のオイルショック不況以降の低成長期には、生産性向上のための合理

化が小毘多品目生産というあらたな市場ニーズにあわせて進められ、自動作業

機の穆入など生産の機械化と労働編成の再編が実施されている。自動機械化さ

れた工綴では技術的資質の高い若年労働力の需要が高まる一方、昼夜の生産交

代要員として臨時工の需要も高まる。生産の回復士官大に対応して本工の増員は

抑制されたままパートや季節工の履加も再び増加した。それに対応して不況で

解雇主れた農家主婦層の多くは農業へは戻らず様々な蔵用形態で再就業してい

る。また若年本工職員j習の勤務形態は週休 2日制の導入と同時に勤務地の広域

化と他地域への転勤などの社内流動化が一般化する。このように低成長下では

高度経済成長期のような単純な生産と雇用の外延的な拡大ではなく、就業形態

yD分化と「労働力の質Jによる雇用選別が明確となったことに特徴がある。本

工と臨時工また大企業と中小企業の賃金絡差も再び拡大傾向を強めている。こ

のような農村工場における労働編成、就業構造の変化は従来のような兼業農業
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経営の維持を閣総にし、農作業の外部委託や経蛍の委託化、帰燥した中高年世

帯主による小規模彼合経営化など、それぞれの農家の就業状態と地滅的条件に

よって経営の分化が促進される条件となった。

このような良村工場の高度経済成長期l以降の展開は、機械金属製品の海外輸

出が低成長下でも一層拡大される市場条件下で農村工場の数は減少せず、あら

たな設備投資がなされ近代的な工場として発展している工場も少なくない。か

くして「経済の二重櫛造」といわれる日本的な資本蓄積の構造が高度経済成長

巡視で農村地減を包摂して再構成されたが、高度成長の前期においてはそれが

「近代化」の過程において進行し、高度成長後期以降は消費市場の拡大と労働

編成の再編のもとで進行したといえよう。その過程で兼業就業形態も世帯員の

多就業化という庭的鉱大から、 「労働力の質」による分化という質的変化の傾

向を強めている。

4. r低経清成長 J下の兼業良家経営の変化

地域の股業構造の異なる 3地域の調査分析により、 1970年代後半から 1980年

代にかけての「低経液成長 J下における兼業良家を中心とした農家の農業経営

の変化を解明する。

第 lに稲単作穀業地帯化してきた北陸地域では、農家主婦を主要な農業の担

い手とした新潟の小規模施設園芸、富山県の良質米増産運動の過程で形成され

てきた隣家主婦主体の稲作経嘗の変化がみられる。これらの農業の担い手は農

家位帯主の兼業就業の恒常化に伴って農家主婦がそれに代替し、そこで実現さ

れる農業所得は他産業での臨時・パート賃金ほどでしかないが、これまで補助

的な家族従業員でしかなかった農家主婦の農業経蛍における主体化の過程とし

て観察される。また新潟県の過疎化した中山間地帯では、出稼ぎ段家が主体と

なった地場での農産加工業の形成がみられ、兼業稲単作化から地域条件を活か

した自立的活動として評価される。いずれも農協、普及所、自治体などの技術

指導と地域的な支媛に支えられて主体的な担い手となりつつあることに、共通

的な特徴が見いだされる。

また第 2に、農村工業化が進み通勤兼業農家の多い長野県の宮田村では、水

回転作を契機とした地成農業持編の過程であらたな農業の担い手の形成がみら

れる。構造不況期にはいり 40，50才代の中高年兼業者が企業の合理化過程で排除

され、他方兼業燦家が多数を占め集落単位の生産組織による作業補完の方式も



オベレーター確保に困難を来し行き詰まる中で、稲作以上の高収益を目的とし

てわい化リンゴ団地が集団転作地に形成された。その担い手として、世帯主が

一人で自家農業経営を維持発展させる「専従者経営」が形成された。経営形態

は1.5-3. Oha規模の稲作プラス集約作物の複合経営で、その形成条件として地域

的土地利用調整だけではなく集出荷作業などの地域的組織化による支援を必要

としている。

以上のように「低綴済成長」下の兼業農家の特徴的変化は、兼業農家として

その経済的性格が維持されながら世帯員の就業形態の変化にしたがってその農

業経営の形態が変化してきたことである。すなわち高度経済成長期に形成され

た地域労働市場に包摂されそして排除された婦女子・中高年労働力を主体とし

て、 l良業就業の場で労働の侃jjig実現が意図されたことである。それは兼業農家

世帯員の就業分化を前提として、 すなわち他産業に専従的に就業している後継

者などは除いて、基本的に中高年 ・婦女子一人の労働力で可能な作業規模の経

営部門の追加がさなれた。したがってこのような経蛍は従来の多就業化した兼

業厳家の家族ぐるみの綬営とは考え方を異にし、倒別労働主体による専従者経

営といいえる。その綴営の形成には新作物導入のための技術指導や販売に農協

等の地戚組織の支援を必要とし、またその経営維持には集出荷作業などで地域

組織による補完を必要としてきた。このような兼業農家を対象とした専従者経

営の創出は、 1970年代の兼業深化に対応した機織共同利用や農地流動化のため

の品目織活動とは異なった 1980年代の地域燦業再編の過程に対応している。中高

年・婦女子を主体とした専従者経営では、他産業就業における日履い賃金水準

以上の農業所得は実現されず、現状では若年後継者への世代継jt;的な経営発展

は展望されない。 しかし農業の場において従来のような小E量的な土地所有に基

づく経営維持方向ではなく、労働する個々の主体の就業の確立が地域的な目標

となり、あらたな作物産地の形成と地域農場的な再編の契機として評価される。

第 3に産業立地、農業ともに限界的条件下にある北海道では、高度経済成長

過程では構造政策のもとで大規;際経営の形成をみたとはいえ、低成長下では稿

作農家の兼業化が急速に進行し、農家の負債累積と兼業就業の不安定住におい

て都府県とは異なる檎造となっている。北海道の地域労働市場は都府県とは異

7J.り季節労働に専門的に従事する労働者層の大鑑の地域的滞留があり、兼業就

業先からも排除された農家労働力は規模拡大の行き詰まった稲単作的規模主主大

ではなくて、労働集約的な野菜作の導入等による農業による専業化を図らざる



を得ない。その典型的な事例を道内では比較的経営規模の小さい富良野地域で、

たまねぎ・人参などの野菜作経嘗に転換した水田作農家に見ることが出来る。

そのような経管転換を可能とした 1つの要因は農業雇用労働力の積僚的な導入

であるが、その主要な労働力供給源は近隣の炭坑地域に持者紹する主婦層などで

ある。そのような労働力の大量な雇用によって機械化の遅れた大規機野菜作経

営の成立は可能となった。しかしそのことによって実現される農家の燐業所得

の水準は地域の建設従事者の日雇い労賃と大差のない低い水準である。したが

ってこれらの農業経蛍は家族労働力を超えた外部の庭用労働力に依存しながら

企業的経営展開とはいい難〈、その性絡を「雇用依存型家族経営Jと規定する

ことができる。しかしこのことが商品性の高い作物の導入による野菜産地形成

は、これまでの北海道的な政府管掌作物の単作的規模拡大という農業精迭を変

える 1つの要因となっている。

以上のように労働市場が展開している地域では、農家としてではなく個別の

労働力を主体としてさしあたり中高年・婦女子を対象として集約作物の導入に

よる農業就業の拡大を中心として、また地域労働市場の展開していない北海道

では農業履周労働力の導入によって家族経営の再構成が進んでいる。このよう

な地域的差異は、高度経済成長期の農業の「近代化」過程と低成長期の「労働

力の質」による社会的な労働力の再編成過程を同じくしながら、地域的条仰の

相違による形態的差異として狸解される。地域農業再編過程にみられる集約作

物の導入による労働主体の就業の確立のための努力と、日雇い賃金水準にしか

ならない農業所得という現実に、資本に対する地域の組織的対抗の意義とその

限界を見いだすことが出来る。
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